
事 務 連 絡 

令和６年９月２６日 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会事業部長 殿 

  

 

国土交通省物流・自動車局自動車整備課    

整備事業班長   

  

 

指定自動車整備事業におけるＯＢＤ検査の適切な実施について 

 

 

令和６年 10 月 1 日よりＯＢＤ検査が開始されることに伴い、ＯＢＤ検査対象車に

あっては指定自動車整備事業の完成検査においても検査用スキャンツールを使用し

てＯＢＤ検査を実施することとなるところ。 

今後、完成検査を実施する場合には下記の注意点に留意し、ＯＢＤ検査対象車につ

いては確実にＯＢＤ検査を実施していただくとともに、「自動車特定整備事業者等に

おけるＯＢＤ検査及び ＯＢＤ確認の取扱方針について」（令和６年３月 28 日付け国

自整第 278 号）により適切に取扱われたい。 

つきましては、以下について傘下会員に対し周知方よろしくお願いいたします。 

なお、各地方運輸局等あて別紙のとおり通知していることを申し添える。 

 

 

記 

 
１．完成検査時の注意点 
  ・自動車検査証等の備考欄に「ＯＢＤ検査対象」と記載があるか確認すること。 
  ・自動車検査証の備考欄等の「ＯＢＤ検査開始年月日」を確認すること。 
    なお、確認の結果「ＯＢＤ検査開始年月日」に至っている場合には、特定Ｄ

ＴＣ照会アプリを使用してＯＢＤ検査要否の詳細確認を行うこと。  
 
２．ＯＢＤ検査時の注意点 
  ・特定ＤＴＣ照会アプリは、「検査モード」で使用すること。 
  ・検査車両と入力情報に相違がないこと。 
  ・検査時は、「原動機ＯＮ」または「ＲＥＡＤＹ」で実施すること。 

 
以上 

第一章　整備事業関係
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事 務 連 絡 

令和６年９月２６日 

 

各地方運輸局自動車技術安全部整備（・保安）課長 殿 

沖縄総合事務局運輸部車両安全課長 殿 

 

物流・自動車局自動車整備課    

整備事業班長   

  

 

指定自動車整備事業におけるＯＢＤ検査の適切な実施について 

 

 

標記について、別添のとおり一般社団法人日本自動車整備振興会連合事業部長あて

通知したので、研修等の機会を通じてＯＢＤ検査の実施方法について関係者に対し指

導されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別紙 
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事 務 連 絡 

令和６年９月２６日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会事業部長 殿 

 

国土交通省物流・自動車局 

自動車整備課 検査班長 

事業班長 

 
 
運転席のドアを開けた状態でＯＢＤ検査が実施できない車両について（注意喚起） 

 
 
ＯＢＤ検査については、原動機を始動させ、アイドリング状態（電気自動車又はハ

イブリッド自動車にあってはパワースイッチを操作し、走行可能状態（ＲＥＡＤＹの

状態））で行うこととされております。 
今般、ＯＢＤ検査対象のうち別紙の車種について、運転席のドアを開けると、一定

時間経過等により自動的にエンジン停止状態（ＲＥＡＤＹ ＯＦＦの状態）となり、

ＯＢＤ検査を正しく実施できなくなる可能性があることが確認されたので、当該車種

のＯＢＤ検査を実施する際はご注意ください。 
なお、別紙に示す状態であれば、アイドリング状態（ＲＥＡＤＹの状態）を維持し、

ＯＢＤ検査を正しく実施することが可能です。 
また、別添のとおり独立行政法人自動車技術総合機構検査部長、軽自動車検査協会

検査部長、各地方運輸局自動車技術安全部技術課長並びに整備（・保安）課長及び沖

縄総合事務局運輸部車両安全課長に通知したことを申し添えます。 
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別紙 
運転席のドアを開けた状態でＯＢＤ検査が実施できない車種 

（令和６年９月末時点） 

１．ＢＭＷ／ＭＩＮＩ 
１－１．該当車種 

同社製ＯＢＤ検査対象型式のうち電気自動車、ハイブリッド自動車の全て。 
１－２．該当車種における仕様 

１－１．の車種において、運転席のドアを開けると自動的にエンジン停止（Ｒ

ＥＡＤＹ ＯＦＦ）状態となる。 
１－３．該当車種においてＯＢＤ検査を正しく実施する方法 

以下のいずれかに示す状態であれば、１－２．の仕様を回避してアイドリング

状態（ＲＥＡＤＹの状態）を維持し、ＯＢＤ検査を正しく実施することが可能。 
① 運転席のドアを閉めた状態 
② 以下の手順を実施した状態 
イ） 車室内に有効なリモートコントロールキーがある状態で、運転席のドア

を開ける。 
ロ） ブレーキを操作しない状態で、スタート／ストップボタンを 0.8 秒以内

に３回押し、診断モードにする。 
※１ 診断モードに入ると、メーター内に「診断モードが有効です」と短時

間表示される。（ハイブリッドモデルでは、エンジン警告灯が点灯する

場合がある。） 
※２ 診断モードを終了する場合は、スタート／ストップボタンを押す、又

は運転席のドアを閉じる。（後者では診断モードが終了しないモデルも

ある。） 

２．メルセデス・ベンツ 
２－１．該当車種 

同社製ＯＢＤ検査対象型式の全て。 
２－２．該当車種における仕様 

２－１．の車種において、運転席のシートベルトを非装着状態かつ運転席のド

アを開けた状態で３分または２０分（型式・年式によって仕様が異なる）経過す

ると、自動的にエンジン停止（ＲＥＡＤＹ ＯＦＦ）状態となる。 
※ 当該仕様によりエンジン停止（ＲＥＡＤＹ ＯＦＦ）状態となる前に、イン

ストルメント・クラスタ上にその旨が表示される。 
２－３．該当車種においてＯＢＤ検査を正しく実施する方法 

以下に示す状態であれば、２－２．の仕様を回避してアイドリング状態（ＲＥ

ＡＤＹの状態）を維持し、ＯＢＤ検査を正しく実施することが可能。 
① 運転席のドアを閉めた状態 
② 運転席のシートベルトを締めた状態（着座しているかどうかは問わない） 
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事 務 連 絡 

令和６年９月２６日 

 

 

独立行政法人自動車技術総合機構検査部長 殿 

軽自動車検査協会検査部長 殿 

 

国土交通省物流・自動車局 

自動車整備課 検査班長 

事業班長 

 
 
運転席のドアを開けた状態でＯＢＤ検査が実施できない車両について（注意喚起） 

 
 
ＯＢＤ検査については、原動機を始動させ、アイドリング状態（電気自動車又はハ

イブリッド自動車にあってはパワースイッチを操作し、走行可能状態（ＲＥＡＤＹの

状態））で行うこととされております。 
今般、ＯＢＤ検査対象のうち別紙の車種について、運転席のドアを開けると、一定

時間経過等により自動的にエンジン停止状態（ＲＥＡＤＹ ＯＦＦの状態）となり、

ＯＢＤ検査を正しく実施できなくなる可能性があることが確認されたので、当該車種

のＯＢＤ検査を実施する際はご注意ください。 
なお、別紙に示す状態であれば、アイドリング状態（ＲＥＡＤＹの状態）を維持し、

ＯＢＤ検査を正しく実施することが可能です。 
また、別添のとおり一般社団法人日本自動車整備振興会連合会事業部長、各地方運

輸局自動車技術安全部技術課長並びに整備（・保安）課長及び沖縄総合事務局運輸部

車両安全課長に通知したことを申し添えます。 
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事 務 連 絡 

令和６年９月２６日 

 
 
各地方運輸局自動車技術安全部技術課長 殿 

各地方運輸局自動車技術安全部整備（・保安）課長 殿 

沖縄総合事務局運輸部車両安全課長 殿 

 

国土交通省物流・自動車局 

自動車整備課 検査班長 

事業班長 

 
 
運転席のドアを開けた状態でＯＢＤ検査が実施できない車両について（注意喚起） 

 
 
標記について、別添のとおり独立行政法人自動車技術総合機構検査部長、軽自動

車検査協会検査部長及び一般社団法人日本自動車整備振興会連合会事業部長に対し

通知しましたので、ご了知願います。 
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事 務 連 絡 

令和６年９年２６月 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会事業部長 殿 

 

 

 

国土交通省物流・自動車局自動車整備課 

整備事業班長   

 

 

輸入車のＯＢＤ検査開始までの間における 

自動車整備事業者に対する行政処分等の基準の適用について（注意喚起） 

 

 

標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部整備（・保安）課長

及び沖縄総合事務局運輸部車両安全課長に対し通知しましたので、貴会傘下会員に

対し周知願います。 
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事 務 連 絡 

令和６年９月２６日 

 

各地方運輸局自動車技術安全部整備（・保安）課長 殿  

沖縄総合事務局運輸部車両安全課長 殿 

 

 

物流・自動車局自動車整備課    

整備事業班長   

 

 

輸入車のＯＢＤ検査開始までの間における 

自動車整備事業者に対する行政処分等の基準の適用について（注意喚起） 

 

 

令和６年 10 月１日より車載式故障診断装置を活用した検査（ＯＢＤ検査）が開始

されるところ、輸入車に対するＯＢＤ検査については、令和７年 10 月１日から開始

されることとされている。 

そこで、令和７年９月 30 日までの間に行われた輸入車に対するＯＢＤ確認及びＯ

ＢＤ検査については、「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」（平成

18 年３月２日付け国自整第１２６号）及び「「自動車整備事業者に対する行政処分等

の基準について」の細部取扱いについて」（平成 18 年３月２日付け国自整第 127 号）

によらず、行政処分等を行うべき違反事項として取り扱わないこととしたので留意さ

れたい。 

また、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会事業部長あて別添のとおり通知し

たので申し添える。 

 

 

別添 
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国自整第１５５号の２ 

国官参自保第３３６号の２ 

令和６年１０月１５日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

 

国土交通省物流・自動車局 自 動 車 整 備 課 長   

保障制度参事官室長   

（公 印 省 略）    

 

 

 

「自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取 

扱いについて」の一部改正について 

 

標記の件について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合

事務局運輸部長に対し通知したので、貴会におかれましては、傘下会員に対して周

知徹底をお願いします。 
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国 自 整 第 １ ５ ５ 号 

国官参自保第３３６号 

令和６年１０月１５日 

 

 

地方運輸局自動車技術安全部長 殿  

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

 

物流・自動車局 自 動 車 整 備 課 長    

保障制度参事官室長   

 

 

 

「自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取 

扱いについて」の一部改正について 

 

「自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱

について」（昭和４４年１２月２６日付け自保第３４２号、自整第２９５号、自車

第１３９３号）を別紙新旧対照表のとおり改正したので通知する。 

 

 

 

 

 

 

  

－　10　－



 
 
 

自
動

車
損

害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
に
伴
う
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て

 
（

昭
和
４

４
年

１
２
月
２
６
日
付
け
自
保
第
３
４
２
号
、
自
整
第
２
９
５
号
、
自
車
第
１
３
９
３
号
）
新
旧
対
照
表
（
案
）

  
  

  
  

 
（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 
新

 
旧

 
自

保
第

３
４

２
号
 
 

自
整

第
２

９
５

号
 
 

自
車

第
１

３
９

３
号

 
 

昭
和
４
４
年
１
２
月
２
６
日
 
 

 

各
地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
 
殿
 

沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
 
殿
 

 

自
動
車
局
整

備
課

長
 
 
 

保
障
制
度
参
事
官
室
長
 
 
 

 

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
の
施
行
に
伴
う
事
務
の
取
扱
い
 

に
つ
い
て
 

 

標
記
に
つ
き
別
添
の
と
お
り
、
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
４

４
年
１
２
月
２
６
日
運
輸
省
令
第
５
９
号
）
が
公
布
さ
れ
、
昭

和
４
５
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
の
で
、
別
紙
事
項
を
了
知
の
う
え
、
事
務
処
理
に
遺

憾
な
き
を
期
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
周
知
徹

底
を
図
ら
れ
た
い
。
 

 附
則
（
略
）
 

附
則

（
令

和
６

年
10

月
15

日
 国

自
整

第
15

5号
、

国
官

参
自

保
第

33
6号

）
 

改
正

後
の

通
達

は
、

令
和

６
年

10
月

15
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

別
紙
 

１
～
４
 
（
略
）
 

自
保

第
３

４
２

号
 
 

自
整

第
２

９
５

号
 
 

自
車

第
１

３
９

３
号

 
 

昭
和
４
４
年
１
２
月
２
６
日
 
 

 

各
地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
 
殿
 

沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
 
殿
 

 

自
動
車
局
整

備
課

長
 
 
 

保
障
制
度
参
事
官
室
長
 
 
 

 

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
に
伴
う
事
務
の
取
扱
い
 

に
つ
い
て
 

 

標
記
に
つ
き
別
添
の
と
お
り
、
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
４

４
年
１
２
月
２
６
日
運
輸
省
令
第
５
９
号
）
が
公
布
さ
れ
、
昭
和
４
５
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
の
で
、
別
紙
事
項
を
了
知
の
う
え
、
事
務
処
理
に
遺
憾
な
き
を
期
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
周
知
徹

底
を
図
ら
れ
た
い
。
 

 附
則
（
略
）
 

（
新
設
）
 

 別
紙
 

１
～
４
 
（
略
）
 

別
紙

 

－　11　－



 
 
 

別
記
１
 
（
略
）
 

別
記
 
２
 

保
険
会
社
名
略
称
表
 

 

別
記
１
 
（
略
）
 

別
記
 
２
 

保
険
会
社
名
略
称
表
 

 

 

－　12　－



     

国自整第１７２号の２ 

国官参自保第３９２号の２ 

令和６年１１月１１日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

 

国土交通省物流・自動車局 自 動 車 整 備 課 長   

保障制度参事官室長   

 

 

 

「自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務 

の取扱いについて」の一部改正について 

 

標記の件について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合

事務局運輸部長に対し通知したので、貴会におかれましては、傘下会員に対して周

知徹底をお願いします。 
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国 自 整 第 １ ７ ２ 号 

国官参自保第３９２号 

令和６年１１月１１日 

 

 

地方運輸局自動車技術安全部長 殿  

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

 

物流・自動車局 自 動 車 整 備 課 長   

保障制度参事官室長   

 

 

 

「自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務 

の取扱いについて」の一部改正について 

 

「自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱

について」（昭和４４年１２月２６日付け自保第３４２号、自整第２９５号、自車

第１３９３号）を別紙新旧対照表のとおり改正したので通知する。 

 

別添 
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自
動

車
損

害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
に
伴
う
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て

 
（

昭
和
４

４
年

１
２
月
２
６
日
付
け
自
保
第
３
４
２
号
、
自
整
第
２
９
５
号
、
自
車
第
１
３
９
３
号
）
新
旧
対
照
表

  
  

  
  

 （
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 
新

 
旧

 
自

保
第

３
４

２
号
 
 

自
整

第
２

９
５

号
 
 

自
車

第
１

３
９

３
号

 
 

昭
和
４
４
年
１
２
月
２
６
日
 
 

 

各
地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
 
殿
 

沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
 
殿
 

 

自
動
車
局
整

備
課

長
 
 
 

保
障
制
度
参
事
官
室
長
 
 
 

 

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
の
施
行
に
伴
う
事
務
の
取
扱
い
 

に
つ
い
て
 

 

標
記
に
つ
き
別
添
の
と
お
り
、
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
４

４
年
１
２
月
２
６
日
運
輸
省
令
第
５
９
号
）
が
公
布
さ
れ
、
昭

和
４
５
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
の
で
、
別
紙
事
項
を
了
知
の
う
え
、
事
務
処
理
に
遺

憾
な
き
を
期
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
周
知
徹

底
を
図
ら
れ
た
い
。
 

 附
則
（
略
）
 

附
則

（
令

和
６

年
11

月
11

日
 国

自
整

第
17

2号
、

国
官

参
自

保
第

39
2号

）
 

改
正

後
の

通
達

は
、

令
和

６
年

11
月

11
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 別
紙
 

自
保

第
３

４
２

号
 
 

自
整

第
２

９
５

号
 
 

自
車

第
１

３
９

３
号

 
 

昭
和
４
４
年
１
２
月
２
６
日
 
 

 

各
地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
 
殿
 

沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
 
殿
 

 

自
動
車
局
整

備
課

長
 
 
 

保
障
制
度
参
事
官
室
長
 
 
 

 

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
に
伴
う
事
務
の
取
扱
い
 

に
つ
い
て
 

 

標
記
に
つ
き
別
添
の
と
お
り
、
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
４

４
年
１
２
月
２
６
日
運
輸
省
令
第
５
９
号
）
が
公
布
さ
れ
、
昭
和
４
５
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
の
で
、
別
紙
事
項
を
了
知
の
う
え
、
事
務
処
理
に
遺
憾
な
き
を
期
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
周
知
徹

底
を
図
ら
れ
た
い
。
 

 附
則
（
略
）
 

（
新
設
）
 

 別
紙
 

 

別
紙
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 １
 
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と

い
う
。
）
第
１
条
の
２
第
１
号
に
つ
い
て
 

「
複
写
器
」
と
は
、
原
形
ど
お
り
に
複
写
す
る
こ
と
が
で
き

る
器
具
を
い
う
。
 

な
お
、
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
に
係
る
民
間
事
業
者
等

が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信

の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
５
年
国
土

交
通
省
令
第
７
号
）
第

1
1
条
の
方
法
よ
り

作
成
さ
れ
た
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
証
明
書
に
係
る
電

磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
出
力
す
る

こ
と
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
書
面
は
、
規
則
第
１
条
の
２
第
１

号
の
方
法
に
よ
っ
て
作
成
し
た
も
の
に
該
当

す
る
。
 
 

 ２
～
４
 
（
略
）
 

 別
記
１
～
２
（
略
）
 

 

 １
 
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
の
２
第
１
号
に
つ
い
て
 

 
「
複
写
器
」
と
は
、
写
真
機
又
は
オ
ー
ト
フ
ァ
ッ
ク
ス
等
原
形
ど
お
り
に
複
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
器

具
を
い
う
。
 

     ２
～
４
 
（
略
）
 

 別
記
１
～
２
（
略
）
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 事 務 連 絡 

令和６年１２月２３日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 殿 

 

 

国土交通省物流・自動車局自動車整備課 

 

 

各検査におけるＯＢＤ検査の要否について（周知依頼） 

 

 

平素より国土交通行政の推進に格別のご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。 

道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）及び関係法令の規定により、令和６年 10 月１

日（輸入車は令和７年 10 月１日）から、令和３年 10 月１日以降の新型車を対象に自動車の

検査（車検）時に電子装置の故障の有無を判定するいわゆる「ＯＢＤ検査」が開始されたと

ころです。 

ＯＢＤ検査の対象となる検査については、継続検査のみならず中古新規検査なども含まれ

るため、この度、それぞれの検査について、ＯＢＤ検査の要否を別紙のとおり整理しました

ので、傘下会員に対し周知をお願いします。 
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（別紙） 

 

 

各検査におけるＯＢＤ検査の要否 

 

 

ＯＢＤ検査対象車に対する各検査について、ＯＢＤ検査の要否は以下のとおり。 

 

車両の分類※ 検査種別 ＯＢＤ検査の要否 

新車 新規検査 受検日にかかわらず不要 

予備検査 

使用過程車 新規検査(中古) 受検日が以下のいずれにも該当しない場合、必要 

・自動車検査証、登録識別情報等通知書または自動車検査証返納 

証明書に記録されたＯＢＤ検査開始年月日より前 

・初度登録年月（初度検査年月）から１０ヶ月以内 

予備検査(中古) 

構造等変更検査 

継続検査 

※車両の分類について、それぞれ以下のとおり。 

・ 新 車 ：自動車検査証の交付を受けたことがない自動車 

・使用過程車：自動車検査証の交付を受けた自動車又は一時抹消登録を受けた自動車 
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国自整第２１１号の２ 

令和７年１月３１日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

    国土交通省物流・自動車局   

自動車整備課長   

 

 

自動車特定整備事業者等における事業場間の業務支援について 

 

 

 標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務

局運輸部長に対し通知しましたので、貴会におかれましては、傘下会員に対し周知徹

底方お願い致します。 

 

 

 

 

  

別紙
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四角形



    

国自整第２１１号 

令和７年１月３１日 

 

 

 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

 物流・自動車局自動車整備課長    

 

 

「自動車特定整備事業者等における事業場間の業務支援について」の一部改正に

ついて 

 

 

今般、自動車特定整備事業者において、限られている人材の中でより効率的に整備

業務を行うため整備主任者を複数選任している事業場における業務支援の取扱いに

ついて問い合わせがあった。 

これに伴い、適用の明確化を図るため「自動車特定整備事業者等における事業場間

の業務支援について」（令和２年 11 月 11 日付け国自整第 197 号）について、別紙新

旧対照表のとおり改正したので、了知されるとともに、遺漏なきよう取り扱われたい。 

 

別添 
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「
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
等

に
お

け
る

事
業
場

間
の
業
務

支
援

に
つ

い
て

」（
令

和
２

年
1
1
月

1
1
日
付
け
、
国
自
整
第

1
97

号
）
 

の
一

部
改
正

に
つ
い

て
 

（
下
線
部
が
改
正
箇
所
）
 

新
 

旧
 

国
自

整
第

1
9
7
号
 

令
和

２
年

1
1
月

11
日
 

国
自

整
第

2
1
1
号
 

最
終

改
正
 
令

和
７

年
１
月

3
1
日
  

各
地

方
運
輸

局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
 
殿
 

沖
縄

総
合
事

務
局
運
輸
部
長
 
殿
 

 

自
動

車
局
整

備
課
長
  

自
動

車
特
定
整
備
事
業
者
等
に
お
け
る
事
業

場
間

の
業
務
支

援
に

つ
い

て
 

 

自
動

車
整
備

業
界
に
お
い
て
は
、
整
備
に
係
る
人

材
確
保
が

長
年

の
課

題
と
な

っ

て
い

る
。
 

今
般

、
特
定

整
備
に
係
る
認
証
を
受
け
て
い

る
事

業
場
に
お

い
て

、
以

下
に
掲

げ

る
条

件
を
す

べ
て
満
た
す
場
合
に
あ
っ
て
は
、
他

事
業
場
等

か
ら

の
業

務
支
援

に
よ

る
作

業
員
の

作
業
で
あ
っ
て
も
、
作
業
員
を
借
り

入
れ
た
事

業
場

に
お

い
て
行

っ
た

作
業

と
み
な

す
こ
と
と
し
た
の
で
、
了
知
さ
れ
る

と
と
も
に

、
関

係
者

に
周
知

徹
底

し
、

遺
漏
の

な
い
よ
う
取
り
扱
わ
れ
た
い
。
 

な
お

、
一
般

社
団
法
人
日
本
自
動
車
整
備
振
興
会

連
合
会
会

長
あ

て
別

添
の
と

お

国
自
整
第

1
9
7
号
 

令
和
２
年

1
1
月

11
日
    

各
地

方
運
輸

局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
 
殿
 

沖
縄

総
合
事

務
局
運
輸
部
長
 
殿
 

 

自
動
車
局
整
備
課
長
  

自
動

車
特
定

整
備
事
業
者
等
に
お
け
る
事
業
場
間
の
業
務
支
援
に
つ
い
て
 

 

自
動

車
整
備

業
界
に
お
い
て
は
、
整
備
に
係
る
人
材
確
保
が
長
年
の
課
題
と
な
っ

て
い

る
。
 

今
般

、
特
定

整
備
に
係
る
認
証
を
受
け
て
い
る
事
業
場
に
お
い
て
、
以
下
に
掲
げ

る
条

件
を
す

べ
て
満
た
す
場
合
に
あ
っ
て
は
、
他
事
業
場
等
か
ら
の
業
務
支
援
に
よ

る
作

業
員
の

作
業
で
あ
っ
て
も
、
作
業
員
を
借
り
入
れ
た
事
業
場
に
お
い
て
行
っ
た

作
業

と
み
な

す
こ
と
と
し
た
の
で
、
了
知
さ
れ
る
と
と
も
に
、
関
係
者
に
周
知
徹
底

し
、

遺
漏
の

な
い
よ
う
取
り
扱
わ
れ
た
い
。
 

な
お

、
一
般

社
団
法
人
日
本
自
動
車
整
備
振
興
会
連
合
会
会
長
あ
て
別
添
の
と
お

別
紙
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り
通

知
し
た

の
で
申

し
添
え
る

。
 

  １
．

業
務
支

援
に
お

い
て
、
作

業
員

を
借

り
入
れ

る
事
業
場

（
以

下
「

借
入
事

業

場
」

と
い
う

。
）

と
作

業
員
を

貸
し

出
す

事
業
場
又

は
事
業

場
以

外
の

部
署
（

以
下

「
貸

出
事
業

場
等
」

と
い
う
。
）

は
同

一
の

自
動
車

特
定
整

備
事

業
者

で
あ
る

こ

と
。
 

２
．

作
業
員

を
貸
し

出
し
た
後

で
あ

っ
て

も
貸
し
出

す
事
業

場
及

び
借

入
事
業

場

は
、
そ

れ
ぞ

れ
の
事

業
場
（
指

定
自

動
車

整
備
事

業
に
つ
い

て
も

同
じ

。
）

の
従

業

員
の

基
準
を

満
た
す

こ
と
。
 

３
．

貸
し
出

さ
れ
る

作
業
員
は

、
貸

し
出
す

事
業

場
に
お
け

る
整

備
主

任
者
又

は
自

動
車

検
査
員

で
な
い

こ
と
。
た

だ
し

、
貸

し
出
す

事
業
場
に

お
い

て
整

備
主
任

者

又
は
自

動
車

検
査
員

が
複
数
選

任
さ

れ
て

い
る
場

合
は
こ
の

限
り

で
は

な
い
。
 

４
．

貸
し
出

さ
れ
た

作
業
員
の

作
業

の
範

囲
は
、

点
検
及
び

整
備

の
み

と
す
る

こ

と
。
 

５
．

貸
し
出

さ
れ
た

作
業
員
の

作
業

は
、

借
入
事

業
場
の
作

業
指

示
に

従
う
こ

と
。
 

６
．

貸
し
出

さ
れ
た

作
業
員
が

保
安

基
準

適
合
証

の
交
付
に

係
る

点
検

及
び
整

備
を

行
う

場
合
は

、
借
入

事
業
場
が

貸
し

出
さ

れ
た
作

業
員
に
対

し
必

要
な

教
育
を

事

前
に

実
施
し

、
そ
の

結
果
を
記

録
す

る
こ

と
。
 

７
．

借
入
事

業
場
及

び
貸
出
事

業
場
等
は

、
そ
れ

ぞ
れ
借
入

勤
務

実
績

及
び
貸

出
勤

務
実

績
を
記

録
す
る

こ
と
。
 

 
 

   

り
通

知
し
た

の
で
申

し
添
え
る

。
 

  １
．

業
務
支

援
に
お

い
て
、
作

業
員

を
借

り
入
れ

る
事
業
場

（
以

下
「

借
入
事

業

場
」

と
い
う

。
）

と
作

業
員
を

貸
し

出
す

事
業
場

又
は
事
業

場
以

外
の

部
署
（

以
下

「
貸

出
事
業

場
等
」

と
い
う
。
）

は
同

一
の

自
動
車

特
定
整

備
事

業
者

で
あ
る

こ

と
。
 

２
．

作
業
員

を
貸
し

出
し
た
後

で
あ

っ
て

も
貸
し

出
す
事
業

場
及

び
借

入
事
業

場

は
、

そ
れ
ぞ

れ
の
事

業
場
（
指

定
自

動
車

整
備
事

業
に
つ
い

て
も

同
じ

。
）

の
従

業

員
の

基
準
を

満
た
す

こ
と
。
 

３
．

貸
し
出

さ
れ
る

作
業
員
は

、
貸

し
出

す
事
業

場
に
お
け

る
整

備
主

任
者
又

は
自

動
車

検
査
員

で
な
い

こ
と
。
 

 ４
．

貸
し
出

さ
れ
た

作
業
員
の

作
業

の
範

囲
は
、

点
検
及
び

整
備

の
み

と
す
る

こ

と
。
 

５
．

貸
し
出

さ
れ
た

作
業
員
の

作
業

は
、

借
入
事

業
場
の
作

業
指

示
に

従
う
こ

と
。
 

６
．

貸
し
出

さ
れ
た

作
業
員
が

保
安

基
準

適
合
証

の
交
付
に

係
る

点
検

及
び
整

備
を

行
う

場
合
は

、
借
入

事
業
場
が

貸
し

出
さ

れ
た
作

業
員
に
対

し
必

要
な

教
育
を

事

前
に

実
施
し

、
そ
の

結
果
を
記

録
す

る
こ

と
。
 

７
．

借
入
事

業
場
及

び
貸
出
事

業
場

等
は

、
そ
れ

ぞ
れ
借
入

勤
務

実
績

及
び
貸

出
勤

務
実

績
を
記

録
す
る

こ
と
。
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国自整第２１５号の２ 

令和７年２月５日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

   

 

国土交通省物流・自動車局 

自動車整備課長 

 

 

「指定自動車整備事業者等が行う燃料電池自動車等のガス容器等再試験の取扱 

要領について」の一部改正について 

 

標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局

運輸部長に対し通知しましたので、貴会におかれましては、傘下会員に対し周知徹底

方お願い致します。 
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国自整第２１５号 

令和７年２月５日 

 

 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

  沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

物流・自動車局自動車整備課長    

 

 

「指定自動車整備事業者等が行う燃料電池自動車等のガス容器等再試験の取扱 

要領について」の一部改正について 

 

 

道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）第 62 条に基づく自動車の継続検査

については、道路運送車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号。以下「車両法

施行規則」という。）第 44 条において、残存する自動車検査証の有効期間を失うこ

となく継続検査が受検可能な期間を、自動車検査証の有効期間が満了する日の一月前

以内（離島に使用の本拠の位置を有する自動車にあっては、二月前以内）と定めてい

るところ。 

今般、特定の期間に集中する継続検査関連業務の平準化及び自動車の使用者全体の

利便性向上を図るべく、車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則（昭和 30 

年運輸省令第 66 号）について 所要の改正を行った。 

 これに伴い、指定自動車整備事業者等が行う燃料電池自動車等のガス容器等再試験

の取扱い要領について、別紙のとおり改正したので了知されるとともに、関係者に周

知徹底を図り、遺漏なきよう取り扱われたい。 

また、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長あて別添のとおり通知したの

で申し添える。 

 

別添 

－　24　－



 
 
 

「
指

定
自

動
車
整
備
事
業
者
等
が
行
う
燃
料
電
池
自
動
車
等
の
ガ
ス
容
器
等
再
試
験
の
取
扱
要
領
に
つ
い
て
」

 
（
令
和
５
年

12
月
５
日
付
け
国
自
整
第

16
5
号
）
の
新
旧
対
照
表

  
  

  
  

 
（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 
新

 
旧

 
自

整
第

１
６

５
号
 

令
和
５
年
１
２
月
５
日
 

 

各
地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
 
殿
 

沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
 
殿
 

 

物
流
・
自
動
車
局
自
動
車
整
備
課
長
 
 
 
 
 

 
 
 

 

指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
等
が
行
う
燃
料
電
池
自
動
車
等
の

ガ
ス
容
器
等
再
試
験
の
取
扱
要
領
に
つ
い
て
 

 

圧
縮
水
素
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
、
液
化
天
然
ガ
ス
を
燃
料
と
す

る
自
動
車
（
以
下
「
燃
料
電
池
自
動
車
等
」

と
い
う
。）

の
駆
動
用
燃
料
シ
ス
テ

ム
に
対
し
て
は
、
道
路
運
送

車
両
法
（
昭
和

2
6
年
法
律
第

18
5
号
）
及

び
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和

2
6
年
法
律
第

2
04

号
）
の
二
法
令
に
よ
る
規
制
が
適
用
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、

高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
４
年
法

律
第

7
4
号
）
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

道
路
運
送
車
両
法
に
規
制
が
一
元
化
さ
れ
る
改
正
が
行
わ
れ
、

令
和
５
年
１
２
月
２
１
日
を
も
っ
て
施
行
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
 

こ
れ
に
伴
い
、
今
般
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
等
が
行
う

燃
料
電
池
自
動
車
等
の
ガ
ス
容
器
等
再
試
験

の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
別
紙
の
と
お
り
「
指
定
自
動
車
整
備
事

業
者
等
が
行
う
燃
料
電
池
自
動
車
等
の
ガ
ス

容
器
等
再
試
験
の
取
扱
要
領
」
を
定
め
た
の
で
了
知
さ
れ
る
と

と
も
に
、
関
係
者
に
周
知
徹
底
を
図
り
、
遺

漏
な
き
よ
う
取
り
扱
わ
れ
た
い
。
 

ま
た
、
一
般
社
団
法
人
日
本
自
動
車
整
備
振
興
会
連
合
会
会

長
あ
て
別
添
の
と
お
り
通
知
し
た
の
で
申
し

添
え
る
。
 

 

自
整

第
１

６
５

号
 

令
和
５
年
１
２
月
５
日
 

 

各
地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
 
殿
 

沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
 
殿
 

 

物
流
・
自
動
車
局
自
動
車
整
備
課
長
 
 
 
 
 

 
 
 

 

指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
等
が
行
う
燃
料
電
池
自
動
車
等
の
ガ
ス
容
器
等
再
試
験
の
取
扱
要
領
に
つ
い
て
 

 

圧
縮
水
素
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
、
液
化
天
然
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
（
以
下
「
燃
料
電
池
自
動
車
等
」

と
い
う
。）

の
駆
動
用
燃
料
シ
ス
テ

ム
に
対
し
て
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和

2
6
年
法
律
第

18
5
号
）
及

び
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和

2
6
年
法
律
第

2
04

号
）
の
二
法
令
に
よ
る
規
制
が
適
用
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、

高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
４
年
法
律
第

7
4
号
）
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

道
路
運
送
車
両
法
に
規
制
が
一
元
化
さ
れ
る
改
正
が
行
わ
れ
、
令
和
５
年
１
２
月
２
１
日
を
も
っ
て
施
行
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
 

こ
れ
に
伴
い
、
今
般
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
等
が
行
う
燃
料
電
池
自
動
車
等
の
ガ
ス
容
器
等
再
試
験

の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
別
紙
の
と
お
り
「
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
等
が
行
う
燃
料
電
池
自
動
車
等
の
ガ
ス

容
器
等
再
試
験
の
取
扱
要
領
」
を
定
め
た
の
で
了
知
さ
れ
る
と
と
も
に
、
関
係
者
に
周
知
徹
底
を
図
り
、
遺

漏
な
き
よ
う
取
り
扱
わ
れ
た
い
。
 

ま
た
、
一
般
社
団
法
人
日
本
自
動
車
整
備
振
興
会
連
合
会
会
長
あ
て
別
添
の
と
お
り
通
知
し
た
の
で
申
し

添
え
る
。
 

 

別
紙
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別
紙
 

指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
等
が
行
う
燃
料
電
池
自
動
車
等
の
ガ

ス
容
器
等
再
試
験
の
取
扱
要
領
 

 １
．
～
２
．（

略
）

 

３
．
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
が
指
定
自
動
車
整
備
事
業
と
し

て
行
う
ガ
ス
容
器
再
試
験
及
び
ガ
ス
容
器
附

属
品
の
再
試
験
に
つ
い
て
 

  
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
が
細
目
告
示
別
添
で
定
め
る
ガ
ス

容
器
等
再
試
験
を
実
施
す
る
場
合
は
、
次
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

な
お
、
ガ
ス
容
器
等
再
試
験
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
他
の
事

業
場
又
は
他
の
事
業
者
か
ら
借
り
入
れ
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

（
１
）
ガ
ス
容
器
等
再
試
験
に
つ
い
て
は
、
審
査
事
務
規
程
に

規
定
さ
れ
た
ガ
ス
容
器
等
再
試
験
結
果
証
明

書
を
用
い
た
確
認
に
よ
ら
ず
、
細
目
告
示
別
添
で
定
め

る
ガ
ス
容
器
等
再
試
験
の
設
備
及
び
基
準
に

基
づ
き
、
事
業
場
内
の
屋
内
作
業
場
又
は
完
成
検
査
場

に
お
い
て
、
十
分
な
換
気
を
行
い
実
施
す
る

こ
と
。
 

 
 
 
 
た
だ
し
、
ガ
ス
容
器
等
再
試
験
を
実
施
し
た
事
業
場

に
限
り
、
当
該
事
業
場
で
交
付
し
た
有
効
な

ガ
ス
容
器
等
再
試
験
結
果
証
明
書
（
完
成
検
査
日
に
ガ

ス
容
器
等
再
試
験
結
果
証
明
書
に
記
載
さ
れ

た
有
効
期
限
（
ガ
ス
容
器
及
び
ガ
ス
容
器
附
属
品
の
再

試
験
を
実
施
し
た
日
の
１
年
２
か
月
後
の

日
）
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
を
い
う
。）

を
活
用
す
る

こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
際
に
は
、
ガ
ス
容
器

等
再
試
験
結
果
証
明
書
を
指
定
整
備
記
録
簿
に
添
付
し

、
保
存
し
て
お
く
こ
と
。
 

（
２
）
～
（
６
）（

略
）

 

別
添
１
（
略
）
 

 附
則
（
令
和
５
年

1
2
月
５

日
 
国
自
整
第

1
65

号
）
 

本
規
定
は
、
令
和
５
年

1
2
月

21
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 附
則
（
令
和
７
年
２
月
５
日
 
国
自
整
第

2
15

号
）
 

 
本
改
正
規
定
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

別
紙
 

指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
等
が
行
う
燃
料
電
池
自
動
車
等
の
ガ
ス
容
器
等
再
試
験
の
取
扱
要
領
 

 １
．
～
２
．（

略
）

 

３
．
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
が
指
定
自
動
車
整
備
事
業
と
し
て
行
う
ガ
ス
容
器
再
試
験
及
び
ガ
ス
容
器
附

属
品
の
再
試
験
に
つ
い
て
 

  
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
が
細
目
告
示
別
添
で
定
め
る
ガ
ス
容
器
等
再
試
験
を
実
施
す
る
場
合
は
、
次
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

な
お
、
ガ
ス
容
器
等
再
試
験
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
他
の
事
業
場
又
は
他
の
事
業
者
か
ら
借
り
入
れ
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

（
１
）
ガ
ス
容
器
等
再
試
験
に
つ
い
て
は
、
審
査
事
務
規
程
に
規
定
さ
れ
た
ガ
ス
容
器
等
再
試
験
結
果
証
明

書
を
用
い
た
確
認
に
よ
ら
ず
、
細
目
告
示
別
添
で
定
め
る
ガ
ス
容
器
等
再
試
験
の
設
備
及
び
基
準
に

基
づ
き
、
事
業
場
内
の
屋
内
作
業
場
又
は
完
成
検
査
場
に
お
い
て
、
十
分
な
換
気
を
行
い
実
施
す
る

こ
と
。
 

 
 
 
 
た
だ
し
、
ガ
ス
容
器
等
再
試
験
を
実
施
し
た
事
業
場
に
限
り
、
当
該
事
業
場
で
交
付
し
た
有
効
な

ガ
ス
容
器
等
再
試
験
結
果
証
明
書
（
完
成
検
査
日
に
ガ
ス
容
器
等
再
試
験
結
果
証
明
書
に
記
載
さ
れ

た
有
効
期
限
（
ガ
ス
容
器
及
び
ガ
ス
容
器
附
属
品
の
再
試
験
を
実
施
し
た
日
の
１
年
１
か
月
後
の

日
）
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
を
い
う
。）

を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
際
に
は
、
ガ
ス
容
器

等
再
試
験
結
果
証
明
書
を
指
定
整
備
記
録
簿
に
添
付
し
、
保
存
し
て
お
く
こ
と
。
 

（
２
）
～
（
６
）（

略
）

 

別
添
１
（
略
）
 

 附
則
（
令
和
５
年

1
2
月

５
日
 
国
自
整
第

1
65

号
）
 

１
．
本
規
定
は
、
令
和
５
年

1
2
月

21
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 （
新
設
）
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国自整第 261 号の３ 

令和７年３月 24 日 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

国土交通省 

物流・自動車局自動車整備課長 

 

 

特定記録等事務代行制度における検査標章に係る取扱いについて 

 

 

「特定記録等事務代行等委託要領」（令和４年５月 20 日付け国自情第 44

号・国自整第 50 号）第 11 条及び第 12 条に係る検査標章の取扱いについて

は、「特定記録等事務代行制度における検査標章に係る取扱いについて」（令

和４年 12 月 26 日付け国自整第 209 号）により運用しておりましたが、令和

７年４月 1 日より、記録等事務代行アプリに検査標章の管理に係る機能が実

装されることから、令和７年４月１日以降の特定記録等事務代行制度におけ

る検査標章に係る取扱いについては、当該通達によらず、別添「特定記録等

事務代行制度における検査標章に係る取扱い」のとおり運用することとし、

別紙のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長並びに沖縄総合事務局運輸

部長及び軽自動車検査協会検査部長に通知しましたので、傘下会員へご周知

いただきますようお願いいたします。 
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特定記録等事務代行制度における検査標章に係る取扱い 

 
 
１．検査標章の配付及び受領 

（１）特定記録等事務代行者は、運輸支局長から検査標章の配付を受けようとする

場合において、記録等事務代行アプリの検査標章管理機能（以下「標章管理機

能」という。）により、特定記録等事務の委託を受けた運輸支局又は当該運輸支

局に属する自動車検査登録事務所（以下「運輸支局等」という。）に検査標章の

配付申請を行わなければならない。なお、特定記録等事務の対象とする自動車

の範囲が検査対象軽自動車のみの特定記録等事務代行者においては、事業場の

所在地を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請すること。 

（２）特定記録等事務代行者は、通信障害等の理由により（１）による配付申請が

困難な場合において、申請年月日、申請者名及び配付希望枚数等の必要事項を

記入した検査標章配付申請書兼受領書（別記様式１）を提出するとともに委託

書の写しを提示し、配付申請を行うことができる。 

（３）運輸支局長は、特定記録等事務代行者から配付申請があった場合において、

遅滞なく、次に掲げるいずれかの希望枚数算出根拠に基づき配付希望枚数が適

切であるか審査し、特定記録等事務代行者に審査結果を通知する。 

ただし、特定記録等事務代行者から、合理的と認められる理由に基づく配付

希望枚数が示された場合は、当該理由に基づき試算した配付希望枚数として差

し支えない。この場合において、前年度の実績の不存在又は事業規模の拡大等

は合理的な理由として取扱う。 

イ 当該事業場の前年度同時期における３ヶ月間の特定記録等事務の業務量

に 1.1 を乗じた値（100 未満切り上げ）以下であること。ただし、直近３ヶ

月の間に複数回の配付申請があった場合は、その配付枚数を考慮し算出し

た値とすることができる。 

ロ 当該記録等事務代行者に前回配付した検査標章の使用実績を３ヶ月間の

使用枚数に換算した値に 1.1 を乗じた値（100 未満切り上げ）以下であるこ

と。 

（４）運輸支局長は、（３）の希望枚数算出根拠にかかわらず、検査標章の在庫状況

や当該記録等事務代行者の残枚数を考慮し、配付枚数を調整することができる

こととする。また、特定記録等事務の委託を受けて初めての配付申請の際は、

希望枚数算出根拠にかかわらず、原則として配付枚数を 100 枚とする。 

（５）特定記録等事務代行者は、配付申請が承認された場合において、申請先とな

る運輸支局等にて検査標章を受領することができる。 

この場合において、検査標章を受領するために運輸支局等へ来庁した特定記

録等事務代行者又は当該特定記録等事務代行者の使者（以下「検査標章受領者」

という。）は、配付申請が承認された際に通知された配付申請受付番号を運輸支

別添 
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局長に提示しなければならない。なお、配付申請受付番号の提示は、配付申請

受付番号を通知する電子メール（以下「配付申請受付番号通知メール」という。）

の写し又は所定の事項を記載した検査標章受領書（別記様式２）の提出による

こととする。 

（６）運輸支局長は、検査標章受領者から配付申請受付番号通知メールの写し又は

検査標章受領書が提出された場合は、当該書面に、配付する検査標章の枚数及

び番号を記載し、検査標章受領者に確認を求めるものとする。また、検査標章

受領者は、受領した検査標章と当該書面の記載内容に相違がないことを確認し、

受領欄に記名しなければならない。 

（７）特定記録等事務代行者が（２）の配付申請により検査標章を受領する場合は、

（５）後段及び（６）にかかわらず、検査標章受領者は、検査標章の枚数及び

番号について確認の上、検査標章配付申請書兼受領書の受領者氏名欄に記名し

なければならない。 

（８）運輸支局長は検査標章を配付する場合において、委託申請審査システムによ

る配付登録を行い、検査標章授受出納簿（運輸支局用）に、配付する検査標章

の枚数及び番号等を電子的に記録する。なお、配付登録は検査標章を配付する

運輸支局等にて行うこと。 

 

 

２．検査標章の管理等 

（１）特定記録等事務代行者は、標章管理機能による検査標章授受出納簿（事業者

用）に、検査標章の出納状況を電子的に記録しなければならない。 

（２）特定記録等事務責任者は、検査標章を受領した際は、速やかに標章管理機能

により受領登録を行い、検査標章授受出納簿（事業者用）に必要事項を記録し

なければならない。なお、受領登録の際は、受領登録画面に表示された検査標

章の番号と配付を受けた検査標章の番号を突合することとし、検査標章の番号

が一致しない場合は、受領登録を取りやめ、直ちに検査標章の配付を受けた運

輸支局等に架電等により報告し、運輸支局長の指示に従うこと。 

（３）特定記録等事務責任者は、受領登録した検査標章について、事業場において

紛失又は盗難等がないように厳重に保管しなければならない。 

（４）特定記録等事務代行者は、検査標章を使用者に交付した場合において、標章

管理機能により検査標章の使用結果登録を行い、検査標章授受出納簿（事業者

用）に当該事項を記録しなければならない。 

（５）特定記録等事務代行者は、検査標章がき損又は不良であると確認した場合に

おいて、標章管理機能により検査標章の使用結果登録を行い、検査標章授受出

納簿（事業者用）に当該事項を記録しなければならない。なお、き損又は不良

とした検査標章については、廃棄することなく厳重に保管し、検査標章の受領

等の機会を捉えて運輸支局長に返納すること。 
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（６）特定記録等事務代行者は、検査標章を紛失した場合において、直ちに標章管

理機能により、運輸支局長（特定記録等事務の対象とする自動車の範囲が検査

対象軽自動車のみの特定記録等事務代行者においては、軽自動車検査協会とす

る。）へ紛失届出を行うとともに、検査標章授受出納簿（事業者用）に当該事項

を記録しなければならない。なお、紛失届出を行った検査標章を発見した場合

は、廃棄又は再使用することなく厳重に保管し、検査標章の受領等の機会を捉

えて運輸支局長に返納すること。 

（７）特定記録等事務代行者は、通信障害等の理由により（６）による紛失届出が

困難な場合において、直ちに運輸支局等（特定記録等事務の対象とする自動車

の範囲が検査対象軽自動車のみの特定記録等事務代行者においては、軽自動車

検査協会本部とする。）に架電等により報告するとともに、標章管理機能復旧

後、速やかに（６）による紛失届出を行うこと。 

（８）特定記録等事務代行者が特定記録等事務の業務をやめたとき又は委託の解除

を受けたときは、速やかに運輸支局長に検査標章を返納しなければならない。

この場合において、運輸支局長は、委託申請審査システムによる返納登録を行

い、検査標章授受出納簿（運輸支局用）に、返納を受けた検査標章の枚数及び

番号等を電子的に記録する。なお、返納登録は検査標章を配付する運輸支局等

にて行うこと。 

（９）運輸支局長は、（６）、（７）又は（８）により検査標章の返納を受けたときは、

さい断又はせん孔等の再使用を防止する措置を講じて廃棄するものとする。た

だし、検査標章の品質に係る不良を確認した場合は、本省自動車整備課へ報告

するとともに、必要に応じ当該検査標章を郵送等により送付すること。 

（１０）運輸支局長は、（９）にかかわらず、返納を受けた検査標章が未使用かつ 100

枚の束である場合は、当該検査標章を廃棄することなく特定記録等事務代行者

へ配付することができる。 

（１１）運輸支局長は、検査標章授受出納簿（事業者用）を確認し、必要に応じて、

特定記録等事務代行者に対し、適切な検査標章の管理について指導することが

できる。 

 

３．雑則 

（１）運輸支局長は、特定記録等事務代行者に配付する検査標章を運輸支局等にお

いて交付する検査標章と別に管理し、月末時点の特定記録等事務代行者に配付

する検査標章の残箱数を、翌月５業務日以内に本省自動車整備課に報告するこ

と。なお、残箱数にあっては、4,000 枚を１箱とし、端数を切り捨てた数とす

る。 

また、この規定にかかわらず、本省自動車整備課は、必要に応じ、運輸支局

長に残箱数の報告を求めることができることとする。 

（２）検査標章授受出納簿（事業者用）及び検査標章授受出納簿（運輸支局用）の
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記録事項は、当該記録がなされた日から３年を経過する日の属する年度の末日

まで保存しなければならない。 

（３）運輸支局長は、検査標章受領者から提出のあった配付申請受付番号通知メー

ルの写し、検査標章受領書又は検査標章配付申請書兼受領書を、運輸支局等に

おいて、提出された日の属する年度の翌年度の末日まで保存しなければならな

い。 

 

附則（令和７年３月 24 日 国自整第 261 号） 

１．この取扱いについては、令和７年４月１日から施行する。 

２．令和７年３月 31 日以前に「特定記録等事務代行制度における検査標章に係る

取扱いについて」（令和４年 12 月 26 日付け国自整第 209 号）に基づき特定記

録等事務代行者に配付された検査標章の管理については、なお従前の例による。 

３．１．（２）に係る別記様式１については、当分の間、「特定記録等事務代行制度

における検査標章に係る取扱いについて」（令和４年 12 月 26 日付け国自整第

209 号）の別記様式１に代えることができる。 
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（別記様式１） 

  年  月  日 

 

検査標章配付申請書兼受領書 

 

      運輸支局長 殿 

 

申 請 者 名               

（事業場名）               

事業場所在地               

 

 

特定記録等事務代行等委託要領（令和４年５月２０日付け国自情第４４号・

国自整第５０号）第１１条の規定に基づき、以下の通り申請します。 

特定記録等事務委託番号  

特定記録等事務責任者氏名  

検査標章配付希望枚数 

（希望枚数算出根拠） 

       枚（１００枚単位で記入） 

 

 

 

※委託書の写しを提示すること。 

 

 

 

私は、以下の通り検査標章を受領しました。 

 

検査標章      枚 （番号         ～         ） 

（束番号 Ｔ       ～Ｔ        ） 

（小箱番号 Ｓ       ～Ｓ        ） 

（大箱番号 Ｌ       ～Ｌ        ） 

 

受領年月日：    年  月  日 

受領者氏名：            

連絡先：   －    －     
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（別記様式２） 

 

 

検査標章受領書 

 

 

１．配付申請情報 

特定記録等事務委託番号  

代行者の氏名又は名称  

事 業 場 名  

配 付 申 請 受 付 番 号  

 

２．配付を受ける検査標章 

検査標章番号 
枚数 

自 至 

   

   

   

 

 

 

 

      運輸支局長 殿 

 

 

 

上記の検査標章を受領しました。 

 

 

 

受領年月日：      年  月  日 

受領者氏名：              

連 絡 先：   －    －     
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令和７年３月 

物流・自動車局 

自動車整備課 

 

 

特定記録等事務代行制度における検査標章に係る取扱いについて（概要） 

 

 

１．背景 

令和５年１月より特定記録等事務代行制度を開始し、特定記録等事務の委託

を受けた特定記録等事務代行者であれば、記録等事務代行アプリにより、継続検

査に係る自動車検査証の記録及び返付並びに検査標章の交付に関する事務を行

うことが可能となった。 

検査標章の交付に関する事務等については、現在、「特定記録等事務代行制度

における検査標章に係る取扱いについて」（令和４年 12 月 26 日付け国自整第

209 号）により運用しているところであるが、令和７年４月１日より記録等事務

代行アプリに検査標章の管理に係る機能（以下「標章管理機能」という。）が実

装されることから、当該機能の実装後の検査標章の取扱いについて定める通達

を発出する。 

 

２．通達の概要 

〇 検査標章の「配付申請」を行う場合は、標章管理機能によることとする。 

〇 検査標章を受領した場合は、標章管理機能による「受領登録」を行わなけれ

ばならないこととする。 

〇 検査標章を交付又はき損若しくは不良とした場合は、標章管理機能による

「使用結果登録」を行わなければならないこととする。 

〇 検査標章を紛失した場合は、直ちに標章管理機能による「紛失届出」を行わ

なければならないこととする。 

〇 検査標章の出納の記録については、紙面による検査標章授受出納簿を廃止

し、標章管理機能による電子的な記録とする。 

〇 令和７年３月 31 日以前に配付を受けた検査標章については、従前の通達に

より管理することとする。 

 

３．スケジュール 

発出：令和７年３月 24 日 

施行：令和７年４月１日 
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国土交通省からのお知らせ
記録事務代行アプリに

検査標章の管理機能を追加します

令和７年３月

詳しくは記録事務代行アプリ操作説明書※をご確認ください。

令和７年４月１日、記録事務代行アプリに新たに検査標章の管理
に係る機能（標章管理機能）を追加します。
標章管理機能は、検査標章の「配付申請」、「受領登録」及び「使
用結果登録」等を電子的に行い、検査標章授受出納簿を電子管理
する機能であり、紙媒体での保存が不要となります。

手順1
配付申請

標章管理機能の基本フロー

検査標章の配付を受けるための電子的な申請を行います。

手順2 受領登録
検査標章を受領したことを授受出納簿に登録します。

手順3
使用結果登録
検査標章を使用（交付、き損等）したことを授受出納簿に登録します。

その他 紛失届出
検査標章を紛失した際の電子的な届出を行います。

記録事務代行アプリから「配付申請」を行い、承認を受けてください。
配付申請が承認された場合は、その旨を電子メールでお知らせします。
電子メールを印刷し運輸支局等へご持参いただくと、検査標章の受領がスムーズです。

検査標章を受領したら、記録事務代行アプリにて「受領登録」を行ってください。
受領登録を行った検査標章は授受出納簿に受け入れられ、手順３の「使用結果登録」
を行うことができるようになります。
記録事務代行アプリの標章管理画面では、受領登録待ちの検査標章があることを、
赤字のメッセージで表示します。

車検証の書き換え作業に伴い検査標章を印刷したら、記録事務代行アプリにて「使用
結果登録」を行い、検査標章を交付したことを記録してください。
使用結果登録を行うと、授受出納簿から使用した検査標章が払い出されます。
記録事務代行アプリの標章管理画面では、検査標章の残枚数が表示されます。

※令和７年４月１日より記録事務代行ポータルにて公開予定

令和７年３月３１日以前に配付を受けた検査標章については、

従前どおり、紙媒体の検査標章授受出納簿で管理してください。

検査標章の紛失を確認したら、直ちに記録事務代行アプリから「紛失届出」を行ってく
ださい。
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記録事務代行ポータル 

 
四国運輸局 
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令 和 ７ 年 ３月 ３１ 日 
物 流 ・ 自 動 車 局 
自 動 車 整 備 課 

 

自動車の「訪問特定整備」制度を新設します 

国土交通省では、整備工場に車を持ち込むことなく、自動車整備士に自宅や自社に来てもらい

たいというニーズに応えるため、「訪問特定整備」制度を新設します 

１．概要  

○ エンジンやブレーキ等の取外しなど安全上重要な整備である「特定整備」は、国の認証を受けた 

整備工場である「認証工場」が、その事業場内で行う必要があります。 

○ 「訪問特定整備」制度は、安全を担保する一定のルールの下、認証工場がユーザーの自宅や運送

会社の作業場など事業場外の場所を訪問して特定整備を行うことを可能とするものです。 

○ この新しい制度を使えば、例えば、自宅で車のエンジンがかからないときに整備士に来てもらい、

修理を受けることや、人手不足のために自社の整備工場を維持できなくなった運送事業者等に、 

認証工場から整備士を派遣して整備を行うことが可能となり、業種の垣根を越えて生産性が向上す

ることが期待されます。 

 

（訪問特定整備制度のポイント） 

 認証を受けた自動車整備工場（認証工場）しか訪問特定

整備を行うことはできません。 

 ユーザー等から委託された特定整備を他の訪問特定整

備事業者に行わせることはできません。 

 訪問特定整備の責任は、認証工場が負います。（訪問す

る整備士ではない。） 

 訪問特定整備制度には、「訪問特定整備」と「限定訪問特

定整備」の２種類があります（別紙参照） 

 上記以外にも、訪問特定整備に伴う追加のルールがあり

ます。 

 

２．スケジュール  

公 布 ： 令和７年３月３１日（本日） 

施 行 ： 令和７年６月３０日 

 

（参考） 

訪問特定整備の関連法令、告示、通達及び Q＆A は、以下 URL から確認いただくことができます。 

○ 訪問特定整備制度について 

   https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000033.html 

 

【お問い合わせ先】物流・自動車局 自動車整備課 浅野、冨岡 

代表 03-5253-8111（内線 42426、42428） 

事業場で整備 
（原則） 

設備、機器、体制を 
有する 

訪問特定整備 
一定の範囲の特定整備を 
一定のルールの下、 
事業場外で実施 

（ルールを定め）

依頼者宅等 

認証工場 
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訪
問
特
定
整
備
制
度
に
つ
い
て

安
全
上
重
要
な
整
備
（
特
定
整
備
）
は
、
設
備
・
機
器
・要
員
を
有
す
る
認
証
工
場
で
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

今
般
、
認
証
工
場
の
整
備
士
が
、
一
定
ル
ー
ル
の
も
と
、
自
動
車
ユ
ー
ザ
ー
の
自
宅
等
を
訪
問
し
て
特
定
整
備
を

行
う
こ
と
を
解
禁
（
「
訪
問
特
定
整
備
」
）

３
月
３
１
日
（
月
）
公

布

６
月
３
０
日
（
月
）
施

行

①
訪
問
特
定
整
備

②
限
定
訪
問
特
定
整
備

１
．
場
所

認
証
工
場
の
設
備
要
件
を
満
た
す
場
所

例
：
運
送
会
社
の
整
備
作
業
場
等

２
．
作
業
範
囲

全
て
の
特
定
整
備

１
．
場
所

認
証
工
場
の
設
備
要
件
を
満
た
さ
な
い
が

安
全
・
品
質
を
確
保
で
き
る
場
所

例
：
ユ
ー
ザ
ー
の
自
宅
駐
車
場
等

２
．
作
業
範
囲

特
定
整
備
は
、
以
下
に
限
る

①
ブ
レ
ー
キ
パ
ッ
ド
の
交
換

②
発
電
機
交
換

③
ス
タ
ー
タ
ー
モ
ー
タ
ー
の
交
換

④
大
特
車
の
ス
テ
ア
リ
ン
グ
ホ
ー
ス
の
交
換

訪 問
訪 問

依
頼
者
へ
の
説
明
、
訪
問
す
る
整
備
士
へ
の
指
示
等
は
、

派
遣
元
の
認
証
工
場
の
整
備
主
任
者
が
行
う

料
金
の
内
訳
（整
備
費
、
旅
費
等
）を
示
す
こ
と

訪
問
す
る
整
備
士
の
リ
ス
ト
を
メ
ー
ル
で
運
輸
支
局
へ
届
出

訪
問
可
能
な
範
囲
は
、
同
一
の
都
道
府
県
内
又
は

自
動
車
に
よ
り
お
お
む
ね
１
時
間
以
内

主
な
ル
ー
ル

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（予
定
）

別
紙
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〇
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号 

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
第
六
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
第
九
号
を

実
施
す
る
た
め
、
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
が
事
業
場
以
外
の
場
所
に
お
い
て
特
定
整
備
を
行
う
場
合
の
実
施
規
程
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

国
土
交
通
大
臣　

中
野　

洋
昌　
　

 

自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
が
事
業
場
以
外
の
場
所
に
お
い
て
特
定
整
備
を
行
う
場
合
の
実
施
規
程 

　

（
用
語
の
定
義
） 

第
一
条　

こ
の
告
示
に
お
け
る
用
語
の
定
義
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
。
以
下
「

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一　

「
規
則
」
と
は
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
を
い
う
。 

二　

「
特
定
整
備
」
と
は
、
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
特
定
整
備
を
い
う
。 

三　

「
事
業
場
」
と
は
、
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
認
証
を
受
け
た
事
業
場
を
い
う
。 

四　

「
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
」
と
は
、
法
第
七
十
八
条
第
四
項
の
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
を
い
う
。 

　

（
事
業
場
以
外
の
場
所
に
お
い
て
行
う
こ
と
の
で
き
る
特
定
整
備
の
種
類
） 

第
二
条　

自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
が
事
業
場
以
外
の
場
所
に
お
い
て
行
う
こ
と
の
で
き
る
特
定
整
備
の
種
類
は
、
次
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に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一　

訪
問
特
定
整
備
（
一
定
の
期
間
に
限
り
、
規
則
第
五
十
七
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た

す
設
備
を
設
置
し
た
場
所
に
お
い
て
特
定
整
備
（
法
第
九
十
四
条
の
五
第
一
項
の
「
整
備
」
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。
）
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

二　

限
定
訪
問
特
定
整
備
（
安
全
性
の
確
保
及
び
公
害
の
防
止
そ
の
他
の
環
境
の
保
全
を
図
る
こ
と
の
で
き
る
場
所

（
前
号
に
規
定
す
る
場
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
特
定
整
備
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
（
法
第
四
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
の
二
第
三
項
の
「
整
備
」
又
は
法
第
九
十
四
条
の
五
第

一
項
の
「
整
備
」
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

イ　

普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
又
は
軽
自
動
車
の
制
動
装
置
の
う
ち
ブ
レ
ー
キ
キ
ャ
リ
パ
を
取
り
外
し
て
行
う

ブ
レ
ー
キ
パ
ッ
ド
（
事
故
、
故
障
等
に
よ
り
摩
耗
又
は
損
傷
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
交
換 

ロ　

普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
又
は
軽
自
動
車
の
オ
ル
タ
ネ
ー
タ
又
は
ス
タ
ー
タ
ー
モ
ー
タ
ー
の
交
換
の
際
に

必
要
と
な
る
原
動
機
の
う
ち
エ
ン
ジ
ン
マ
ウ
ン
ト
、
動
力
伝
達
装
置
の
う
ち
ド
ラ
イ
ブ
・
シ
ャ
フ
ト
（
ナ
ッ
ク

ル
と
の
連
結
部
に
限
る
。
）
、
走
行
装
置
の
う
ち
フ
ロ
ン
ト
・
ア
ク
ス
ル
（
ロ
ア
ア
ー
ム
と
ナ
ッ
ク
ル
の
連
結

部
に
限
る
。
）
又
は
か
じ
取
り
装
置
の
う
ち
タ
イ
ロ
ッ
ド
エ
ン
ド
（
ナ
ッ
ク
ル
と
の
連
結
部
に
限
る
。
）
若
し

く
は
ス
テ
ア
リ
ン
グ
シ
ャ
フ
ト
（
後
輪
駆
動
車
で
あ
っ
て
ラ
ッ
ク
・
ピ
ニ
オ
ン
式
の
ス
テ
ア
リ
ン
グ
ギ
ヤ
構
造

を
備
え
る
自
動
車
に
お
け
る
ス
テ
ア
リ
ン
グ
シ
ャ
フ
ト
の
う
ち
ギ
ヤ
・
ボ
ッ
ク
ス
と
の
連
結
部
に
限
る
。
）
の
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取
り
外
し 

ハ　

大
型
特
殊
自
動
車
の
う
ち
シ
ョ
ベ
ル
・
ロ
ー
ダ
、
タ
イ
ヤ
・
ド
ー
ザ
、
ホ
イ
ー
ル
・
ク
レ
ー
ン
、
グ
レ
ー

ダ
、
ロ
ー
ド
・
ス
タ
ビ
ラ
イ
ザ
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ャ
、
タ
イ
ヤ
・
ロ
ー
ラ
又
は
ロ
ー
ド
・
ロ
ー

ラ
の
か
じ
取
り
装
置
の
う
ち
ス
テ
ア
リ
ン
グ
用
油
圧
ホ
ー
ス
（
当
該
ホ
ー
ス
の
交
換
後
に
当
該
ホ
ー
ス
に
混
入

し
た
空
気
を
取
り
除
く
た
め
の
作
業
が
不
要
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
交
換 

　

（
届
出
） 

第
三
条　

訪
問
特
定
整
備
若
し
く
は
限
定
訪
問
特
定
整
備
又
は
そ
の
両
方
（
以
下
「
訪
問
特
定
整
備
等
」
と
い
う
。
）

を
行
お
う
と
す
る
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
は
、
事
業
場
ご
と
に
、
訪
問
特
定
整
備
等
の
開
始
の
日
の
前
日
ま
で

に
、
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁

的
記
録
を
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

当
該
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
、
電
話
番
号
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
及
び
自
ら
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
の
ア
ド
レ
ス 

二　

事
業
場
の
名
称
、
所
在
地
、
電
話
番
号
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
及
び
認
証
番
号 

三　

第
五
条
に
規
定
す
る
訪
問
特
定
整
備
等
管
理
者
及
び
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
訪
問
特
定
整
備
士
に
つ
い
て

の
次
に
掲
げ
る
事
項
（
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
準
訪
問
特
定
整
備
士
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
訪
問
車

体
・
電
気
装
置
整
備
士
を
訪
問
特
定
整
備
等
に
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
準
訪
問
特
定
整
備
士
又
は
訪
問
車
体
・
電
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気
装
置
整
備
士
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
。
） 

イ　

氏
名 

ロ　

生
年
月
日 

ハ　

合
格
し
た
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
の
種
類
、
合
格
証
書
番
号
及
び
合
格
年
月
日 

ニ　

届
出
時
現
在
の
実
務
の
経
験
の
期
間
及
び
そ
の
内
容 

ホ　

第
六
条
に
規
定
す
る
訪
問
特
定
整
備
等
教
育
を
受
け
た
日 

 
 

四　

訪
問
特
定
整
備
等
を
開
始
す
る
日 

２　

運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
訪
問
特
定
整
備
等
を
行
お
う
と
す
る
自

動
車
特
定
整
備
事
業
者
に
対
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
必
要
な
情
報
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
電
子

メ
ー
ル
を
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
届
け
出
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３　

第
一
項
の
届
出
を
し
た
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
（
以
下
「
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
又
は
前
項
の
情
報
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
後
に
初
め
て
訪
問
特
定
整
備
等
を

行
う
日
の
前
日
ま
で
に
、
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
当
該
変
更
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
電
子
メ

ー
ル
を
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４　

訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
は
、
訪
問
特
定
整
備
等
の
事
業
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、

運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
そ
の
旨
を
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。　

 
（
訪
問
特
定
整
備
等
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
者
） 

第
四
条　

訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
は
、
事
業
場
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
（
以
下
「

訪
問
特
定
整
備
士
」
と
い
う
。
）
を
訪
問
特
定
整
備
等
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一　

自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
一
号
。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）

の
規
定
に
よ
る
一
級
又
は
二
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
て
い
る
こ
と 

二　

特
定
整
備
に
関
し
三
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
こ
と 

三　

第
六
条
に
規
定
す
る
教
育
を
受
け
た
こ
と 

四 
 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
三
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
事
項
が
届
け
出
ら
れ
て
い
る
こ
と 

２　

訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
は
、
事
業
場
ご
と
に
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
限
り
、
検
定
規
則
の
規
定
に
よ
る
三

級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
、
前
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者

（
以
下
「
準
訪
問
特
定
整
備
士
」
と
い
う
。
）
を
訪
問
特
定
整
備
等
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一　

同
行
す
る
訪
問
特
定
整
備
士
の
指
示
の
下
に
、
訪
問
特
定
整
備
等
に
従
事
す
る
場
合 

二　

訪
問
特
定
整
備
等
管
理
者
が
高
度
な
管
理
手
法
に
よ
り
訪
問
特
定
整
備
等
に
関
す
る
事
項
を
統
括
管
理
す
る
場

合 

３　

訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
は
、
事
業
場
ご
と
に
、
検
定
規
則
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
車
体
整
備
士
又
は
自
動
車
電
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気
装
置
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
、
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
（

以
下
「
訪
問
車
体
・
電
気
装
置
整
備
士
」
と
い
う
。
）
を
訪
問
特
定
整
備
（
規
則
第
三
条
第
八
号
及
び
第
九
号
の
電

子
制
御
装
置
整
備
（
法
第
九
十
四
条
の
五
第
一
項
の
「
整
備
」
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
こ
と
に
限

る
。
）
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４　

訪
問
特
定
整
備
士
、
準
訪
問
特
定
整
備
士
及
び
訪
問
車
体
・
電
気
装
置
整
備
士
（
以
下
「
訪
問
特
定
整
備
士
等
」

 

と
い
う
。
）
は
、
他
の
事
業
場
の
訪
問
特
定
整
備
士
等
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

（
訪
問
特
定
整
備
等
に
関
す
る
事
項
の
統
括
管
理
） 

第
五
条　

訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
は
、
事
業
場
ご
と
に
、
整
備
主
任
者
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
（
第
六
条
に
規
定

す
る
教
育
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
に
訪
問
特
定
整
備
等
に
関
す
る
事
項
を
統
括
管
理
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
事
項
を
統
括
管
理
す
る
者
（
以
下
「
訪
問
特
定
整
備
等
管
理
者
」
と
い
う
。
）
は
、
他
の
事
業
場
の

訪
問
特
定
整
備
等
管
理
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

　

（
訪
問
特
定
整
備
等
管
理
者
等
に
対
す
る
教
育
） 

第
六
条　

訪
問
特
定
整
備
等
を
行
お
う
と
す
る
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
又
は
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
は
、
次
に
掲

げ
る
者
に
対
し
て
、
訪
問
特
定
整
備
等
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
教
育
（
以
下
「
訪
問
特
定
整
備
等
教

育
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

訪
問
特
定
整
備
等
管
理
者
、
訪
問
特
定
整
備
士
、
準
訪
問
特
定
整
備
士
及
び
訪
問
車
体
・
電
気
装
置
整
備
士
と
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し
て
新
た
に
届
け
出
よ
う
と
す
る
者 

二　

最
後
に
訪
問
特
定
整
備
等
教
育
を
受
け
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
た
者 

２　

訪
問
特
定
整
備
等
を
行
お
う
と
す
る
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
又
は
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
は
、
訪
問
特
定
整

備
等
教
育
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
及
び
方
法
そ
の
他
の
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
作
成
し
、
訪
問
特
定
整
備

等
教
育
を
行
っ
た
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　

 

（
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
の
遵
守
事
項
） 

第
七
条　

訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
は
、
法
第
九
十
一
条
の
三
に
規
定
す
る
事
項
を
遵
守
す
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

第
三
条
第
一
項
の
届
出
に
係
る
事
業
場
に
お
い
て
特
定
整
備
を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
、
常

時
確
保
す
る
こ
と
。 

二　

第
三
条
第
一
項
の
届
出
を
行
っ
た
こ
と
を
示
す
証
票
に
つ
い
て
、
訪
問
特
定
整
備
等
を
行
う
場
所
に
お
い
て
公

衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
表
示
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
て
公
衆
の
閲
覧
に
供
す

る
こ
と
。 

三　

訪
問
特
定
整
備
等
の
作
業
に
係
る
料
金
（
作
業
工
賃
、
旅
費
等
の
内
訳
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
自
ら
管
理
す

る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
て
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
。 

四　

訪
問
特
定
整
備
士
等
に
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
さ
せ
、
初
回
訪
問
時
及
び
訪
問
特
定
整
備
等
の
依
頼
者
（
以
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下
「
依
頼
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
さ
せ
る
こ
と
。 

五 
 

訪
問
特
定
整
備
等
を
行
う
前
に
、
依
頼
者
に
対
し
、
必
要
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
訪
問
特
定
整
備
等
の
内
容
、

当
該
訪
問
特
定
整
備
等
の
必
要
性
、
当
該
訪
問
特
定
整
備
等
に
係
る
車
両
の
現
在
の
状
態
に
つ
い
て
説
明
し
、
訪

問
特
定
整
備
等
の
作
業
に
係
る
料
金
（
作
業
工
賃
、
部
品
価
格
、
塗
料
価
格
、
副
資
材
価
格
、
旅
費
等
の
内
訳
を

含
む
。
以
下
「
訪
問
特
定
整
備
等
料
金
」
と
い
う
。
）
の
概
算
見
積
り
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
提
供
す
る
こ

と
。 

六 
 

訪
問
特
定
整
備
等
を
行
っ
た
後
に
、
依
頼
者
に
対
し
、
行
っ
た
訪
問
特
定
整
備
等
の
内
容
、
交
換
し
た
部
品
及

び
訪
問
特
定
整
備
等
を
行
っ
た
後
の
車
両
の
状
態
に
つ
い
て
説
明
し
、
依
頼
者
に
請
求
す
る
訪
問
特
定
整
備
等
料

金
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
提
供
す
る
こ
と
。 

七　

訪
問
特
定
整
備
等
の
開
始
及
び
完
了
に
つ
い
て
依
頼
者
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
電
磁
的
記
録
、
訪
問
特

定
整
備
等
料
金
の
概
算
見
積
り
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
、
訪
問
特
定
整
備
等
を
行
っ
た
場
所
を
撮
影
し
た
画
像

デ
ー
タ
、
訪
問
特
定
整
備
等
を
行
う
前
後
の
車
両
を
撮
影
し
た
画
像
デ
ー
タ
、
交
換
し
た
部
品
を
撮
影
し
た
画
像

デ
ー
タ
並
び
に
訪
問
特
定
整
備
等
料
金
を
記
録
し
た
請
求
書
、
納
品
書
、
領
収
書
等
の
電
磁
的
記
録
を
、
当
該
訪

問
特
定
整
備
等
を
行
っ
た
日
か
ら
二
年
間
保
存
す
る
こ
と
。 

八　

第
二
条
か
ら
本
条
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
、
若
し
く
は
違
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
又
は
訪
問
特
定
整
備

等
に
起
因
し
て
訪
問
特
定
整
備
士
等
そ
の
他
第
三
者
の
生
命
若
し
く
は
身
体
に
対
し
重
大
な
危
害
が
発
生
し
た
場
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合
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
第
三
条
第
一
項
の
届
出
に
係
る
事
業
場
を
管
轄
す
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局

長
に
報
告
す
る
こ
と
。 

九 
 

訪
問
特
定
整
備
等
の
体
制
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
、
訪
問
特
定
整
備
等
に
つ
い
て
相
当
の
知
見
を
有
す
る
第
三

者
に
よ
る
確
認
を
受
け
、
第
三
条
第
一
項
の
届
出
に
係
る
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運

輸
支
局
長
に
当
該
確
認
の
結
果
を
報
告
す
る
こ
と
。 

附　

則 

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
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令和７年３月 

物流・自動車局 
 

自動車特定整備事業者が事業場以外の場所において特定整備を行う場合

の実施規程について 
 

１．背景 
 

道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号。以下「法」という。）第 49 条第２項

に規定する「特定整備」を行う事業を営む者（以下「自動車特定整備事業者」とい

う。）は、法第 78 条第１項に基づき特定整備を行う事業場ごとに地方運輸局長の

認証を受け、当該認証を受けた事業場内で特定整備を実施しているところである。 

昨今、インターネットによる自動車整備の予約の普及、自動車運送事業者やレン

タカー事業者等が大量に保有する自動車の点検整備の効率化などを背景として、一

般の自動車ユーザーや自動車運送事業者等が自動車を整備工場に持ち込むことな

く自宅や自社で自動車の簡易な特定整備を受けられる、いわゆる「訪問特定整備」

のニーズが高まっている。 

これを踏まえ、今般、道路運送車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号。以

下「規則」という。）を改正し、告示において、訪問特定整備を行う場合に当該特

定整備の適切な実施のため必要な要件を定めることとしている。このため、改正後

の規則に基づく告示を新たに制定する必要がある。 

 

２．概要 
 
（１）事業場以外の場所において行うことができる特定整備の種類 

・一定の期間に限り、規則第 57 条第 1 号から第 5 号までに掲げる基準を満たす

設備を設置した場所において特定整備（法第 94 条の５第１項の「整備」に該当

するものを除く。）を行うこと（訪問特定整備）。 

・安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全を図ることのできる場所にお

いて特定整備のうち次に掲げるもの（法第 48 条第２項の規定において読み替

えて準用する法第 47 条の２第３項の「整備」又は法第 94 条の５第１項の「整

備」に該当するものを除く。）を行うこと（限定訪問特定整備）。 

①普通自動車、小型自動車又は軽自動車の制動装置のうちブレーキキャリパを

取り外して行うブレーキパッド（事故、故障等により摩耗又は損傷したもの

に限る。）の交換 

②普通自動車、小型自動車又は軽自動車のオルタネータ又はスターターモータ

ーの交換の際に必要となる原動機のうちエンジンマウント、動力伝達装置の

うちドライブ・シャフト（ナックルとの連結部に限る。）、走行装置のうち

フロント・アスクル（ロアアームとナックルの連結部に限る。）又はかじ取

り装置のうちタイロッドエンド（ナックルとの連結部に限る。）若しくはス
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テアリングシャフト（後輪駆動車であってラック・ピニオン式のステアリン

グギヤ構造を備える自動車におけるステアリングシャフトのうちギヤ・ボッ

クスとの連結部に限る。）の取り外し 

③大型特殊自動車のうちショベル・ローダ、タイヤ・ドーザ、ホイール・クレ

ーン、グレーダ、ロード・スタビライザ、アスファルト・フィニッシャ、タイ

ヤ・ローラ又はロード・ローラのかじ取り装置のうちステアリング用油圧ホ

ース（当該ホースの交換後に当該ホースに混入した空気を取り除くための作

業が不要であるものに限る。）の交換 

（２）事前の届出 

・訪問特定整備若しくは限定訪問特定整備又はその両方（以下「訪問特定整備等」

という。）の開始日の前日までに、運輸支局長等に次に掲げる事項を記録した

電磁的記録を電子メールで届け出なければならない。 

①事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、電子メールアドレス及び自ら管理

するウェブサイトのアドレス 

②事業場の名称、所在地、電話番号、電子メールアドレス及び認証番号 

③下記（３）に規定する訪問特定整備等管理者及び訪問特定整備士の氏名、生

年月日、合格した自動車整備士の技能検定の種類、合格証書番号及び合格年

月日、実務経験期間及びその内容並びに訪問特定整備等教育を受けた日等（下

記（３）に規定する準訪問特定整備士又は訪問車体・電気装置整備士を訪問

特定整備等に従事させるときは、準訪問特定整備士又は訪問車体・電気装置

整備士についての上記事項を含む） 

④訪問特定整備等を開始する日 

・上記に加え、運輸支局長等が必要であると認めた電磁的記録を提出しなければ

ならない。 

・提出した情報に変更があったときは、当該変更後に初めて訪問特定整備等を行

う日の前日までに当該変更内容を記載した電磁的記録を電子メールで届け出な

ければならない。 

・訪問特定整備等事業を廃止したときは、廃止の日から 30 日以内に電子メールで

届け出なければならない。 

（３）訪問特定整備又は限定訪問特定整備に従事する者の要件等 

・整備主任者のうち少なくとも一人（下記（４）の教育を受けた者に限る。以下

「訪問特定整備等管理者」という。）に訪問特定整備等に関する事項を統括管

理させなければならない。 

・訪問特定整備等に従事できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者（以下「訪

問特定整備士」という。）とする。 

①一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格していること 

②３年以上の特定整備の実務経験を有すること 

③下記（４）の教育を受けたこと 
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④上記（２）③の事項が運輸支局長等に届け出られていること 

・ただし、三級の自動車整備士の技能検定に合格し、上記②～④の要件を満たす

者（以下「準訪問特定整備士」という。）は、次のいずれかの場合に限り、訪

問特定整備等に従事できるものとする。 

(ｱ)同行する訪問特定整備士の指示の下に、訪問特定整備等に従事する場合 

(ｲ)訪問特定整備等管理者が高度な管理手法により訪問特定整備等に関する事

項を統括管理する場合 

・加えて、自動車車体整備士又は自動車電気装置整備士の技能検定に合格し、上

記②～④の要件を満たす者（以下「訪問車体・電気装置整備士」という。）は、

訪問特定整備（電子制御装置整備（法第 94 条の５第１項の「整備」に該当する

ものを除く。）に限る。）に従事できるものとする。 

（４）訪問特定整備等に従事する者に対する教育 

・次に掲げる者に対して、訪問特定整備等を適切に実施するために必要な教育（以

下「訪問特定整備等教育」という。）を行い、その教育内容等を記録した電磁

的記録（訪問特定整備等教育記録）を作成して訪問特定整備等教育を行った日

から２年間保存しなければならない。 

①訪問特定整備等管理者、訪問特定整備士、準訪問特定整備士又は訪問車体・

電気装置整備士として新たに届け出ようとする者 

②最後に訪問特定整備等教育を受けた日から２年を経過した者 

（５）その他の遵守事項 

・上記（２）の届出に係る事業場において特定整備を適切に実施することができ

る体制を、常時確保すること。 

・上記（２）の届出を行ったことを示す証票を訪問特定整備等の作業場所に表示

するとともに、事業者が自ら管理するウェブサイトにも掲載しなければならな

い。 

・訪問特定整備等に係る料金（作業工賃、旅費等の内訳を含む。）を事業者が自

ら管理するウェブサイトに掲載しなければならない。 

・訪問特定整備士、準訪問特定整備士及びは訪問車体・電気装置整備士（以下「訪

問特定整備士等」という。）に身分証を携行させ、初回訪問時及び依頼者から

求められたときにこれを提示させなければならない。 

・訪問特定整備等を行う前に、依頼者に対し、必要な訪問特定整備等の内容、当

該訪問特定整備等に係る車両の現在の状態などを説明し、訪問特定整備等に係

る料金（作業工賃、部品価格、塗料価格、旅費等の内訳を含む。以下同じ。）

の概算見積りを記録した電磁的記録を提供しなければならない。 

・訪問特定整備等を行った後に、依頼者に対し、訪問特定整備等を行った後の車

両の状態などを説明し、訪問特定整備等に係る料金を記録した電磁的記録を提

供しなければならない。 

・訪問特定整備等の開始及び完了について依頼者の同意を得たことを証する電磁
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的記録、訪問特定整備等に係る料金の概算見積りを記録した電磁的記録、訪問

特定整備等を行った場所の画像データ、訪問特定整備等を行う前後の車両の画

像データ、交換した部品の画像データ及び請求書、納品書、領収書等の写し（電

磁的記録）を、当該訪問特定整備等を行った日から２年間保存しなければなら

ない。 

・本告示の規定に違反し、若しくは違反するおそれがある場合、又は訪問特定整

備等に起因して訪問特定整備士等その他第三者の生命若しくは身体に対し重大

な危害が発生した場合、遅滞なく、その旨を上記（２）の届出を行った運輸支

局長等に報告しなければならない。 

・訪問特定整備等の体制について、定期的に、訪問特定整備等について相当の知

見を有する第三者による確認を受けなければならない。 

 

３．今後のスケジュール 
 
 公 布：令和７年３月３１日 

 施 行：令和７年６月３０日 
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国自整第２６３号の２ 
令和７年３月３１日 

 
 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 
 
 
 

    国土交通省物流・自動車局長 
 

 
 
 「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について 

 

 
 
 標記について、別添のとおり各地方運輸局長及び沖縄総合事務局長に対し通知しま

したので、お知らせします。 
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別添 

国自整第２６３号 
令和７年３月３１日 

 
各地方運輸局長 殿 
沖縄総合事務局長 殿 

 
 
 

    物流・自動車局長   
    

 
 「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について 
 
 
 令和５年、ビッグモーターは故意による損傷の拡大や実施していない塗装作業の請

求を行うなど、不適切な板金・塗装作業が行われていた旨の調査報告書を公表した。

国土交通省は、全国 130 の事業場に対して監査を実施し、法令違反が認められた事業

場に順次行政処分等を実施した。またこれらビッグモーターに対する監査を踏まえ、

監査担当職員からなる「特別検討チーム」を設置し、自動車整備工場に対するより効

果的な監査・行政処分のあり方について報告書を取りまとめた。また今般、道路運送

車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号）の一部を改正する省令（令和７年国土

交通省令第 25 号）により、自動車特定整備事業者の遵守事項に訪問特定整備等に関

する規定が追加された。 
 これを受け、「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」（平成 18 年

３月２日付、国自整第 126 号）について、別紙新旧対照表のとおり改正したので了知

されたい。 
なお、関係団体には別添のとおり通知したので申し添える。 
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【
新
旧
対
照
表
】
自
動
車
整
備
事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の
基
準
に
つ
い
て
 
（
抄
）
 

（
新
）
 

（
旧
）
 

 

国
自

整
第

１
２

６
号
 
 

平
成

１
８

年
３

月
２

日
 
 

改
正
 
 
国

自
整

第
８

４
号

 
 

平
成
２
０
年
１
０
月
２
２
日
 
 

改
正
 
 
国

自
整

第
１

３
７

号
 
 

平
成

２
３

年
３

月
２

５
日
 
 

改
正
 
 
国

自
整

第
３

５
２

号
 
 

令
和

２
年

４
月

１
日
 
 

改
正
 
 
国

自
整

第
２

７
３

号
 
 

令
和

６
年

３
月

２
８

日
 
 

改
正
 
 
国

自
整

第
２

６
３

号
 
 

令
和

７
年

３
月

３
１

日
 
  

  
各

地
方

運
輸

局
長

 
殿
 

  
沖
縄
総
合
事
務
局
長
 
殿
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
物
流
・
自
動
車
局
長
 

  

自
動
車
整
備
事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の
基
準
に
つ
い
て
 

 （
略
）
 

 

（
別
添
）
 

 

行
政
処
分
等
の
基
準
 

 １
 
通
則
 

(
1
)
 
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
（
以
下
「
認
証
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
行
政
処
分
の
種
類
は
、
全
て
の
事
業
場
の
事
業

の
停
止
命
令
、
全
て
の
事
業
場
の
認
証
の
取
消
し
、
違
反
行
為
に
係
る
事
業
場
（
以
下
「
違
反
事
業
場
」
と
い
う
。）

の
事
業

の
停
止
命
令
、
違
反
事
業
場
の
認
証
の
取
消
し
及
び
改
善
命
令
と
す
る
。
 

 
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
（
以
下
「
指
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
行
政
処
分
の
種
類
は
、
全
て
の
事
業
場
の
保
安

基
準
適
合
証
、
保
安
基
準
適
合
標
章
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
（
以
下
「
保
安
基
準
適
合
証
等
」
と
い
う
。
）
の
交
付
の
停

止
命
令
、
全
て
の
事
業
場
の
指
定
の
取
消
し
、
違
反
事
業
場
の
保
安
基
準
適
合
証
等
の
交
付
の
停
止
命
令
、
違
反
事
業
場
の
指

定
の
取
消
し
、
自
動
車
検
査
員
の
解
任
命
令
及
び
是
正
命
令
と
す
る
。
 

 

国
自

整
第

１
２

６
号

 

平
成

１
８

年
３

月
２

日
 

改
正
 
 

国
自

整
第

８
４

号
 

平
成

２
０

年
１

０
月

２
２

日
 

改
正
 
 

国
自

整
第

１
３

７
号

 

平
成

２
３

年
３

月
２

５
日

 

改
正
 
 
国

自
整

第
３

５
２

号
 

令
和

２
年

４
月

１
日

 

改
正
 
 

国
自

整
第

２
７

３
号

 

令
和

６
年

３
月

２
８

日
 

     
各

地
方

運
輸

局
長

 
殿
 

  
沖
縄
総
合
事
務
局
長
 
殿
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
物
流
・
自
動
車
局
長
 

  

自
動
車
整
備
事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の
基
準
に
つ
い
て
 

 （
略
）
 

 （
別
添
）
 

 

行
政
処
分
等
の
基
準
 

 １
 
通
則
 

(
1
)
 
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
（
以
下
「
認
証
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
行
政
処
分
の
種
類
は
、
事
業
の
停
止
命
令
、
認

証
の
取
消
し
及
び
改
善
命
令
と
す
る
。
 

 
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
（
以
下
「
指
定
事
業
者
」
と
い
う
。）

に
対
す
る
行
政
処
分
の
種
類
は
、
保
安
基
準
適
合
証
、
保

安
基
準
適
合
標
章
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
（
以
下
「
保
安
基
準
適
合
証
等
」
と
い
う
。
）
の
交
付
の
停
止
命
令
、
指
定
の

取
消
し
、
自
動
車
検
査
員
の
解
任
命
令
及
び
是
正
命
令
と
す
る
。
 

 
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
優
良
認
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
行
政
処
分
の
種
類
は
、

優
良
認
定
の
取
消
し
と
す
る
。
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優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
優
良
認
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
行
政
処
分
の
種
類
は
、

優
良
認
定
の
取
消
し
と
す
る
。
 

 
ま
た
、
上

記
行
政
処

分
に
至

ら
な
い
も

の
は
、
口

頭
注
意

、
文
書
警

告
と
し
、

行
政
処

分
と
こ
れ

ら
を
合
わ

せ
た
も

の
を

「
行
政
処
分
等
」
と
い
う
。
 

(
2
)
 ～

(3
) 
（
略
）
 

 ２
 
違
反
点
数
の
取
扱
い
 

(
1
)
 事

業
場
の
違
反
点
数
に
つ
い
て
 

 
 
①
～
②
（
略
）
 

 
 
③
 
過
去

１
年
以
内
に
行
政
処
分
等
（

口
頭
注
意
を
除
く
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
事
業

場

に
あ
っ
て
は
、
行
政
処
分
等
に
係
る
合
計
点
数
を
２
倍
と
す
る
。
 

ま
た
、
過
去
１
年
を
超
え
２
年
以
内
に
行
政
処
分
等
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
事
業
場
に
あ
っ
て
は
、
行
政
処
分
等
に
係

る
合
計
点
数
を
１
．
５
倍
と
す
る
。
 

な
お
、
過
去
２
年
以
内
に
複
数
回
の
行
政
処
分
等
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
事
業
場
に
あ
っ
て
は
、
該
当
す
る
こ
と
と
な

っ
た
倍
率
の
う
ち
、
高
い
方
の
倍
率
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
 

④
 
３
(
3
)、

４
(3
)
、
及
び
５
の
行
政
処
分
等
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
違
反
点
数
の
合
計
を
２
分
の

１
と
す
る
。
た
だ
し
、

違
反
行
為
に
起
因
す
る
事
故

が
発
生
し
て
い
る
場
合
又
は

違
反
行
為
が
故
意
と
認
め
ら

れ
る
場
合

は
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

ア
 
（
略
）
 

イ
 
過
去
５
年
間
に
行
政
処
分
等
を
受
け
た
こ
と
が
な
く
自
動
車
整
備
事
業
全
般
に
渡
り
改
善
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る

場
合
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
違
反
点
数
を
減
じ
た
処
分
の
日
か
ら
２
年
以
内
に
行
政
処
分
等
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ

た
と
き
は
、
③
の
規
定
に
基
づ
き
算
出
し
た
処
分
に
係
る
違
反
点
数
に
前
回
の
行
政
処
分
等
に
お
い
て
減
じ
た
点
数
を

加
算
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(
2
)
 
（
略
）
  

 
 
 

３
 
認
証
事
業
者
の
行
政
処
分
 

 
(
1
) 

全
て
の
事
業
場
の
事
業
の
停
止
命
令
 

全
て
の
事
業
場
の
事
業
の
停
止
命
令
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

①
 
事
業
者

に
つ
い
て

次
の
い

ず
れ
に
も

該
当
す
る

こ
と
と

な
っ
た
場

合
に
は
、

管
轄
す

る
地
方
運

輸
局
管
内

の
当
該

事
業

者
の
全
て
の
事
業
場
に
つ
い
て
、
１
０
日
間
の
事
業
の
停
止
を
命
ず
る
。
 

ア
 
違
反
行
為
に
つ
い
て
当
該
事
業
者
に
よ
る
組
織
的
悪
質
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
 

イ
 
過
去
２
年
以
内
に
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
管
内
の
当
該
事
業
者
の
事
業
場
に
お
い
て
同
一
の
違
反
行
為
に
よ
る
行

政

処
分
を
２
回
以
上
受
け
て
い
る
場
合
 

②
 
①
以
外

の
場
合
で

あ
っ
て

、
違
反
行

為
に
つ
い

て
当
該

事
業
者
に

よ
る
組
織

的
悪
質

性
が
認
め

ら
れ
る
場

合
に
は

、
管

轄
す
る
地
方
運
輸
局
管
内
の
当
該
事
業
者
の
全
て
の
事
業
場
に
つ
い
て
、
５
日
間
の
事
業
の
停
止
を
命
ず
る
。
 

 
(
2
) 
全
て
の
事
業
場
の
認
証
の
取
消
し
 

全
て
の
事
業
場
の
認
証
の
取
消
し
は
、
事
業
者
に
つ
い
て
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
管
轄
す

る
地
方
運
輸
局
管
内
の
当
該
事
業
者
の
全
て
の
事
業
場
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
 

①
 
重
大
な
違
反
行
為
（
当
該
違
反
行
為
に
よ
っ
て
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
も
の
あ
る
い
は
事
故
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
の
高

 
な
お
、
上

記
行
政
処

分
に
至

ら
な
い
も

の
は
、
口

頭
注
意

、
文
書
警

告
と
し
、

行
政
処

分
と
こ
れ

ら
を
合
わ

せ
た
も

の
を

「
行
政
処
分
等
」
と
い
う
。
 

 

 

(
2
)
 ～

(3
) 
（
略
）
 

 ２
 
違
反
点
数
の
取
扱
い
 

(
1
)
 事

業
場
の
違
反
点
数
に
つ
い
て
 

 
 
①
～
②
（
略
）
 

 
 
③
 
過
去

１
年
以
内
に
行
政
処
分
等
（

口
頭
注
意
を
除
く
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
事
業

場

に
あ
っ
て
は
、
行
政
処
分
等
に
係
る
合
計
点
数
を
２
倍
と
す
る
。
 

ま
た
、
過
去
１
年
を
超
え
２
年
以
内
に
行
政
処
分
等
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
事
業
場
に
あ
っ
て
は
、
行
政
処
分
等
に
係

る
合
計
点
数
を
１
．
５
倍
と
す
る
。
 

な
お
、
過
去
２
年
以
内
に
複
数
回
の
行
政
処
分
等
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

倍
率
の
う
ち
、
高
い
方
の
倍
率
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
 

④
「
３
 
認
証
事
業
者
の
行
政
処
分
」
(
2)
及
び
「
４
 
指
定
事
業
者
の
行
政
処
分
」
(
2)
以
外
の
行
政
処
分
等
で
あ
っ
て
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合
は
違
反
点
数
の
合
計

を
２
分
の
１
と
す
る
。
た
だ

し
、
違
反
行
為
に
起
因
す
る

事
故
が
発

生
し
て
い
る
場
合
又
は
違
反
行
為
が
故
意
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

ア
 
（
略
）
 

イ
 
過
去
５
年
間
に
行
政
処
分
等
（
口
頭
注
意
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
た
こ
と
が
な
く
自
動
車
整
備
事
業
全
般
に

渡
り
改
善
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
違
反
点
数
を
減
じ
た
処
分
の
日
か
ら
２
年
以
内
に

行
政
処
分
等
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
③
の
規
定
に
基
づ
き
算
出
し
た
処
分
に
係
る
違
反
点
数
に
前
回
の
行

政
処
分
等
に
お
い
て
減
じ
た
点
数
を
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(
2
)
 （

略
）
 

 
 
 

３
 
認
証
事
業
者
の
行
政
処
分
 

 
（
新
設
）
 

         
（
新
設
）
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い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

に
つ
い
て
、
当
該
事
業
者
に
よ
る
組
織
的
悪
質
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
 

②
 
過

去
２

年
以

内
に

管
轄

す
る
地

方
運

輸
局

管
内

の
当

該
事
業

者
の

事
業

場
に

お
い

て
認
証

の
取

消
し

処
分

を
２

回
以
上

受
け
て
い
る
場
合
 

(
3
)
 
違
反
事
業
場
の
事
業
の
停
止
命
令
 

違
反
事
業
場
の
事
業
の
停
止
命
令
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

①
 
違
反
事
業
場
に
つ
い
て
、
２
(
1)
の
合
計
点
数
が
１
０
点
以
上
の
場
合
は
、
別
表
１
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
違
反
事

業
場
の
事
業
の
停
止
を
命
ず
る
。
 

②
 
(
4)
の
違
反
事
業
場
の
認
証
の
取
消
し
処
分
を
行
う
と
き
に
、
２
(
2
)の

累
積
点
数
が
３
６
０
点
以
上
と
な
っ
た
場
合
は
、

運
輸
支
局
管
内
の
当
該
事
業
者
の
全
て
の
事
業
場
に
つ
い
て
、
５
日
間
の
事
業
の
停
止
を
命
ず
る
。
 

③
 
①
に
お

い
て
訪
問

特
定
整

備
等
（
自

動
車
特
定

整
備
事

業
者
が
事

業
場
以
外

の
場
所

に
お
い
て

特
定
整
備

を
行
う

場
合

の
実
施
規
程
（
令
和
７
年
３
月
３
１
日
付
国
土
交
通
省
告
示
第
２
５
号
）
に
規
定
す
る
訪
問
特
定
整
備
若
し
く
は
限
定
訪

問
特
定
整
備
又
は
そ
の
両
方
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
違
反
を
含
む
場
合
は
、
訪
問
特
定
整
備
等
に
つ
い
て
は
、
①

の
違
反
事
業
場
の
事
業
の
停
止
最
終
日
の
翌
日
か
ら
、
①
の
事
業
の
停
止
日
数
と
同
じ
日
数
を
引
き
続
き
訪
問
特
定
整
備

等
の
停
止
を
命
ず
る
。
た
だ
し
、
①
の
事
業
の
停
止
日
数
が
４
５
日
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
９
０
日
か
ら
①
の
事

業
の
停
止
日
数
を
差
し
引
い
た
日
数
に
つ
い
て
、
①
の
違
反
事
業
場
の
事
業
の
停
止
最
終
日
の
翌
日
か
ら
訪
問
特
定
整
備

等
の
停
止
を
命
ず
る
。
 

 
(
4
)
 違

反
事
業
場
の
認
証
の
取
消
し
 

 
 
 
違
反
事
業
場
の
認
証
の
取
消
し
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。
ま
た
違
反
行

為
が
社
会
的
問
題
と
な
る
悪
質
な
行
為
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
、
行
政
処
分
審
査
委
員
会
の
議
を
経
て
、
違
反
点
数
に

か
か
わ
ら
ず
認
証
の
取
消
し
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

①
 
違
反
事
業
場
に
つ
い
て
、
２
(
1)
の
合
計
点
数
が
１
８
０
点
以
上
と
な
っ
た
場
合
 

②
 
虚
偽
の
認
証
申
請
又
は
変
更
届
出
を
行
っ
た
場
合
 

③
 
事
業
の
廃
止
を
届
け
出
な
か
っ
た
場
合
 

④
 

３
台
以
上

の
ペ
ー
パ

ー
車

検
（
点
検
整

備
及
び
検

査
を

全
く
実
施
せ

ず
保
安
基

準
適

合
証
を
交
付

す
る
こ
と

を
い

う
。

以
下
同
じ
。）

を
実
施
し
た
場
合
 

⑤
 
５
台
以
上
の
不
正
改
造
を
実
施
し
た
場
合
 

⑥
 
５
台
以

上
の
不

適
切
な
限

定
訪
問
特

定
整
備

（
限
定
訪

問
特
定
整

備
の
範

囲
に
含
ま

れ
て
い
な

い
特
定

整
備
を
限

定
訪

問
特
定
整
備
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
を
含
む
。）

を
実
施
し
た
場
合
 

⑦
 
法
第
９
２
条
に
基
づ
く
改
善
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
 

⑧
 
法
第
９
３
条
に
基
づ
く
事
業
の
停
止
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
 

⑨
 
法
第
９
３
条
第
３
号
に
該
当
す
る
場
合
（
た
だ
し
、
法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
役
員
が
法
第
８
０
条
第
１
項
第
２
号
ロ
に
該

当
す
る
場
合
を
除
く
。）

 

⑩
 
法
第
１

０
０
条
第

２
項
に

基
づ
く
立

入
検
査
を

拒
否
し

、
行
政
処

分
を
受
け

た
後
、

再
度
同
項

に
基
づ
く

立
入
検

査
を

拒
否
し
た
場
合
 

⑪
 
３
台
以
上
の
ペ
ー
パ
ー
車
検
を
要
求
、
依
頼
若
し
く
は
唆
し
又
は
幇
助
し
た
場
合
 

⑫
 
５
台
以

上
の
不
正

改
造
状

態
で
保
安

基
準
適
合

証
を
交

付
し
、
車

検
手
続
き

を
行
っ

た
場
合
又

は
５
台
以

上
に
つ

い
て

法
第

94
条
の
５
第
１
項
の
整
備
と
し
て
訪
問
特
定
整
備
を
実
施
し
た
場
合
（
こ
れ
ら
の
保
安
基
準
適
合
証
を
交
付
し
、
車

検
手
続
き
を
行
っ
た
指
定
事
業
者
の
自
動
車
特
定
整
備
事
業
に
限
り
、
現
車
提
示
の
必
要
な
車
両
を
除
く
。
）
若
し
く
は
、

こ
れ
ら
の
手
続
き
を
依
頼
等
し
た
場
合
 

    
(
1
) 
事
業
の
停
止
命
令
 

 
 
事
業
の
停
止
命
令
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

①
 
違
反
行
為
に
係
る
事
業
場
に
つ
い
て
、
２
(
1)
の
合
計
点
数
が
１
０
点
以
上
の
場
合
は
、
別
表
１
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
事
業
の
停
止
を
命
ず
る
。
 

②
 
事
業
場
の
認
証
の
取
消
し
処
分
を
行
う
と
き
に
、
２
(2
)
の
累
積
点
数
が
３
６
０
点
以
上
と
な
っ
た
場
合
は
、
運
輸
支
局

管
内
の
当
該
事
業
者
の
全
て
の
事
業
場
に
つ
い
て
、
５
日
間
の
事
業
の
停
止
を
命
ず
る
。
 

 
 
 
（
新
設
）
 

       
(
2
) 
認
証
の
取
消
し
 

 
 
認
証
の
取
消
し
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。
 

  ①
 
違
反
行
為
に
係
る
事
業
場
に
つ
い
て
、
２
(
1
)の

合
計
点
数
が
１
８
０
点
以
上
と
な
っ
た
場
合
 

②
 
虚
偽
の
認
証
申
請
又
は
変
更
届
出
を
行
っ
た
場
合
 

③
 
事
業
の
廃
止
を
届
け
出
な
か
っ
た
場
合
 

（
新
設
）
 

 ④
 
５
台
以
上
の
不
正
改
造
を
実
施
し
た
場
合
 

（
新
設
）
 

 ⑤
 
法
第
９
２
条
に
基
づ
く
改
善
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
 

⑥
 
法
第
９
３
条
に
基
づ
く
事
業
の
停
止
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
 

⑦
 
法
第
９
３
条
第
３
号
に
該
当
す
る
場
合
（
た
だ
し
、
法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
役
員
が
法
第
８
０
条
第
１
項
第
２
号
ロ
に
該

当
す
る
場
合
を
除
く
。）

 

⑧
 
法
第
１

０
０
条
第

２
項
に

基
づ
く
立

入
検
査
を

拒
否
し

、
行
政
処

分
を
受
け

た
後
、

再
度
同
項

に
基
づ
く

立
入
検

査
を

拒
否
し
た
場
合
 

（
新
設
）
 

⑨
 
５
台
以
上
の
点
検
整
備
及
び
検
査
を
全
く
せ
ず
に
保
安
基
準
適
合
証
を
交
付
（
い
わ
ゆ
る
ペ
ー
パ
ー
車
検
）
し
、
車
検
手

続
き
を
行
っ
た
場
合
又
は
５
台
以
上
の
不
正
改
造
状
態
で
保
安
基
準
適
合
証
を
交
付
し
、
車
検
手
続
き
を
行
っ
た
場
合
（
こ

れ
ら
の
保
安
基
準
適
合
証
を
交
付
し
た
車
検
手
続
き
行
っ
た
指
定
事
業
者
の
自
動
車
特
定
整
備
事
業
に
限
り
、
現
車
提
示

の
必
要
な
車
両
を
除
く
。
）
若
し
く
は
、
５
台
以
上
の
こ
れ
ら
の
手
続
き
を
依
頼
等
し
た
場
合
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（
上
段
へ
移
動
）
 

     
(
5
) 
改
善
命
令
 

  
６
(
1
)
の
改
善
報
告
を
求
め
た
後
、
事
業
場
の
設
備
及
び
従
業
員
等
に
係
る
部
分
が
改
善
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
改
善
命

令
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 ４
 
指
定
事
業
者
の
行
政
処
分
 

(
1
)
 全

て
の
事
業
場
の
保
安
基
準
適
合
証
等
の
交
付
の
停
止
命
令
 

全
て
の
事
業
場
の
保
安
基
準
適
合
証
等
の
交
付
の
停
止
命
令
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

①
 
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
管
内
の
当
該
事
業
者
の
全
て
の
事
業
場

に
つ
い
て
、
１
０
日
間
の
保
安
基
準
適
合
証
等
の
交
付
の
停
止
を
命
ず
る
。
 

ア
 
違
反
行
為
に
つ
い
て
当
該
事
業
者
に
よ
る
組
織
的
悪
質
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
 

イ
 
過
去

2
年
以
内
に
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
管
内
の
当
該
事
業
者
の
事
業
場
に
お
い
て
同
一
の
違
反
行
為
に
よ
る
行

政
処
分
を
２
回
以
上
受
け
て
い
る
場
合
 

②
 ①

以
外
の
場
合
で
あ
っ
て
、
違
反
行
為
に
つ
い
て
当
該
事
業
者
に
よ
る
組
織
的
悪
質
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
地
方

運
輸
局
管
内
の
当
該
事
業
者
の
全
て
の
事
業
場
に
つ
い
て
、
５
日
間
の
保
安
基
準
適
合
証
等
の
交
付
の
停
止
を
命
ず
る
。
 

③
 ３

(
1
)の

事
業
の
停
止
処
分
を
受
け
た
事
業
場
は
、
そ
の
停
止
期
間
中
、
保
安
基
準
適
合
証
等
の
交
付
の
停
止
を
命
ず
る
。 

 
(
2
) 
全
て
の
事
業
場
の
指
定
の
取
消
し
 

全
て
の
事
業
場
の
指
定
の
取
消
し
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
管
内
の

当
該
事
業
者
の
全
て
の
事
業
場
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
 

①
 
重
大
な
違
反
行
為
に
つ
い
て
当
該
事
業
者
に
よ
る
組
織
的
悪
質
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
 

②
 
過

去
２

年
以

内
に

管
轄

す
る
地

方
運

輸
局

管
内

の
当

該
事
業

者
の

事
業

場
に

お
い

て
指
定

の
取

消
し

処
分

を
２

回
以
上

受
け
て
い
る
場
合
 

 
(
3
) 
違
反
事
業
場
の
保
安
基
準
適
合
証
等
の
交
付
の
停
止
命
令
 

（
略
）
 

 
(
4
) 
違
反
事
業
場
の
指
定
の
取
消
し
 

 
 
 
指
定
の
取
消
し
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。
ま
た
違
反
行
為
が
社
会
的
問

題
と
な
る
悪
質
な
行
為
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
、
行
政
処
分
審
査
委
員
会
の
議
を
経
て
、
違
反
点
数
に
か
か
わ
ら
ず
指

定
の
取
消
し
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

①
～
③
（
略
）
 

④
 
ペ
ー
パ
ー
車
検
を
実
施
し
た
場
合
 

⑤
～
⑫
（
略
）
 

  
（
上
段
へ
移
動
）
 

  
(
5
) 
自
動
車
検
査
員
の
解
任
命
令
 

 な
お
、
上
記
に
準
じ
る
違
反
と
し
て
、
違
反
行
為
が
社
会
的
問
題
と
な
る
悪
質
な
行
為
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
、
行
政

処
分
審
査
委
員
会
の
議
を
経
て
、
違
反
点
数
に
か
か
わ
ら
ず
認
証
の
取
消
し
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
  

 

   
(
3
) 
改
善
命
令
 

  
６
①
の
改
善
報
告
を
求
め
た
後
、
事
業
場
の
設
備
及
び
従
業
員
等
に
係
る
部
分
が
改
善
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
改
善
命
令

を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 ４
 
指
定
事
業
者
の
行
政
処
分
 

 
（
新
設
）
 

          
（
新
設
）
 

      
(
1
) 
保
安
基
準
適
合
証
等
の
交
付
の
停
止
命
令
 

（
略
）
 

 
(
2
) 
指
定
の
取
消
し
 

 
 
指
定
の
取
消
し
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。
 

①
～
③
（
略
）
 

④
 
点
検
整
備
及
び
検
査
を
全
く
せ
ず
に
保
安
基
準
適
合
証
を
交
付
し
た
場
合
（
い
わ
ゆ
る
ペ
ー
パ
ー
車
検
）
 

⑤
～
⑫
（
略
）
 

  な
お
、
上
記
に
準
じ
る
違
反
と
し
て
、
違
反
行
為
が
社
会
的
問
題
と
な
る
悪
質
な
行
為
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
行

政
処
分
審
査
委
員
会
の
議
を
経
て
、
違
反
点
数
に
か
か
わ
ら
ず
指
定
の
取
消
し
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 

 
(
3
) 
自
動
車
検
査
員
の
解
任
命
令
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（
略
）
  

  
(
6
) 
是
正
命
令
 

 
 
（
略
）
 

 ５
 
（
略
）
 

 

６
 
そ
の
他
 

 
(
1
)～

(
2
) 
（
略
）
  

(
3
)
 
公
表
方
法
 

事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
を
行
っ
た
場
合
の
「
国
土
交
通
省
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
情
報
等
検
索
サ
イ
ト
」
等
へ
の
公
表
は
、
次
に

掲
げ
る
範
囲
及
び
内
容
等
を
参
考
に
行
う
こ
と
。
 

①
公
表
す
る
行
政
処
分
 

ア
 自

動
車
特
定
整
備
事
業
の
認
証
の
取
消
し
 

イ
 自

動
車
特
定
整
備
事
業
の
停
止
 

ウ
 指

定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
の
取
消
し
 

エ
 保

安
基
準
適
合
証
、
保
安
基
準
適
合
標
章
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
交
付
停
止
 

オ
 自

動
車
検
査
員
の
解
任
命
令
 

カ
 優

良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
認
定
の
取
消
し
 

キ
 事

業
改
善
命
令
 

ク
 是

正
命
令
措
置
 

②
公
表
す
る
内
容
 

ア
 処

分
年
月
日
 

イ
 事

業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
（
市
区
町
村
ま
で
）
 

ウ
 事

業
者
の
法
人
番
号
（
個
人
を
除
く
。
）
 

エ
 事

業
場
の
名
称
及
び
所
在
地
（
市
区
町
村
ま
で
）
 

オ
 行

政
処
分
の
種
類
 

カ
 主

な
違
反
条
項
 

キ
 違

反
行
為
の
概
要
 

③
公
示
及
び
国
土
交
通
省
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
情
報
等
検
索
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
の
期
間
 

ア
 
公
示
 

ⅰ
 
処
分
の
日
か
ら
６
ケ
月
間
を
超
え
な
い
期
間
（
停
止
処
分
を
除
く
。
）
 

ⅱ
 
停
止
処
分
に
あ
っ
て
は
、
停
止
処
分
期
間
 

イ
 
国
土
交
通
省
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
情
報
等
検
索
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
 

行
政
処
分
年
月
日
よ
り
５
年
間
 

(
4
)
（
略
）
  

 （
略
）
 

附
則
（
令
和
７
年
３
月
３
１
日
付
け
 
国
自
整
第
２
６
３
号
）
 

１
 
こ
の
基
準
は
、
令
和
７
年
６
月
３
０
日
以
降
に
行
わ
れ
た
違
反
行
為
に
適
用
す
る
。
 

  
 
（
略
）
  

  
(
4
) 
是
正
命
令
 

 
 
（
略
）
 

 ５
 
（
略
）
 

 

６
 
そ
の
他
 

 
 
(
1)
～
(2
)
 （

略
）
  

 
 
(
3)
 
公
表
方
法
 

事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
を
行
っ
た
場
合
の
「
国
土
交
通
省
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
情
報
等
検
索
サ
イ
ト
」
等
へ
の
公
表
は
、
次

に
掲
げ
る
範
囲
及
び
内
容
等
を
参
考
に
行
う
こ
と
。
 

１
．
公
表
す
る
行
政
処
分
 

①
 自

動
車
特
定
整
備
事
業
の
認
証
の
取
消
 

②
 自

動
車
特
定
整
備
事
業
の
停
止
 

③
 指

定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
の
取
消
 

④
 保

安
基
準
適
合
証
、
保
安
基
準
適
合
標
章
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
交
付
停
止
 

⑤
 自

動
車
検
査
員
の
解
任
命
令
 

⑥
 優

良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
認
定
の
取
消
 

⑦
 事

業
改
善
命
令
 

⑧
 是

正
命
令
措
置
 

２
．
公
表
す
る
内
容
 

①
 処

分
年
月
日
 

②
 事

業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
（
市
区
町
村
ま
で
）
 

③
 事

業
者
の
法
人
番
号
（
個
人
を
除
く
。
）
 

④
 事

業
場
の
名
称
及
び
所
在
地
（
市
区
町
村
ま
で
）
 

⑤
 行

政
処
分
の
種
類
 

⑥
 主

な
違
反
条
項
 

⑦
 違

反
行
為
の
概
要
 

３
．
公
示
及
び
国
土
交
通
省
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
情
報
等
検
索
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
の
期
間
 

①
 
公
示
 

ⅰ
 
処
分
の
日
か
ら
６
ケ
月
間
を
超
え
な
い
期
間
（
停
止
処
分
を
除
く
。
）
 

ⅱ
 
停
止
処
分
に
あ
っ
て
は
、
停
止
処
分
期
間
 

②
 
国
土
交
通
省
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
情
報
等
検
索
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
 

行
政
処
分
年
月
日
よ
り
５
年
間
 

(
4
)
 
（
略
）
  

 （
略
）
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２
 
こ
の
基
準
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
違
反
行
為
に
対
す
る
基
準
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
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「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」等の改正について 
 

物流・自動車局自動車整備課 
令和７年３月 

１．改正の背景 
令和５年、ビッグモーターは故意による損傷の拡大や実施していない塗装作業の請求を行

うなど、不適切な板金・塗装作業が行われていた旨の調査報告書を公表した。国土交通省は、

全国 130の事業場に対して監査を実施し、法令違反が認められた事業場に順次行政処分等を
実施した。またこれらビッグモーターに対する監査を踏まえ、監査担当職員からなる「特別

検討チーム」を設置し、自動車整備工場に対するより効果的な監査・行政処分のあり方につ

いて報告書を取りまとめた。 
また、昨今一般の自動車ユーザーや自動車運送事業者が自動車を整備工場に持ち込むこと

なく自宅や自社で自動車の簡易な整備を受けられる、いわゆる「訪問整備」のニーズの高ま

りをうけ、訪問特定整備制度を開始することとなり、それに伴い「自動車整備事業者に対す

る行政処分等の基準について」（以下「処分基準」と言う。）を見直す必要がある。 
これを踏まえ処分基準及び関係通達について所要の改正を実施する。 
 

２．改正の概要 
（１） 組織的悪質性が認められる違反に対する処分の追加 

現行の処分基準では指揮命令系統が上位のものからの組織的な指示による違反につい

ての規定がなく、事業場が見捨てられるのみで終わる可能性があるため、組織的違反に

ついての処分を新たに設け、組織的違反があった際には事業者に組織的責任があるとし

て、事業者の持つ事業場全てに対して行政処分を実施出来ることとする。 
（２） 認証事業者に対する違反点数の見直し 

ビッグモーターに対する処分では、指定工場については 37 事業場が取消処分に至っ
た一方で、認証工場については取消に至った事業場はなかった。この点について、認証

工場の違反点と量定の関係が指定工場に対してバランスを欠くことから、量定について

再検証を実施し、特に故意による違反について違反点を２倍とするなど違反点数の見直

しを行う。 
（３） 自主申告を行った自動車検査員について一部処分の軽減 

自動車検査員は、証言した法令違反に自らも関与していた場合、事業場に対する行政

処分に加えて、当該自動車検査員自身も解任命令の対象となることから、正直に証言し

づらい環境にあるため、一定の条件を満たす場合には行政処分を軽減することとする。 
（４） 訪問整備等に対する処分の追加 

新たに開始する訪問特定整備制度に対応するため、訪問特定整備に関する処分項目を

追加する。 
 

３．スケジュール 
公布：令和 7年 3月 31日 
施行：令和 7年 6月 30日 
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国自整第２６４号の２ 
令和７年３月３１日 

 
 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 
 
 
 

    国土交通省物流・自動車局 
自動車整備課長      

 
 
  「「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いにつ

いて」の一部改正について 

 

 
 
 標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局

運輸部長に対し通知しましたので、お知らせします。 
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別添 

国自整第２６４号 
令和７年３月３１日 

 
各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 
沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 
 
 

    物流・自動車局自動車整備課長    
   

 
  「「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いにつ

いて」の一部改正について 
 
 
 
 令和５年、ビッグモーターは故意による損傷の拡大や実施していない塗装作業の請

求を行うなど、不適切な板金・塗装作業が行われていた旨の調査報告書を公表した。

国土交通省は、全国 130 の事業場に対して監査を実施し、法令違反が認められた事業

場に順次行政処分等を実施した。またこれらビッグモーターに対する監査を踏まえ、

監査担当職員からなる「特別検討チーム」を設置し、自動車整備工場に対するより効

果的な監査・行政処分のあり方について報告書を取りまとめた。また今般、道路運送

車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号）の一部を改正する省令（令和７年国土

交通省令第 25 号）により、自動車特定整備事業者の遵守事項に訪問特定整備等に関

する規定が追加された。 
 これを受け、「「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱

いについて」（平成 18 年３月２日付、国自整第 127 号）について、別紙新旧対照表の

とおり改正したので了知されたい。 
なお、関係団体には別添のとおり通知したので申し添える。 

 

 

 

  

－　62　－



【
新
旧
対
照
表
】「

自
動
車
整
備
事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の
基
準
に
つ
い
て
」
の
細
部
取
扱
い
に
つ
い
て

 
（
新
）

 
（
旧
）

 
国

自
整

第
1
2
7

号
 
 

平
成

1
8

年
３

月
２

日
 
 

改
正
 
国

自
整

第
1
6

号
 
 

平
成

2
0

年
４

月
2
4

日
 
 

改
正
 
国

自
整

第
1
3
8

号
 
 

平
成

2
3

年
３

月
2
5

日
 
 

改
正
 
国

自
整

第
4
3
0

号
 
 

平
成

2
8

年
３

月
2
8

日
 
 

改
正
 
国

自
整

第
１

号
 
 

令
和

２
年

４
月

１
日
 
 

改
正
 
国

自
整

第
2
7
4

号
 
 

令
和

６
年

３
月

2
8

日
 
 

改
正
 
国

自
整

第
2
6
4

号
 
 

令
和

７
年

３
月

3
1

日
 
 

     
各
地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
 
殿
  
  

  
沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
 
殿
 

   
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
物
流
・
自
動
車
局
自
動
車
整
備
課
長
 

  

「
自
動
車
整
備
事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の
基
準
に
つ
い
て
」
の
細
部
取
扱
い
に
つ
い
て
 

 （
略
）
 

 

記
 

 

１
 
（
略
）
 

 ２
 
「
１
 
通
則
」
関
係
 

(
1
)
 
「
１
 
通
則
」
(
1)
の
認
証
事
業
者
の
事
業
の
停
止
命
令
又
は
認
証
の
取
消
し
を
行
う
と
き
は
、
別
添
１
（
認
証
の
事
業
の

停
止
命
令
の
例
）
又
は
別
添
２
（
認
証
の
取
消
し
の
例
）
を
参
考
と
す
る
も
の
と
す
る
。
訪
問
特
定
整
備
等
の
違
反
を
伴

う
認
証
事
業
者
の
事
業
の
停
止
命
令
を
行
う
と
き
は
別
添

1
5
（
訪
問
特
定
整
備
等
の
違
反
を
伴
う
認
証
の
停
止
命
令
の

例
）
を
参
考
と
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
文
書
警
告
又
は
改
善
命
令
を
行
う
と
き
は
、
別
添
３
（
認
証
の
警
告
書
の

例
）
又
は
別
添
４
（
改
善
命
令
書
の
例
）
を
参
考
と
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
改
善
命
令
書
は
、
警
告

国
自

整
第

1
2

7
号

 

平
成

1
8

年
３

月
２

日
 

改
正
 
国

自
整

第
1

6
号

 

平
成

2
0

年
４

月
2

4
日

 

改
正
 
国

自
整

第
1

3
8

号
 

平
成

2
3

年
３

月
2

5
日

 

改
正
 
国

自
整

第
4

3
0

号
 

平
成

2
8

年
３

月
2

8
日

 

改
正
 
国

自
整

第
１

号
 

令
和

２
年

４
月

１
日

 

改
正
 
国

自
整

第
２

７
４

号
 

令
和

６
年

３
月

２
８

日
 

       
各
地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
 
殿

  
  

  
沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
 
殿

 

   
  

  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
物
流
・
自
動
車
局
自
動
車
整
備
課
長

 

  

「
自
動
車
整
備
事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の
基
準
に
つ
い
て
」
の
細
部
取
扱
い
に
つ
い
て

 

 （
略
）
 

 

記
  

１
 
（
略
）
 

 ２
 
「
１
 
通
則
」
関
係

 

  
(

1)
 「

１
 
通
則
」
(
1)
の
認
証
事
業
者
の
事
業
の
停
止
命
令
又
は
認
証
の
取
消
し
を
行
う
と
き
は
、
別
添
１
（
認
証
の
事
業
の
停

止
命
令
の
例
）
又
は
別
添
２
（
認
証
の
取
消
し
の
例
）
を
参
考
と
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
文
書
警
告
又
は
改
善
命
令
を
行

う
と
き
は
、
別
添
３
（
認
証
の
警
告
書
の
例
）
又
は
別
添
４
（
改
善
命
令
書
の
例
）
を
参
考
と
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
改
善
命
令
書
は
、
警
告
書
よ
り
厳
し
い
「
改
善
が
図
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
認
証
の
取
消
し
を
行
う
」
等
の
文
書

表
現
を
含
む
も
の
と
す
る
。
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書
よ
り
厳
し
い
「
改
善
が
図
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
認
証
の
取
消
し
を
行
う
」
等
の
文
書
表
現
を
含
む
も
の
と
す
る
。
 

(
2
)
～
(5
)
 （

略
）
 

(
6
)
 
「
１
 
通
則
」
(
1)
の
口
頭
注
意
、
文
書
警
告
の
別
に
つ
い
て
は
、
次
表
の
と
お
り

と
す
る
。

な
お
、

地
方
運

輸
局
長
に

よ
る
文
書

警
告
は

、
過
去

２
年
以
内
に

行
政
処

分
等
（

口
頭
注
意
を

除
く
。
）
を
受

け
て

い
な
い
場

合
に
は

、
運
輸

支
局

長
（
運
輸

監
理
部

長
及
び

陸
運
事
務
所

長
を
含

む
。
）

に
よ

る
文
書
警

告
と
す

る
こ
と

が
で
き
る
も

の
と
す

る
。

 

  

事
業
の
種
類
 

 

上
段
：
当
該
事
業
場
の
違
反
点
数
の
合
計
 

下
段
：
口
頭
注
意
又
は
文
書
警
告
の
別
 

（
略
）
 

 
 

 

 
 

 

(
7
)
～
(8
) 
（
略
）
 

(9
) 
「
１
 
通
則
」
(
3
)の

行
政
処
分
審
査
委
員
会
に
お
け
る
行
政
処
分
等
の
量
定
の
加
重
等
の
取
扱
い
は
、
次
に
よ
る
も
の
と

す
る
。
 

①
 
（
略
）
 

②
 
前
号
の
ほ
か
、
行
政
処
分
等
を
行
お
う
と
す
る
違
反
事
項
に
つ
い
て
、
故
意
・
過
失
等
の
高
度
な
判
断
を
要
す
る

場
合
で
あ
っ
て
委
員
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
別
表
１
、
別
表
２
及
び
別
表
３
並
び
に
第
５
項
(
3
)の

適
用
に

関
し
、
そ
の
取
扱
い
（
違
反
点
数
に
係
る
変
更
を
除
く
。）

を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

(
1
0
)
 「

１
 
通
則
」
(3
)
の
行
政
処
分
審
査
委
員
会
に
お
け
る
審
査
状
況
に
つ
い
て
は
、
年
度
分
を
取
り
ま
と
め
、
翌
年
度
４

月
末
日
ま
で
に
物
流
・
自
動
車
局
自
動
車
整
備
課
あ
て
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(
1
1
)
 （

略
）
  

 ３
  
「
２
 
違
反
点
数
の
取
扱
い
」
関
係
 

(
1
)
 「

２
 
違
反
点
数
の
取
扱
い
」
(
2
)の

累
積
点
数
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。
 

①
 
「
３
 
認
証
事
業
者
の
行
政
処
分
」
(
3
)②

に
よ
り
、
事
業
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
認
証
事
業
者
に
係
る
累
積

点
数
及
び
指
定
事
業
者
に
係
る
累
積
点
数
は
、
処
分
の
終
了
日
を
も
っ
て
消
滅
す
る
も
の
と
す
る
。
 

②
 
「
４
 
指
定
事
業
者
の
行
政
処
分
」
(
3
)②

に
よ
り
、
保
安
基
準
適
合
証
等
の
交
付
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
に
は
、

指
定
事
業
者
に
係
る
累
積
点
数
は
、
処
分
の
終
了
日
を
も
っ
て
消
滅
す
る
も
の
と
す
る
。
 

③
～
⑤
（
略
）
 

(
2
)
 
（
略
）
 

(
3
)
 「

２
 
違
反
点
数
の
取
扱
い
」
(
1
)③

及
び
(
2
)②

で
い
う
「
過
去
１
年
以
内
」
、
「
過
去
２
年
以
内
」
及
び
「
累
計
期
間
」

の
起
算
日
は
、
違
反
事
実
を
確
認
し
た
最
終
監
査
日
と
す
る
。
 

 ４
 
「
３
 
認
証
事
業
者
の
行
政
処
分
」
関
係
 

(
1
)
 
「
３
 
認
証
事
業
者
の
行
政
処
分
」
の
「
組
織
的
悪
質
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
」
と
は
、
複
数
の
事
業
場
を
持
つ
事
業
者

の
内
部
組
織
で
あ
る
経
営
管
理
部
門
、
人
事
部
門
、
サ
ー
ビ
ス
部
門
ま
た
は
整
備
統
括
管
理
部
門
の
責
任
者
若
し
く
は
責

任
者
を
補
佐
す
る
者
で
あ
っ
て
、
か
つ
複
数
事
業
場
に
指
示
で
き
る
立
場
の
者
が
違
反
行
為
を
意
図
的
に
指
示
し
て
い
た

場
合
、
違
反
行
為
を
行
う
蓋
然
性
を
認
識
し
な
が
ら
違
反
行
為
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
指
示
を
し
て
い
た
場
合
、
違
反
行

 (
2)

~(
5)
 
（
略
）

 

(
6)
 
「
１
 
通
則
」
(

1)
の
口
頭
注
意
、
文
書
警
告
に
つ
い
て
は
、
次
表
の
と
お
り

と
す
る
。
な

お
、
地
方
運

輸
局

長
に
よ
る
文

書
警
告
は

、
過
去

２
年
以

内
に
行
政
処

分
等
（

口
頭
注

意
を
除
く
。
）
を
受
け

て
い
な

い
場
合
に
は

、
運
輸

支
局
長
（

運
輸

監
理
部
長

及
び
陸

運
事
務

所
長
を
含
む

。
）
に

よ
る
文

書
警

告
と
す
る

こ
と
が

で
き
る

も
の
と
す

る
。

 

  

  

上
段
：
当
該
事
業
場
の
違
反
点
数
の
合
計

 

下
段
：
口
頭
注
意
又
は
文
書
警
告
の
種
類

 

（
略
）

 
 

 
 

 
 

   
(
7
)
～
(8
)
 （

略
）
  

(9
) 

「
１
 
通
則
」
(
3)
の
行
政
処
分
審
査
委
員
会
に
お
け
る
行
政
処
分
等
の
量
定
の
加
重
等
の
取
扱
い
は
、
次
に
よ
る
も
の
と

す
る
。
 

①
 
（
略
）
 

②
 
前
号
の
ほ
か
、
行
政
処
分
等
を
行
お
う
と
す
る
違
反
事
項
に
つ
い
て
、
故
意
・
過
失
等
の
高
度
な
判
断
を
要
す
る
場
合
で

あ
っ
て
委
員
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
別
表
１
、
別
表
２
及
び
別
表
３
並
び
に
第
５
項
(
2)
の
適
用
に
関
し
、
そ
の
取

扱
い
（
違
反
点
数
に
係
る
変
更
を
除
く
。）

を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

(
1
0
)
 「

１
 
通
則
」
(3
)
の
行
政
処
分
審
査
委
員
会
に
お
け
る
審
査
状
況
に
つ
い
て
は
、
年
度
分
を
取
り
ま
と
め
、
翌
年
度
４
月

末
日
ま
で
に
自
動
車
局
整
備
課
あ
て
報
告
す
る
。
 

(
1
1
)
 （

略
）
  

 ３
  
「
２
 
違
反
点
数
の
取
扱
い
」
関
係

 

(
1)

 「
２
 
違
反
点
数
の
取
扱
い
」
(

2)
の
累
積
点
数
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。

 

 
①
 
「
３
 
認
証
事
業
者
の
行
政
処
分
」
(

1)
②
に
よ
り
、
事
業
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
認
証
事
業
者
に
係
る
累
積
点
数

及
び
指
定
事
業
者
に
係
る
累
積
点
数
は
、
処
分
の
終
了
日
を
も
っ
て
消
滅
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 
②
 
「
４
 
指
定
事
業
者
の
行
政
処
分
」
(

1)
②
に
よ
り
、
保
安
基
準
適
合
証
等
の
交
付
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
に
は
、
指
定

事
業
者
に
係
る
累
積
点
数
は
、
処
分
の
終
了
日
を
も
っ
て
消
滅
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 
③
～
⑤
（
略
）

 

(
2)

 （
略
）

 

  
(

3)
 「

２
 
違
反
点
数
の
取
扱
い
」
(

1)
③
及
び
(

2)
②
で
い
う
「
過
去
１
年
以
内
」
、「

過
去
２
年
以
内
」
及
び
「
累
計
期
間
」
の

起
算
日
は
、
違
反
事
実
を
確
認
し
た
最
終
監
査
日
と
す
る
。

 

 ４
 
「
３
 
認
証
事
業
者
の
行
政
処
分
」
関
係

 

 
 
（
新
設
）
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為
若
し
く
は
こ
れ
を
証
す
る
も
の
を
隠
蔽
し
て
い
た
場
合
、
違
反
行
為
を
繰
り
返
し
行
っ
て
い
た
場
合
又
は
違
反
行
為
を

知
り
な
が
ら
黙
認
し
て
い
た
場
合
を
い
う
。
 

(
2
)
 
「
３
 
認
証
事
業
者
の
行
政
処
分
」
の
「
違
反
行
為
が
社
会
的
問
題
と
な
る
悪
質
な
行
為
」
と
は
、
例
え
ば
、
懲
役
又
は

罰
金
等
の
罰
則
の
適
用
を
受
け
社
会
か
ら
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
や
、
そ
の
不
正
行
為
が
一
般
社
会
に
対
し
て
被
害
や
損
害

を
与
え
る
等
悪
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
を
い
う
。
 

 ５
 
「
４
 
指
定
事
業
者
の
行
政
処
分
」
関
係
 

(
1
)
 
「
４
 
指
定
事
業
者
の
行
政
処
分
」
の
「
組
織
的
悪
質
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
」
と
は
、
４
(
1)
と
同
様
と
す
る
。
 

(
2
)
 
「
４
 
指
定
事
業
者
の
行
政
処
分
」
の
「
違
反
行
為
が
社
会
的
問
題
と
な
る
悪
質
な
行
為
」
と
は
、
４
(
2)
と
同
様
と
す

る
。
 

（
略
）
 

(
3
)
 
「
４
 
指
定
事
業
者
の
行
政
処
分
」
(
5
)に

つ
い
て
は
、
当
該
車
両
が
当
該
違
反
行
為
に
起
因
す
る
事
故
に
至
っ
て
お
ら

ず
、
自
動
車
検
査
員
の
故
意
以
外
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
違
反
の
と
き
又
は
指
定
事
業
者
の
行
政
処
分
等
が
口
頭
注
意

若
し
く
は
文
書
警
告
の
と
き
は
、
「
４
 
指
定
事
業
者
の
行
政
処
分
」
(
5)
⑥
及
び
別
表
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
文
書
警

告
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
な
お
、
２
(
6
)に

よ
り
当
該
指
定
事
業
者
の
処
分
を
運
輸
支
局
長
に
よ
る
文
書
警
告
と
し
た
場
合
に
は
、
自
動
車
検
査
員

に
つ
い
て
も
運
輸
支
局
長
に
よ
る
文
書
警
告
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

①
 
「
４
 
指
定
事
業
者
の
行
政
処
分
」
(
5
)①

～
⑤
に
該
当
す
る
場
合
（
不
正
改
造
車
２
台
以
上
に
対
し
て
保
安
基
準

に
適
合
す
る
旨
の
証
明
を
行
っ
た
場
合
及
び
２
台
以
上
に
つ
い
て
不
正
改
造
を
実
施
し
た
場
合
を
除
く
。）

で
あ
っ

て
、
過
去
２
年
以
内
に
文
書
警
告
に
該
当
す
る
法
令
違
反
が
な
か
っ
た
と
き
。
 

②
（
略
）
 

(
4
)
 自

動
車
検
査
員
に
係
る
行
政
処
分
等
は
、
他
の
自
動
車
検
査
員
に
対
し
法
令
違
反
を
指
示
す
る
等
、
直
接
法
令
違
反
を
行

っ
て
い
な
い
自
動
車
検
査
員
も
対
象
と
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(
5
)
 
違
反
行
為
に
つ
い
て
当
該
事
業
者
に
よ
る
組
織
的
悪
質
性
が
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
自
動
車
検
査
員
が
「
４
 
指
定
事
業
者

の
行
政
処
分
」
(
5)
②
～
④
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
自
動
車
検
査
員
が
行
っ
た
違
反
行
為
を
自
主
申
告
す
る
こ

と
に
よ
り
、
当
該
事
業
者
の
法
令
違
反
の
解
明
に
寄
与
し
、
か
つ
、
当
該
自
動
車
検
査
員
の
悪
質
性
が
低
い
と
認
め
ら
れ

る
場
合
は
、
当
該
自
動
車
検
査
員
に
対
し
解
任
命
令
に
代
わ
り
文
書
警
告
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
違
反
行
為
に
起
因
す
る
事
故
が
発
生
し
て
い
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

 ６
 
（
略
）
 

 （
略
）

 

附
則
（
令
和
７
年
３
月

3
1
日
付
け
 
国
自
整
第

2
6
4
号
）
 

 
１
．
こ
の
通
達
は
、
令
和
７
年
６
月

30
日
以
降
に
行
わ
れ
た
違
反
行
為
に
適
用
す
る
。
 

  
２
．
こ
の
通
達
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
違
反
行
為
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の
基
準
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

も
の
と
す
る
。
 

 

  

 
 
「
３
 
認
証
事
業
者
の
行
政
処
分
」
の
「
違
反
行
為
が
社
会
的
問
題
と
な
る
悪
質
な
行
為
」
と
は
、
例
え
ば
、
懲
役
又
は
罰

金
等
の
罰

則
の
適

用
を
受
け
社

会
か
ら

問
題
視

さ
れ
る
こ
と

や
、
そ

の
不
正

行
為
が
一
般

社
会
に

対
し
て

被
害
や
損
害

を
与

え
る
等
悪
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
を
い
う
。

 

 ５
 
「
４
 
指
定
事
業
者
の
行
政
処
分
」
関
係

 

 
（
新
設
）

 

 
(

1)
「
４
 
指
定
事
業
者
の
行
政
処
分
」
の
「
違
反
行
為
が
社
会
的
問
題
と
な
る
悪
質
な
行
為
」
と
は
、
４
と
同
様
と
す
る
。

 

（
略
）

 

 

(
2)

 「
４
 
指
定
事
業
者
の
行
政
処
分
」
(

3)
に
つ
い
て
は
、
当
該
車
両
が
当
該
違
反
行
為
に
起
因
す
る
事
故
に
至
っ
て
お
ら
ず
、

自
動
車
検
査
員
の
故
意
以
外
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
違
反
の
と
き
又
は
指
定
事
業
者
の
行
政
処
分
等
が
口
頭
注
意
若
し
く

は
文
書
警
告
の
と
き
は
、「

４
 
指
定
事
業
者
の
行
政
処
分
」
(
3)

⑥
及
び
別
表
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
文
書
警
告
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

 
な
お
、

２
(

6)
に
よ
り
当
該
指
定
事
業

者
の
処
分
を
運
輸

支
局
長
に

よ
る
文
書
警
告
と

し
た
場
合

に
は
、
自
動
車
検

査
員
に

つ
い
て
も
運
輸
支
局
長
に
よ
る
文
書
警
告
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

 
①
 
「
４
 
指
定
事
業
者
の
行
政
処
分
」
(3

)
①
～
⑤
に
該
当
す
る
場
合
（
不
正
改
造
車
２
台
以
上
に
対
し
て
保
安
基
準

に
適
合
す
る
旨
の
証
明
を
行
っ
た
場
合
及
び
２
台
以
上
に
つ
い
て
不
正
改
造
を
実
施
し
た
場
合
を
除
く
。）

で
あ
っ
て
、

過
去
２
年
以
内
に
文
書
警
告
に
該
当
す
る
法
令
違
反
が
な
か
っ
た
と
き
。

 

 
②
（
略
）

 

 
(
3)

 自
動
車
検
査
員
に
係
る
行
政
処
分
等
は
、
他
の
自
動
車
検
査
員
に
対
し
法
令
違
反
を
指
示
す
る
等
、
直
接
法
令
違
反
を
行
っ

て
い
な
い
自
動
車
検
査
員
も
対
象
と
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 
（
新
設
）

 

     ６
 
（
略
）

 

 （
略
）
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（
新
）

 
（
旧
）

 
別
表
１

  
 自

動
車
特
定
整
備
事
業
に
係
る
違
反
点
数

 
 
違
反
条
項

 
 

違
反
事
項

 
 

具
体
的
違
反
事
例

 
 違

反
点
数

 
 

備
 

考
 

 法
第

29
条

 
  

 ・
車
台
番
号
等
の

不
正
打
刻

 
 

 ・
車
台
番
号
、
原
動
機
の

型
式
の
不
正
打
刻

 

 30
点

／

台
 

 

 １
台

の
自

動
車

の
車

台
番
号
及

び
原

動
機

の
型

式
の

双
方

を
行
っ
た

場
合

に
は

60
点
／
台

 

 法
第

31
条

 
    

 ･
車

台
番

号
等

の

塗
ま
つ
行
為
等

 
   

 ・
車
台
番
号
、
原
動
機
型

式
の
塗
ま
つ
、
切
り
接
ぎ

等
 

   

 10
点

／

台
 

   

 １
台

の
自

動
車

の
車

台
番
号
及

び
原

動
機

の
型

式
の

双
方

を
行
っ
た

場
合

に
は

20
点
／
台

 
故

意
に

車
台

番
号

、
原

動
機
型

式
の

塗
ま

つ
、

切
り

接
ぎ

等
を
行
っ

た
場

合
に
は
、

30
点
／
台

 

（
削
除
）

 
      

 
 

 
 

（
略
）

 
 

 
 

 
 法
第

90
条

 
    

 ･
特

定
整

備
作

業

不
適
切

 
   

 ①
特
定
整
備
に
係
る
部
分

が
保
安
基
準
に
不
適
合

 
 ②
特
定
整
備
作
業
に
重
大

な
瑕
疵
が
あ
っ
た

 

 10
点

／

台
 

 15
点

／

台
 

 ・
指

定
整

備
記

録
簿

上
の
特
定

整
備

に
か
か
る
部
分
の
違
反
を
含
む

 
・
事
故
を
惹
起
し
た
場
合
に
は

30
点

／
台

 
 

 法
第

91
条

-1
項

 
        

 ･
特

定
整

備
記

録

簿
の
備
付
け

 
  ・
記
載
違
反

 
      

 ①
特
定
整
備
記
録
簿
の
虚

偽
記
載

 
 ②
故
意
以
外
に
よ
る
特
定

整
備
記
録
簿
の
記
載
な
し

 
 ③
故
意
に
よ
る
特
定
整
備

記
録
簿
の
記
載
な
し

 
  ④
特
定
整
備
記
録
簿
の
一

部
記
載
漏
れ
、
記
載
誤
り

 
 

 15
点

 
  
３
点

 
  
６
点

 
   
１
点

 
  

 ・
指

定
整

備
記

録
簿

上
の
特
定

整
備

に
か
か
る
部
分
の
違
反
を
含
む

 
   ③
不
正
改
造
状
態
の
場
合
は

15
点

 
注
１
－
２

 
    

別
表
１

  
 自

動
車
特
定
整
備
事
業
に
係
る
違
反
点
数

 
 
違
反
条
項

 
 

違
反
事
項

 
 

具
体
的
違
反
事
例

 
 違

反
点
数

 
 

備
 

考
 

 法
第

29
条

 
  

 ・
車
台
番
号
等
の

不
正
打
刻

 
 

 ・
車
台
番
号
、
原
動
機
の

型
式
の
不
正
打
刻

 
 

 30
点

／

台
 

 

 １
台

の
自

動
車

の
車

台
番
号
及

び
原

動
機

の
型

式
の

双
方

を
行
っ
た

場
合

に
は

60
点
／
台

 

 法
第

31
条

 
    

 ･
車

台
番

号
等

の

塗
ま
つ
行
為
等

 
   

 ・
車
台
番
号
、
原
動
機
型

式
の
塗
ま
つ
、
切
り
接
ぎ

等
 

   

 10
点

／

台
 

    

 １
台

の
自

動
車

の
車

台
番
号
及

び
原

動
機

の
型

式
の

双
方

を
行
っ
た

場
合

に
は

20
点
／
台

 
故

意
に

車
台

番
号

、
原

動
機
型

式
の

塗
ま

つ
、

切
り

接
ぎ

等
を
行
っ

た
場

合
に
は
、

30
点
／
台

 

 法
第

78
条

-1
項

 
     

 ・
事

業
場

(場
所

)
違
反

 
     

 ・
認
証
を
受
け
た
作
業
場

以
外
で
特
定
整
備
を
実
施

 
     

 
５
点

 
      

 次
に
掲
げ
る
作
業
を
含
む
。

 
・

完
成

検
査

場
で

の
エ

ー
ミ
ン

グ
作

業
以

外
の

電
子

制
御

装
置
整
備

の
実

施
 

・
電

子
制

御
装

置
点

検
整
備
作

業
場

（
施

行
規

則
第

３
条

第
８
号
ハ

の
み

行
う
作
業
場
に
限
る
。）

で
の
同
号
ハ

以
外
の
電
子
制
御
装
置
整
備
の
実
施

 

（
略
）

 
 

 
 

 
 法
第

90
条

 
    

 ･
特

定
整

備
作

業

不
適
切

 
   

 ①
特
定
整
備
に
係
る
部
分

が
保
安
基
準
に
不
適
合

 
 ②
特
定
整
備
作
業
に
重
大

な
瑕
疵
が
あ
っ
た

 

 10
点

／

台
 

 10
点

／

台
 

 事
故
を
惹
起

し
た
場
合

に
は

30
点

／
台

 
 事

故
を
惹
起

し
た
場
合

に
は

30
点

／
台

 

 法
第

91
条

-1
項

 
       

 ･
特

定
整

備
記

録

簿
の
備
付
け
・
記

載
違
反

 
      

 ①
特
定
整
備
記
録
簿
の
虚

偽
記
載

 
 ②
特
定
整
備
記
録
簿
の
記

載
な
し

 
 （
新
設
）

 
   ③
特
定
整
備
記
録
簿
の
一

部
記
載
漏
れ
、
記
載
誤
り

 
 

 10
点

 
  
３
点

 
      
１
点

 
  

 （
新
規
）

 
  不
正
改
造
状
態
の
場
合
は

10
点

 
注
１
－
２
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⑤
故
意
以
外
に
よ
り
特
定

整
備
記
録
簿
を
備
え
付
け

て
い
な
い

 
 ⑥
故
意
に
よ
り
特
定
整
備

記
録
簿
を
備
え
付
け
て
い

な
い

 
 

３
点

 
  
６
点

 

  

   
  

  
-2

項
 

  

 ･
特

定
整

備
記

録

簿
の

交
付

義
務

違
反

 

 ①
故
意
以
外
に
よ
り
使
用

者
へ
特
定
整
備
記
録
簿
の

写
し
を
交
付
し
て
い
な
い

 
  ②
故
意
に
よ
り
使
用
者
へ

特
定
整
備
記
録
簿
の
写
し

を
交
付
し
て
い
な
い

 
 

 
３
点

 
   
６
点

 

 注
１
－
２

 
  

   
  

  
-3

項
 

  

 ･
特

定
整

備
記

録

簿
の

保
存

義
務

違
反

 

 ①
故
意
以
外
に
よ
り
特
定

整
備
記
録
簿
を
２
年
間
保

存
し
て
い
な
い

 
 ②
故
意
に
よ
り
特
定
整
備

記
録
簿
を
２
年
間
保
存
し

て
い
な
い

 
 

 
３
点

 
  
６
点

 

 不
正
改
造
状
態
の
場
合
は

10
点

 
注
１
－
２

 
 

 法
第

91
条
の

2[
則
第

57
条

] 
    

 ･
設

備
、

従
業

員

の
基
準
不
適
合

 
    

 ①
設
備
が
認
証
基
準
の
要

件
を
満
た
し
て
い
な
い

 
 ②
従
業
員
が
認
証
基
準
の

要
件
を
満
た
し
て
い
な
い

 
 

 
６
点

 
  
６
点

 
   

 ①
次
に
掲
げ
る
作
業
を
含
む
。

 
・

電
子

制
御

装
置

点
検

整
備
作

業
場

の
共

用
設

備
の

管
理

体
制

の
不

備

（
管
理
者
、
距
離
、
能
力
、
契
約
及
び

車
両
置
場
の
附
置
）

 
・
離
れ
た
作
業
場
の
保
守
管
理
不
備

 

 法
第

91
条
の

3[
則
第

62
条

の
2の

2 -
1項

-1
] 

 ･
料

金
表

の
掲

示
、
掲
載
違
反

 
  

 ①
料
金
表
を
掲
示
・
掲
載

せ
ず
又
は
内
容
が
不
適
切

 
②
料
金
表
を
見
易
い
位
置

に
掲
示
・
掲
載
し
て
い
な

い
 

 
５
点

 
 
１
点

 
 

     
（
略
）

 
 

 
 

 
  

 ･
点

検
整

備
料

金

の
過
剰
請
求

 
  

 ・
故
意
以
外
に
よ
る
点
検

整
備
料
金
の
過
剰
請
求

 
・
故
意
に
よ
る
点
検
整
備

料
金
の
過
剰
請
求

 

 
６
点

 
 12

点
 

 

    

法
第

91
条
の

3[
則
第

62
条

の
2の

2 -
1項

-3
] 

④
特
定
整
備
記
録
簿
を
備

え
付
け
て
い
な
い

 
 （
新
設
）

 
    

３
点

 
 

 

   
  

  
-2

項
 

      

 ･
特

定
整

備
記

録

簿
の

交
付

義
務

違
反

 

 ・
使
用
者
へ
特
定
整
備
記

録
簿
の
写
し
を
交
付
し
て

い
な
い

 

 
３
点

 
  

 注
１
－
２

 
  

   
  

  
-3

項
 

     

 ･
特

定
整

備
記

録

簿
の

保
存

義
務

違
反

 

 ・
特
定
整
備
記
録
簿
を
２

年
間
保
存
し
て
い
な
い

 
 （
新
設
）

 

 
３
点

 
  

 不
正
改
造
状
態
の
場
合
は

10
点

 
注
１
－
２

 
 

 法
第

91
条
の

2[
則
第

57
条

] 
    

 ･
設

備
、

従
業

員

の
基
準
不
適
合

 
    

 ①
設
備
が
認
証
基
準
の
要

件
を
満
た
し
て
い
な
い

 
 ②
従
業
員
が
認
証
基
準
の

要
件
を
満
た
し
て
い
な
い

 
 

 
６
点

 
  
６
点

 
   

 ①
次
に
掲
げ
る
作
業
を
含
む
。

 
・

電
子

制
御

装
置

点
検

整
備
作

業
場

の
共

用
設

備
の

管
理

体
制

の
不

備

（
管
理
者
、
距
離
、
能
力
、
契
約
及
び

車
両
置
場
の
附
置
）

 
・
離
れ
た
作
業
場
の
保
守
管
理
不
備

 

 法
第

91
条
の

3[
則
第

62
条

の
2の

2 -
1項

-1
] 

 ･
料

金
表

の
掲

示

違
反

 
  

 ①
料
金
表
を
掲
示
せ
ず
又

は
内
容
が
不
適
切

 
②
料
金
表
を
見
易
い
位
置

に
掲
示
し
て
い
な
い

 

 
３
点

 
 
１
点

 
 

     
（
略
）

 
 

 
 

 
  

 ･
点

検
整

備
料

金

の
過
剰
請
求

 
  

 ・
点
検
整
備
料
金
の
過
剰

請
求

 
（
新
設
）

 
 

 
６
点

 
   

    

法
第

91
条
の

3[
則
第

62
条

の
2の

2 -
1項

-3
] 
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（
略
）

 
 

 
 

 
 法
第

91
条
の

3[
則
第

62
条

の
2の

2 -
1項

-6
の

4]
 

 

 ・
検
査
整
備
用
電

子
情

報
処

理
組

織
の

真
正

性
確

保
違
反

 
 

 ①
O

BD
検
査
及
び

O
BD

確
認
に
係
る
不
正
な
デ
ー

タ
を
送
信
し
た

 
  ②
～
③
（
略
）

 
 

  1
5
点

 
  

 （
略
）

 
 

 法
第

91
条
の

3[
則
第

62
条

の
2の

2 -
1項

-7
] 

   

 ･
整

備
主

任
者

選

任
違
反
等

 
     

 ①
整
備
主
任
者
が
い
な
い

 
②
整
備
主
任
者
が
他
の
事

業
場
を
兼
務

 
③
整
備
主
任
者
の
特
定
整

備
等
に
関
す
る
統
括
管
理

不
備

 

 10
点

 
10

点
 

 
５
点

 
  

         
（
略
）

 
 

 
 

 
 法
第

91
条
の

3[
則
第

62
条

の
2の

2 
-1

項

-9
] 

 ・
 
訪
問
特
定
整

備
等

の
適

切
な

実
施

の
た

め
に

必
要

な
要

件
違

反
 

 ①
認
証
を
受
け
た
作
業
場

又
は
訪
問
特
定
整
備
の
作

業
場
と
し
て
届
け
出
た
場

所
以
外
の
場
所
で
特
定
整

備
を
実
施

 
         ②
一
定
の
期
間
を
超
え
て

訪
問
特
定
整
備
等
を
実
施
 

 ③
作
業
場
の
要
件
を
満
た

さ
な
い
場
所
で
訪
問
特
定

整
備
等
を
実
施

 
 ④
法
第

94
条
の

5-
1
項

 
15

点
 

             
15

点
 

  
15

点
 

   
15

点
／

 ①
次
に
掲
げ
る
作
業
を
含
む
。

 
・

完
成

検
査

場
で

の
エ

ー
ミ
ン

グ
作

業
以

外
の

電
子

制
御

装
置
整
備

の
実

施
 

・
電

子
制

御
装

置
点

検
整
備
作

業
場

（
施

行
規

則
第

３
条

第
８
号
ハ

の
み

行
う
作
業
場
に
限
る
。）

で
の
同
号
ハ

以
外
の
電
子
制
御
装
置
整
備
の
実
施

 
・

自
動

車
の

使
用

者
等

か
ら
依

頼
を

受
け

た
事

業
者

か
ら

依
頼
を
受

け
て

訪
問

特
定

整
備

を
実

施
（
訪
問

特
定

整
備
の
再
委
託
（
外
注
）
を
請
け
負
っ

て
作
業
を
実
施
）

 
        ④
・
５
台
以
上
は
取
消

 

（
略
）

 
 

 
 

 
 法
第

91
条
の

3[
則
第

62
条

の
2の

2 -
1項

-6
の

4]
 

 

 ・
検
査
整
備
用
電

子
情

報
処

理
組

織
の

真
正

性
確

保
違
反

 
 

 ①
O

BD
検
査
及
び

O
BD

確
認
に
係
る
不
正
な
デ
ー

タ
を
送
信
し
た

 
  ②
～
③
（
略
）

 
 

  1
0
点

 
  

 （
略
）

 
 

 法
第

91
条
の

3[
則
第

62
条

の
2の

2 -
1項

-7
] 

   

 ･
整

備
主

任
者

選

任
違
反
等

 
     

 ①
整
備
主
任
者
が
い
な
い

 
②
整
備
主
任
者
が
他
の
事

業
場
を
兼
務

 
③
整
備
主
任
者
の
特
定
整

備
等
に
関
す
る
統
括
管
理

不
備

 

 
６
点

 
６
点

 
 
３
点

 
  

         
（
略
）

 
 

 
 

 
 （
新
設
）
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の
整
備
と
し
て
訪
問
特
定

整
備
を
実
施

 
  ⑤
限
定
訪
問
特
定
整
備
の

範
囲
に
含
ま
れ
て
い
な
い

特
定
整
備
を
限
定
訪
問
特

定
整
備
と
し
て
実
施

 
      ⑥
訪
問
特
定
整
備
等
を
行

う
た
め
に
必
要
な
届
出
、

変
更
届
出
未
提
出
 

 ⑦
訪
問
特
定
整
備
等
を
行

う
た
め
に
必
要
な
届
出
、

変
更
届
出
に
お
け
る
虚
偽

の
内
容
の
提
出
 

 ⑧
作
業
者
の
要
件
を
満
た

さ
な
い
者
が
訪
問
特
定
整

備
等
を
実
施

 
 ⑨
訪
問
特
定
整
備
等
管
理

者
に
よ
る
訪
問
特
定
整
備

等
に
関
す
る
事
項
の
統
括

管
理
不
備
 

   ⑩
訪
問
特
定
整
備
等
教
育

の
全
部
又
は
一
部
未
実
施

 
 ⑪
訪
問
特
定
整
備
等
教
育

記
録
を
２
年
間
保
存
し
て

台
 

   
15

点
／

台
 

        
６
点

 
   

15
点

 
    

15
点

 
   

15
点

 
      

６
点

 
  

６
点

 
 

・
保

安
基

準
適

合
証

を
交
付
し

車
検

手
続

き
を

行
っ

た
指

定
整
備
工

場
の

特
定
整
備
事
業
に
適
用
す
る
。

 
 ⑤
・
５
台
以
上
は
取
消

 
・
法
第

48
条

-1
項
の
点
検
又
は
法

第
94

条
の

5-
1
項
の
整
備
と
し
て

実
施
し
た
も
の
を
含
む

 
・

自
動

車
の

使
用

者
等

か
ら
依

頼
を

受
け

た
事

業
者

か
ら

依
頼
を
受

け
て

限
定

訪
問

特
定

整
備

を
実
施
（

限
定

訪
問
特
定
整
備
の
再
委
託
（
外
注
）
を

請
け
負
っ
て
作
業
を
実
施
）
を
含
む

 
              ⑨
次
に
掲
げ
る
も
の
を
含
む
。

 
・

訪
問

特
定

整
備

等
管

理
者
が

い
な

い
 

・
訪

問
特

定
整

備
等

管
理
者
が

他
の

事
業

場
の

訪
問

特
定

整
備
等
管

理
者

を
兼
務

 
 注
１
－
３

 
  ⑪

訪
問

特
定

整
備

等
教

育
記
録

を
作

成
し
て
い
な
い
場
合
も
含
む
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い
な
い

 
 ⑫
訪
問
特
定
整
備
等
を
行

う
た
め
に
必
要
な
届
出
に

係
る
事
業
場
に
お
い
て
特

定
整
備
を
適
切
に
実
施
で

き
る
体
制
を
確
保
し
て
い

な
い

 
 ⑬
訪
問
特
定
整
備
等
を
行

う
場
所
に
お
い
て
証
票
を

掲
示
し
て
い
な
い

 
 ⑭
訪
問
特
定
整
備
等
の
料

金
表
を
掲
載
せ
ず
又
は
内

容
が
不
適
切

 
 ⑮
訪
問
特
定
整
備
等
の
料

金
表
を
見
易
い
場
所
に
掲

載
し
て
い
な
い

 
 ⑯
訪
問
特
定
整
備
士
等
の

身
分
証
の
不
携
帯
又
は
未

提
示

 
 ⑰
作
業
前
の
依
頼
者
へ
の

説
明
等
の
未
実
施
又
は
虚

偽
の
説
明
等

 
 ⑱
作
業
後
の
依
頼
者
へ
の

説
明
等
の
未
実
施
又
は
虚

偽
の
説
明
等

 
 ⑲
実
施
し
た
訪
問
特
定
整

備
等
に
係
る
電
磁
的
記
録

に
虚
偽
記
録
し
た

 
 ⑳
実
施
し
た
訪
問
特
定
整

備
等
に
係
る
電
磁
的
記
録

  
15

点
 

      
６
点

 
   

10
点

 
   

２
点

 
   

６
点

 
   

12
点

 
   

12
点

 
   

15
点

 
   

15
点

 
 

注
１
－
３

 
        ⑬

自
ら

管
理

す
る

ウ
ェ

ブ
サ
イ

ト
に

証
票

を
掲

載
し

て
い

な
い
こ
と

を
含

む
 

                         注
１
－
４
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を
作
成
し
な
か
っ
た

 
 ㉑
実
施
し
た
訪
問
特
定
整

備
等
に
係
る
電
磁
的
記
録

の
一
部
記
録
漏
れ
、
記
録

誤
り

 
 ㉒
実
施
し
た
訪
問
特
定
整

備
等
に
係
る
電
磁
的
記
録

を
２
年
間
保
存
し
て
い
な

い
 

 ㉓
訪
問
特
定
整
備
等
の
適

切
な
実
施
の
た
め
に
必
要

な
要
件
を
満
た
さ
な
い
又

は
満
た
さ
な
い
お
そ
れ
が

あ
る
場
合
に
報
告
せ
ず
、

又
は
虚
偽
の
報
告
を
行
っ

た
 

 ㉔
訪
問
特
定
整
備
等
の
体

制
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
、

第
三
者
評
価
を
受
け
て
い

な
い

 
 

  
２
点

 
    

12
点

 
    

15
点

 
       

15
点

 

       注
１
－
４

 
    ㉓

訪
問

特
定

整
備

士
等

そ
の
他

の
第

三
者

に
重

大
な

危
害

が
発
生
し

た
場

合
に

報
告

せ
ず

、
又

は
虚
偽
の

報
告

を
行
っ
た
こ
と
を
含
む
。

 
     

  
 ・
違
反
行
為
の
要

求
、
依
頼
等

 
      

 ・
違
反
行
為
の
要
求
、
依

頼
若
し
く
は
唆
し
又
は
幇

助
 

     

 15
点

 
       

 次
に
掲
げ
る
も
の
を
含
む
。

 
・

構
内

外
注

の
契

約
等

が
交
わ

さ
れ

て
い
な
い
（
６
点
と
す
る
）

 
・

認
証

を
受

け
て

い
な

い
事
業

者
に

対
す
る
特
定
整
備
の
外
注

 
・

不
正

改
造

の
実

施
を

依
頼
等

し
た

場
合

又
は

不
正

改
造

状
態
で
車

検
を

依
頼
等
し
た

場
合
に
は

15
点

／
台

（
５
台
以
上
は
取
消
し
）

 
・

ペ
ー

パ
ー

車
検

を
実

施
若
し

く
は

依
頼
等
し
た

場
合
に
は

25
点

／
台

（
3
台
以
上
は
取
消
し
）

 

法
第

91
条
の

3[
則
第

62
条

の
2の

2 -
1項

-1
0]

 
    （
略
）

 
 

 
 

 
法
第

93
条

 
-2

号
 

 

 ･
業

務
の

範
囲

の

限
定
違
反

 

 ①
対
象
と
す
る
自
動
車
の

種
類
以
外
を
特
定
整
備

 
②
業
務
の
範
囲
の
自
動
車

 
５
点

 
 
５
点

 

 ①
訪

問
特

定
整

備
等

の
場

合
は

10
点

 

                          法
第

91
条
の

3[
則
第

62
条

の
2の

2 -
1項

-9
] 

      

 ・
違
反
行
為
の
要

求
、
依
頼
等

 

 ・
違
反
行
為
の
要
求
、
依

頼
若
し
く
は
唆
し
又
は
幇

助
 

  

 
３
点

 
 

 次
に
掲
げ
る
も
の
を
含
む
。

 
・

構
内

外
注

の
契

約
等

が
交
わ

さ
れ

て
い
な
い

 
・

認
証

を
受

け
て

い
な

い
事
業

者
に

対
す
る
特
定
整
備
の
外
注

 
・

不
正

改
造

の
実

施
を

依
頼
等

し
た

場
合

又
は

ペ
ー

パ
ー

車
検
若
し

く
は

不
正

改
造

状
態

で
車

検
を
依
頼

等
し

た
場
合
に
は

15
点
／
台
（
５
第
以
上

は
取
消
し
）

 
  

（
略
）
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の
種
類
及
び
装
置
以
外
を

特
定
整
備

 
  

②
訪

問
特

定
整

備
等

の
場

合
は

10
点

 
 

（
略
）

 
 

 
 

（
略
）

 
 

 
 

 
 法
第

94
条
の

5     

 ･
適

合
証

等
の

不

正
交
付

 
   

 ①
ペ
ー
パ
ー
車
検

 
 ②
不
正
改
造
状
態
で
の
車

検
手
続

 
  

 15
点

／

台
 

15
点

／

台
 

  

・
保

安
基

準
適

合
証

を
交
付
し

車
検

手
続

き
を

行
っ

た
指

定
整
備
工

場
の

特
定
整
備
事
業
に
適
用
す
る
。

 
た

だ
し

、
現

車
提

示
の

必
要
な

車
両

に
は
適
用
し
な
い
。

  
①
３
台
以
上
は
取
消
し

  
②
５
台
以
上
は
取
消
し

 
 

（
略
）

 
 

 
 

 
注
１
－
１
：

 （
略
）

 
注
１
－
２
：「

記
録
簿
の
記
載
な
し
」
、「

使
用
者
へ
記
録
簿
の
写
し
を
交
付
し
て
い
な
い
」
及
び
「
記
録
簿
を
２
年
間
保
存
し
て
い
な

い
」
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
同
一
自
動
車
に
つ
い
て
複
数
の
違
反
事
項
が
該
当
し
て
も
、
１
項
目
の
み
の
違
反
点
数
を
適

用
す
る
。

 
注
１
－
３
「
訪
問
特
定
整
備
等
教
育
の
全
部
未
実
施
」
及
び
「
訪
問
特
定
整
備
等
教
育
記
録
を
２
年
間
保
存
し
て
い
な
い
の
項
目
に

つ
い
て
は
、
両
方
の
違
反
事
項
が
該
当
し
て
も
、
１
項
目
の
み
の
違
反
点
数
を
適
用
す
る
。

 
注
１
－
４
「
訪
問
特
定
整
備
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
作
成
し
な
か
っ
た
」
及
び
「
訪
問
特
定
整
備
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
２
年

間
保
存
し
て
い
な
い
」
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
同
一
自
動
車
に
つ
い
て
両
方
の
違
反
事
項
が
該
当
し
た
場
合
、
「
訪
問
特

定
整
備
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
作
成
し
な
か
っ
た
」
の
み
の
違
反
点
数
を
適
用
す
る
。

 
 

法
第

93
条

 
-2

号
 

     

 ･
業

務
の

範
囲

の

限
定
違
反

 
    

 ①
対
象
と
す
る
自
動
車
の

種
類
以
外
を
特
定
整
備

 
②
業
務
の
範
囲
の
自
動
車

の
種
類
及
び
装
置
以
外
を

特
定
整
備

 

 
５
点

 
  

 
５
点

 
  

 （
新
設
）

 
 （
新
設
）

 
  

（
略
）

 
 

 
 

（
略
）

 
 

 
 

 
 法
第

94
条
の

5      

 ･
適

合
証

等
の

不

正
交
付

 
     

（
新
設
）

 
・
ペ
ー
パ
ー
車
検
、
不
正

改
造
状
態
で
の
車
検
手
続

 
    

 15
点

／

台
 

     

 ５
台
以
上
は
取
消
し

 
保
安
基
準
適
合
証
を
交
付
し
車
検
手

続
き
を
行
っ
た
指
定
整
備
工
場
の
特

定
整
備
事
業
に
適
用
す
る
。

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

た
だ
し
、
現
車
提
示
の
必
要
な
車
両

に
は
適
用
し
な
い
。

 

（
略
）

 
 

 
 

 
注
１
－
１
：（

略
）

 
注
１
－
２
：「

記
録
簿
の
記
載
な
し
」
、「

使
用
者
へ
記
録
簿
の
写
し
を
交
付
し
て
い
な
い
」
及
び
「
記

 録
簿
を
２
年
間
保
存
し
て
い

な
い
」
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
同
一
自
動
車
に
つ
い
て
複
数
の
違
反
事
項
が
該
当
し
て
も
、
１
項
目
の
み
の
違
反
点
数
を

適
用
す
る
。

 
（
新
設
）

 

    （
新
）
 

（
旧
）
 

別
表
２
 指

定
自
動
車
整
備
事
業
に
係
る
違
反
点
数
 

 

 違
反
条
項
 

 

違
反
事
項
 

 

具
体
的
違
反
事
例
 

 違
反

点
数
 

 

備
 

考
 

 

（
略
）
 

 
 

 
 

 法
第

9
4
条
の

5 

-
1
項
 

      

（
略
）
 

 
 

 

 （
点
検
・
整
備
・
検

査
不
適
切
）
 

     

①
（
略
）
 

 
 

 ②
点

検
整

備
を

全
て

実
施

せ

ず
適
合
証
を
交
付
し
た
 

 4
5
点
／
台
  注

２
－
１
 

 

 ③
点

検
整

備
の

一
部

を
実

施

せ
ず
適
合
証
を
交
付
し
た
 

 

 1
0
点
／
台
 

  

 ・
電

子
制

御
装

置
整

備
の

一
部

作
業
の
外
注
違
反
を
含
む
。
 

注
２
－
１
 

注
２
－
５
 

別
表
２
 指

定
自
動
車
整
備
事
業
に
係
る
違
反
点
数
 

 

 違
反
条
項
 

 

違
反
事
項
 

 

具
体
的
違
反
事
例
 

 違
反

点
数
 

 

備
 

考
 

 

（
略
）
 

 
 

 
 

 法
第

9
4
条
の

5 

-
1
項
 

      

（
略
）
 

 
 

 

 （
点
検
・
整
備
・
検

査
不
適
切
）
 

     

①
（
略
）
 

 
 

 ②
点

検
整

備
を

全
て

実
施

せ

ず
適
合
証
を
交
付
し
た
 

 3
0
点
／
台
  注

２
－
１
 

 

 ③
点

検
整

備
の

一
部

を
実

施

せ
ず
適
合
証
を
交
付
し
た
 

 

 1
0
点
／
台
 

  

 電
子

制
御

装
置

整
備

の
一

部
作

業
の
外
注
違
反
を
含
む
。
 

注
２
－
１
 

注
２
－
５
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④
～
⑥
（
略
）
 

 
 

 ⑦
な

り
す

ま
し

行
為

や
不

適

合
状

態
の

も
の

を
適

合
状

態

で
あ

る
よ

う
に

し
た

虚
偽

の

デ
ー
タ
に
て

O
BD

検
査
を
実

施
し
適
合
証
を
交
付
し
た
 

 3
0
点
／
台
 

    

 事
故
を
惹
起
し
た
場
合
は

45
点

／
台
 

注
２
-１

 

   

⑧
（
略
）
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 

 ･
適

合
証

交
付

自

動
車

の
点

検
整

備

又
は
検
査
 

上
の
瑕
疵
 

 ①
適

合
証

交
付

自
動

車
に

点

検
整

備
上

又
は

検
査

上
の

瑕

疵
が
あ
っ
た
 

 30
点
／
台

 
 

 事
故
を
惹
起
し
た
場
合
に
は

45
点
／
台

 
注
２
－
１

 注
２
－
５
 

 ②
同

一
性

の
相

違
す

る
自

動

車
に

も
か

か
わ

ら
ず

適
合

証

を
交
付
し
た
 

 20
点
／

台
 

 

 注
２
－
１

 
注
２
－
４

 
注
２
－
５

 
注
２
－
７
 

（
略
）
 

 
 

 

（
略
）
 

 
 

 
 

 法
第

9
4
条
の

5

の
2 

-
1
項
 

       

（
略
）
 

 
 

 

 （
点
検
・
整
備
・
検

査
不
適
切
）
 

     

①
～
②
（
略
）
 

 
 

 ③
な

り
す

ま
し

行
為

や
不

適

合
状

態
の

も
の

を
適

合
状

態

で
あ

る
よ

う
に

し
た

虚
偽

の

デ
ー
タ
に
て

O
BD

検
査
を
実

施
し

限
定

適
合

証
を

交
付

し

た
 

 3
0
点
／
台
 

    

 事
故
を
惹
起
し
た
場
合
は

45
点

／
台
 

注
２
－
１
 

   

④
（
略
）
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 

 ･
限

定
適

合
証

交

付
自

動
車

の
整

備

又
は

検
査

上
の

瑕

疵
 

 ・
限

定
適

合
証

交
付

自
動

車

に
整

備
上

又
は

検
査

上
の

瑕

疵
が
あ
っ
た
 

 

 3
0
点
／
台
 

  

 事
故
を
惹
起
し
た
場
合
に
は

4
5

点
／
台
 

注
２
－
５
 

 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
-5

項
 

  

 ・
同
一
性
違
反

 
   

 ・
検

査
員

が
同

一
性

の
相

違

す
る

自
動

車
に

も
か

か
わ

ら

ず
適
合
証
に
証
明
し
た
 

 
－

   

 解
任
命
令

 
注
２
－
７

 
 

       

     

④
～
⑥
（
略
）
 

 
 

 ⑦
な

り
す

ま
し

行
為

や
不

適

合
状

態
の

も
の

を
適

合
状

態

で
あ

る
よ

う
に

し
た

虚
偽

の

デ
ー
タ
に
て

O
BD

検
査
を
実

施
し
適
合
証
を
交
付
し
た
 

 1
0
点
／
台
 

    

 事
故
を
惹
起
し
た
場
合
は

30
点

／
台
 

注
２
-１

 

   

⑧
（
略
）
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 

 ･
適

合
証

交
付

自

動
車

の
点

検
整

備

又
は
検
査
 

上
の
瑕
疵
 

 ①
適

合
証

交
付

自
動

車
に

点

検
整

備
上

又
は

検
査

上
の

瑕

疵
が
あ
っ
た
 

 20
点
／
台

 
 

 事
故
を
惹
起
し
た
場
合
に
は

30
点
／
台

 
注
２
－
１

 注
２
－
５
 

 ②
同

一
性

の
相

違
す

る
自

動

車
に

も
か

か
わ

ら
ず

適
合

証

を
交
付
し
た
 

 20
点
／

台
 

 

 注
２
－
１

 
注
２
－
４

 
注
２
－
５

 
（
新
設
）

 
（
略
）
 

 
 

 

（
略
）
 

 
 

 
 

 法
第

9
4
条
の

5

の
2 

-
1
項
 

         

（
略
）
 

 
 

 

 （
点
検
・
整
備
・
検

査
不
適
切
）
 

   

①
～
②
（
略
）
 

 
 

 ③
な

り
す

ま
し

行
為

や
不

適

合
状

態
の

も
の

を
適

合
状

態

で
あ

る
よ

う
に

し
た

虚
偽

の

デ
ー
タ
に
て

O
BD

検
査
を
実

施
し

限
定

適
合

証
を

交
付

し

た
 

 1
0
点
／
台
 

    

 事
故
を
惹
起
し
た
場
合
は

30
点

／
台
 

注
２
－
１
 

   

（
略
）
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 

 ･
限

定
適

合
証

交

付
自

動
車

の
整

備

又
は

検
査

上
の

瑕

疵
 

 ・
限

定
適

合
証

交
付

自
動

車

に
整

備
上

又
は

検
査

上
の

瑕

疵
が
あ
っ
た
 

 

 2
0
点
／
台
 

  

 事
故
を
惹
起
し
た
場
合
に
は

3
0

点
／
台
 

注
２
－
５
 

 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
-5

項
 

  

 ・
同
一
性
違
反

 
   

 ・
検

査
員

が
同

一
性

の
相

違

す
る

自
動

車
に

も
か

か
わ

ら

ず
適
合
証
に
証
明
し
た
 

 
－

   

 解
任
命
令

 
（
新
設
）
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（
略
）
 

 
 

 
 

 法
第

9
4
条
の

6 

-
1
項
 

  

 ･
指

定
整

備
記

録

簿
の

備
付

・
記

載

違
反
 

 

  

 ①
～
③
（
略
）
 

④
指

定
整

備
記

録
簿

の
一

部

記
載
漏
れ
、
記
載
誤
り
 

  ⑤
（
略
）
 

  

３
点
 

    

  ④
点

検
及

び
整

備
の

概
要

欄
の

大
部

分
に

漏
れ

が
あ

る
場

合
は

５
点
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 （
略
）
 

注
２
－
７
：
｢
同
一
性
の
相
違
す
る
自
動
車
｣
に
つ
い
て
、
自
動
車
検
査
証
、
登
録
識
別
等
通
知
書
（
抹
消
登
録
証
明
書
）、

及
び
自
動

車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
本
通
以
外
で
の
書
類
で
確
認
を
行
い
、
同
一
性
の
判
定
が
で
き
て
い
な
い
場
合
も
含
む
。
 

  

表
１
～
表
２
（
略
）
 

 

 
 

 

（
略
）
 

 
 

 
 

 法
第

9
4
条
の

6 

-
1
項
 

 

 ･
指

定
整

備
記

録

簿
の

備
付

・
記

載

違
反
 

 

 

 ①
～
③
（
略
）
 

④
指

定
整

備
記

録
簿

の
一

部

記
載
漏
れ
、
記
載
誤
り
 

  ⑤
（
略
）
 

 

 

３
点
 

   

 

  （
新
設
）
 

 

（
略
）
 

 
 

 
 

 （
略
）
 

 
(
新
設
) 

   

表
１
～
表
２
（
略
）
 

   別
添

 
（
新
）

 
（
旧
）

 
別
添
１
～
１
４
（
略
）

  
別

添
１

５
（

訪
問

特
定

整
備

等
の

違
反

を
伴

う
認

証
の

停
止

命
令

の
例

）
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○運

技
整

第
○○

○○
号

 
 

 
 

自
動

車
特

定
整

備
事

業
の

停
止

命
令

書
 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 事

 
 

業
 

 
者

 
 

名
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 代
表

取
締

役
 

□□
 

□□
 

殿
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
貴

○の
経

営
す

る
自

動
車

特
定

整
備

事
業

に
つ

い
て

、
（

元
号

）
○○

年
○○

月
○○

日
に

監
査

を
実

施
し

た
と

こ
ろ

道
路

運
送

車
両

法

に
違

反
す

る
事

実
が

判
明

し
た

の
で

、
同

法
第

９
３

条
の

規
定

に
基

づ
き

、
下

記
の

と
お

り
、

自
動

車
特

定
整

備
事

業
の

停
止

を
命

ず
る

。
 

ま
た

、
こ

の
よ

う
な

行
為

は
自

動
車

特
定

整
備

事
業

の
業

務
の

適
正

な
運

営
を

阻
害

す
る

こ
と

と
な

る
こ

と
か

ら
、

再
び

こ
の

よ

う
な

違
反

行
為

を
行

わ
な

い
よ

う
に

事
業

運
営

を
改

善
す

る
と

と
も

に
、
違

反
事

実
の

原
因

を
究

明
し

、
そ

の
原

因
に

対
す

る
再

発

防
止

策
を

講
じ

、（
元

号
）

○○
年

○○
月

○○
日

ま
で

に
○○

運
輸

支
局

を
経

由
し

て
当

局
あ

て
文

書
に

よ
り

報
告

さ
れ

た
い

。
 

な
お

、
改

善
が

図
ら

れ
な

い
場

合
に

は
、

自
動

車
特

定
整

備
事

業
の

認
証

の
取

り
消

し
を

行
う

等
必

要
な

措
置

を
執

る
こ

と
と

な

る
の

で
念

の
た

め
申

し
添

え
る

。
 

 
記

 
   

 １
．

事
業

場
の

名
称

、
所

在
地

及
び

認
証

番
号

  
  

  
 

 
○○

自
動

車
株

式
会

社
 

 
○○

営
業

所
  

  
  

 
 

○○
県

○○
市

○○
町

１
－

２
  

  
  

 
 

認
証

番
号

 
 

○第
 

○○
○号

  
  

 ２
．

違
反

事
実

  
  

  
 

 
別

紙
の

と
お

り
（

別
紙

（
例

）
参

照
）

 

別
添
１
～
１
５
（
略
）

 
（
新
規
）

 
                  

－　74　－



   
 ３

．
停

止
期

間
（

自
動

車
特

定
整

備
整

備
事

業
に

つ
い

て
）

  
  

  
 

 
（

元
号

）
○○

年
○○

月
○○

日
か

ら
 

  
  

 
 

（
元

号
）

○○
年

○○
月

○○
日

ま
で

 
 

○○
日

間
 

   
 ４

．
停

止
期

間
（

訪
問

特
定

整
備

及
び

限
定

訪
問

特
定

整
備

に
つ

い
て

）
 

  
  

 
 

（
元

号
）

○○
年

○○
月

○○
日

か
ら

 
  

  
 

 
（

元
号

）
○○

年
○○

月
○○

日
ま

で
 

 
○○

日
間

 
   

 （
元

号
）

○○
年

○○
月

○○
日

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○○

運
輸

局
長

 
○○

 
○○

 
印

 
  
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
き
、
書
面
で
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
審
査

請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

３
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
審

査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

 
 
ま
た
、
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
に
基
づ
き
国
を
被

告
（
訴
訟
に
お
い
て
国
を
代
表
す
る
者
は
法
務
大
臣
と
な
り
ま
す
。
）
と
し
て
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
か
ら
６
ヶ
月
を
経
過
し
た
と

き
、
又
は
処
分
の
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

   
別

添
１

６
（

組
織

的
悪

質
性

の
違

反
に

よ
る

全
事

業
場

の
認

証
の

停
止

命
令

の
例

）
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○運
技

整
第

○○
○○

号
 

 
自

動
車

特
定

整
備

事
業

の
停

止
命

令
書

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 事
 

 
業

 
 

者
 

 
名

 
 

 

  
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 代
表

取
締

役
 

□□
 

□□
 

殿
 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 
 
 

貴
○の

経
営

す
る

自
動

車
特

定
整

備
事

業
に

つ
い

て
、（

元
号

）
○○

年
○○

月
○○

日
に

監
査

を
実

施
し

た
と

こ
ろ

道
路

運
送

車
両

法
に

違
反

す
る

事
実

が
判

明
し

た
の

で
、

同
法

第
９

３
条

第
１

項
第

１
号

の
規

定
に

基
づ

き
、

下
記

の
と

お
り

、
当

局
管

内
の

全
事

業
場

の
自

動
車

特
定

整
備

事
業

の
停

止
を

命
ず

る
。

 
 

 
 

ま
た

、
こ

の
よ

う
な

行
為

は
自

動
車

特
定

整
備

事
業

の
業

務
の

適
正

な
運

営
を

阻
害

す
る

こ
と

と
な

る
こ

と
か

ら
、
再

び
こ

の

よ
う

な
違

反
行

為
を

行
わ

な
い

よ
う

に
事

業
運

営
を

改
善

す
る

と
と

も
に

、
違

反
事

実
の

原
因

を
究

明
し

、
そ

の
原

因
に

対
す

る
再

発
防

止
策

を
講

じ
、（

元
号

）
○○

年
○○

月
○○

日
ま

で
に

○○
運

輸
支

局
を

経
由

し
て

当
局

あ
て

文
書

に
よ

り
報

告
さ

れ
た

い
。
 

 
 

 
な

お
、
改

善
が

図
ら

れ
な

い
場

合
に

は
、
自

動
車

特
定

整
備

事
業

の
認

証
の

取
り

消
し

を
行

う
等

必
要

な
措

置
を

執
る

こ
と

と

な
る

の
で

念
の

た
め

申
し

添
え

る
。

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

記
 

  
 １

．
事

業
場

の
名

称
、

所
在

地
及

び
認

証
番

号
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
 

 
○○

自
動

車
株

式
会

社
 

 
○○

営
業

所
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

 
 

○○
県

○○
市

○○
町

１
－

２
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

 
 

認
証

番
号

 
 

○第
 

○○
○号

  
  

  
  

 （
事
業
場
が
多
い
場
合
は
そ
の
他
事
項
を
作
成
）

 
  

 ２
．

違
反

事
実

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

                  （
新
規
）
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別
紙

の
と

お
り

（
別

紙
（

例
）

参
照

）
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 ３
．

停
止

期
間

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
（

元
号

）
○○

年
○○

月
○○

日
か

ら
 

  
  

 
 

（
元

号
）

○○
年

○○
月

○○
日

ま
で

 
 

○○
日

間
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

 （
元

号
）

○○
年

○○
月

○○
日

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○○

運
輸

局
長

 
○○

 
○○

 
印

  
  

  
 

  
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
き
、
書
面
で
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
ヶ
月
を
経
過

し
た
と
き
、
又
は
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

 
 
ま
た
、
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
に
基
づ
き
国
を
被
告
（
訴

訟
に

お
い

て
国

を
代
表

す
る
者

は
法
務

大
臣

と
な
り

ま
す

。
）

と
し
て

処
分

の
取
消

し
の
訴

え
を
提

起
す

る
こ
と

が

で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
か
ら
６
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
処
分
の
日
か

ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

別
紙

（
例

）
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
違

反
事

実
及

び
「

○○
○･

･
･
基

準
」
に

基
づ

く
違

反
点

数
並

び
に
「

○○
○･

･
･
基

準
」
に

基
づ

く
○○

（
事

業
、
保

安
基

準
適

合
証

交
付

等
）

停
止

日
数

、
取

消
し

、
自

動
車

検
査

員
の

解
任

命
令

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

※
「

○○
○･

･･
基
準
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
本
省
局
長
通
達
・
本
省
課
長
通
達
に
基
づ
く
「
局
通
達
の
件
名
」

  
  

  
  

と
す
る
。

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  
（（

元
号

）
○○

年
○○

月
○○

日
に

行
っ

た
監

査
時

に
お

け
る

○○
営

業
所

に
係

る
違

反
）

  
  

  
  

 番
号

  
違

反
事

実
（

違
反

条
項

）
 

 
違

反
点

数
 

 
適

  
用

 
  

  
 

  
  

  
  

 
  

  
 

  
  

 
  

  
 

  
  

 
  

  
 

  
  

  
  

  
 

  
  

 
  

  
 

  １
 

     ２
 

   

 保
安

基
準

に
適

合
し

な
い

自
動

車
に

対
し

て
保

安
基

準
に

適
合

す
る

旨
の

証
明

を
行

い
、

保
安

基
準

等
適

合
証

 
を

交
付

し
た

こ
と

。
 

 
 

 
 

【
４

５
点

×１
台

】
 

（
道

路
運

送
車

両
法

第
９

４
条

の
５

第
１

項
）

 
 点

検
整

備
後

、
完

成
検

査
の

一
部

を
実

施
せ

ず
に

保
安

基
準

適

合
証

等
を

交
付

し
た

こ
と

。【
１

０
点

×２
台

】
 

（
道

路
運

送
車

両
法

第
９

４
条

の
５

第
１

項
）

 
 

     
４

５
点

 
     
２

０
点

 
  

          

                    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
別

紙
（

例
）

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 違

反
事

実
及

び
「

○○
○･

･
･
基

準
」
に

基
づ

く
違

反
点

数
並

び
に
「

○○
○･

･
･
基

準
」
に

基
づ

く
○○

（
事

業
、
保

安
基

準
適

合
証

等
交

付
）

停
止

日
数

、
取

消
し

、
自

動
車

検
査

員
の

解
任

命
令

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

※
「

○○
○･

･･
基
準
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
本
省
局
長
通
達
・
本
省
課
長
通
達
に
基
づ
く
「
局
通
達
の
件
名
」

  
  

  
  

と
す
る
。

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  
（

平
成

○○
年

○○
月

○○
日

に
行

っ
た

監
査

時
に

お
け

る
○○

営
業

所
に

係
る

違
反

）
  

  
  

  
 番

号
  

違
反

事
実

（
違

反
条

項
）

 
 

違
反

点
数

 
 

適
  
用

 
  

  
 

  
  

  
  

 
  

  
 

  
  

 
  

  
 

  
  

 
  

  
 

  
  

  
  

  
 

  
  

 

  １
 

     ２
 

  

 保
安

基
準

に
適

合
し

な
い

自
動

車
に

対
し

て
保

安
基

準
に

適
合

す
る

旨
の

証
明

を
行

い
、

保
安

基
準

等
適

合
証

 
を

交
付

し
た

こ
と

。
 

 
 

 
 

【
４

５
点

×１
台

】
 

（
道

路
運

送
車

両
法

第
９

４
条

の
５

第
１

項
）

 
 点

検
整

備
後

、
完

成
検

査
の

一
部

を
実

施
せ

ず
に

保
安

基
準

適

合
証

等
を

交
付

し
た

こ
と

。【
１

０
点

×２
台

】
 

（
道

路
運

送
車

両
法

第
９

４
条

の
５

第
１

項
）

 

     
４

５
点

 
     
２

０
点
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 ３
 

    ４
 

    

指
定

整
備

記
録

簿
に

一
部

記
載

漏
れ

、
記

載
誤

り
が

あ
っ

た
こ

と
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
１

台
】

 
（

道
路

運
送

車
両

法
第

９
４

条
の

６
第

１
項

）
 

 保
安

基
準

に
適

合
し

な
い

自
動

車
（

不
正

改
造

車
）

に
対

し

て
、

保
安

基
準

に
適

合
す

る
旨

の
証

明
を

行
っ

た
こ

と
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
１

名
】

 
（

道
路

運
送

車
両

法
第

９
４

条
の

５
第

４
項

）
 

 

   
 

３
点

 
       

     解
任

命
令

 
    

  
  

 
  

  
 

  
  

 
  

  
 

  
  

 
  

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 違

反
合

計
点

数
 

４
５
点

×１
台
＋
１
０
点

×２
台
＋
３
点
＝
６
８
点

 
 

  事
業

停
止

日
数

 
３

５
日

 
 

  
  

 
  

  
 

  
  

 
  

  
  ○○

株
式

会
社

○○
営

業
部

に
所

属
す

る
人

物
が

、
同

社
が

所
有

・
運

営

す
る

○○
事

業
場

の
選

任
自

動
車

検
査

員
対

し
、

組
織

的
に

上
位

の
立

場
を

利
用

し
て

、
検

査
未

実
施

の
自

動
車

に
対

し
て

保
安

基
準

適
合

証

を
交

付
す

る
よ

う
指

示
を

行
っ

た
こ

と
。

 
（

道
路

運
送

車
両

法
第

９
４

条
の

５
第

１
項

）
 

 

   事
業

停
止

日
数

 
 

５
日

 
 

  
  

 
  

  
 

  
  

 

  
  

 
  

  
訪
問
特
定
整
備
に
関
す
る
違
反
に
基
づ
く
訪
問
特
定
整
備
事
業
の
停
止
日
数

 
 ・
事
業
停
止
日
数
と
同
日

 
・
９
０
日

 ―
 （

事
業
停
止
日
数
）

○日
 

 

  事
業

停
止

日
数

 
３

５
日

 
 

  

    
 【

加
重

が
あ

っ
た

場
合

の
例

】
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

 ・
「

○○
○･

･
･
基

準
」（
（

元
号

）
○○

年
○月

○日
付

け
○○

○第
○○

号
。）

○（
○）

に
よ

り
、
違

反
行

為
が

社
会

的
問

題
と

な
る

悪
質

な

行
為

で
あ

り
、

行
政

処
分

審
査

委
員

会
の

議
を

得
て

、
違

反
点

数
に

か
か

わ
ら

ず
○○

の
取

消
し

と
し

た
も

の
で

あ
る

。
 

  
 ・
「

○○
○･

･
･
基

準
」
（
（

元
号

）
○○

年
○月

○日
付

け
○○

○第
○○

号
。）

○（
○）

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
過

去
１

年
以

内
（（

元

号
）

○○
年

○月
○日

）
に

行
政

処
分

等
を

受
け

た
こ

と
が

あ
る

事
業

場
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
行

政
処

分
等

に
係

る
違

反
合

計
点

数
を

２
倍

と
し

た
も

の
で

あ
る

。
 

  

  ３
 

    ４
 

    

 指
定

整
備

記
録

簿
に

一
部

記
載

漏
れ

、
記

載
誤

り
が

あ
っ

た
こ

と
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
１

台
】

 
（

道
路

運
送

車
両

法
第

９
４

条
の

６
第

１
項

）
 

 保
安

基
準

に
適

合
し

な
い

自
動

車
（

不
正

改
造

車
）

に
対

し

て
、

保
安

基
準

に
適

合
す

る
旨

の
証

明
を

行
っ

た
こ

と
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
１

名
】

 
（

道
路

運
送

車
両

法
第

９
４

条
の

５
第

４
項

）
 

 

    
 

３
点

 
       

      解
任

命
令

 
    

  
  

 
  

  
 

  
  

 
  

  
 

  
  

 
  

  
 

  
  

 
  

  
 

  
  

 

 
 違

反
合

計
点

数
 

４
５
点

×１
台
＋
１
０
点

×２
台
＋
３
点
＝
６
８
点

 
 

  事
業

停
止

日
数

 
３

５
日

 
 

  
  

 
  

  
 

  
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
 【

加
重

が
あ

っ
た

場
合

の
例

】
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

 ・
「

○○
○･

･
･
基

準
」（
（

元
号

）
○○

年
○月

○日
付

け
○○

○第
○○

号
。）

○（
○）

に
よ

り
、
違

反
行

為
が

社
会

的
問

題
と

な
る

悪
質

な

行
為

で
あ

り
、

行
政

処
分

審
査

委
員

会
の

議
を

得
て

、
違

反
点

数
に

か
か

わ
ら

ず
○○

の
取

消
し

と
し

た
も

の
で

あ
る

。
 

  
 ・
「

○○
○･

･
･
基

準
」
（
（

元
号

）
○○

年
○月

○日
付

け
○○

○第
○○

号
。）

○（
○）

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
過

去
１

年
以

内
（（

元

号
）

○○
年

○月
○日

）
に

行
政

処
分

等
を

受
け

た
こ

と
が

あ
る

事
業

場
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
行

政
処

分
等

に
係

る
違

反
合

計
点

数
を

２
倍

と
し

た
も

の
で

あ
る

。
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国 自 整 第 ５ ９ 号   

令和７年６月１１日    

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

 

国土交通省物流・自動車局自動車整備課長 

（公印省略） 

 

 

点検整備済ステッカーが示す次回の定期点検時期等について 

 

 

令和７年４月より、繁忙期対策として自動車検査証（以下「車検証」という。）の有

効期間が短くなることなく車検を受けられる期間が従来の１ヶ月前から２ヶ月前に

延びましたが、点検整備済ステッカーが示す次回の定期点検時期について、車検証の

有効期間満了の年月に合わせることにより、次回の定期点検を実施すべき時期が道路

運送車両法に規定された時期を経過した年月としてしまうおそれがあります。 

定期点検整備と車検は同時期に実施することが一般的であり、自動車整備業界全体

の繁忙期の平準化のためには、定期点検整備についても、車検の有効期間満了日を待

たずに実施することが望ましいところ、貴会傘下会員に対し、下記の事項について周

知徹底を図るとともに、統一的な運用が行われるようご対応方お願いいたします。 

 

記 

 

１．点検整備済ステッカーが示す次回の定期点検を実施すべき時期については、道路

運送車両法に基づく時期（定期点検整備を完了した日の３月後、６月後または 12 月

後）とすること。 

 

２．使用者等に対し、法令に基づく定期点検整備実施の必要性とともに、定期点検整

備と車検をあわせて実施する際には、車検の有効期間満了日を待つことなく定期点

検整備と車検を実施することで混雑緩和につながることの周知を行うこと。 
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国自整第８７号の２ 

令和７年７月４日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

国土交通省物流・自動車局 

自動車整備課長      

（公印省略） 

 

 

「指定整備記録簿の記載要領について」の一部改正について 

 

 

標記通達について一部を改正した旨を別紙のとおり地方運輸局自動車技術安全部

長及び沖縄総合事務局運輸部長あて通達したので通知します。 

 本取り扱いに関して了知するとともに、遺漏のないよう周知願います。 
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1 

 

別
添
 

「
指
定
整
備
記
録
簿
の
記
載
要
領
に
つ
い
て
」（

平
成
７
年
３
月
２
７
日
付
け
自
整
第
６
７
号
）
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
 

新
旧
対
照
表
 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 

新
 

旧
 

自
整

第
６

７
号

 

平
成
７
年
３
月

27
日

 

 

各
地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
 
殿
 

沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
 
殿
 

  

物
流
・
自
動
車
局
自
動
車
整
備
課
長
 

 

指
定
整
備
記
録
簿
の
記
載
要
領
に
つ
い
て
 

 

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
７
年
運
輸
省
令
第
８
号
）
が
平
成
７
年
２

月
２
８
日
に
公
布
さ
れ
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
 

省
令
の
施
行
に
伴
い
、
指
定
整
備
記
録
簿
（
以
下
「
記
録
簿
」
と
い
う
。）

の
記
載
要
領
に
つ
い
て
は
、
下
記

に
よ
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
関
係
者
に
対
し
周
知
徹
底
を
図
ら
れ
た
い
。
 

 記
 

 １
．
～
５
．（

略
）
  

附
則
（
略
）
 

附
則
（
令
和
７
年
７
月
４
日
 
国
自
整
第
８
７
号
）
 

１
 
本
改
正
規
定
は
、
令
和
７
年
７
月
４
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

別
紙
 

 

黒
煙
及
び
粒
子
状
物
質
の
検
査
に
係
る
「
検
査
機
器
等
に
よ
る
検
査
」
の
欄
の
記
載
例
 
（
略
）
 

自
整

第
６

７
号

 

平
成
７
年
３
月

27
日

 

 各
地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
 
殿
 

沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
 
殿
 

  

物
流
・
自
動
車
局
自
動
車
整
備
課
長
 

 

指
定
整
備
記
録
簿
の
記
載
要
領
に
つ
い
て
 

 道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
７
年
運
輸
省
令
第
８
号
）
が
平
成
７
年
２

月
２
８
日
に
公
布
さ
れ
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
 

省
令
の
施
行
に
伴
い
、
指
定
整
備
記
録
簿
（
以
下
「
記
録
簿
」
と
い
う
。）

の
記
載
要
領
に
つ
い
て
は
、
下
記

に
よ
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
関
係
者
に
対
し
周
知
徹
底
を
図
ら
れ
た
い
。
 

 記
 

 １
．
～
５
．（

略
）
  

附
則
（
略
）
 

（
新
設
）
 

 別
紙
 

 

黒
煙
及
び
粒
子
状
物
質
の
検
査
に
係
る
「
検
査
機
器
等
に
よ
る
検
査
」
の
欄
の
記
載
例
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2 

 

新
 

旧
 

 前
照
灯
の
検
査
に
係
る
「
検
査
機
器
等
に
よ
る
検
査
」
の
欄
の
記
載
例
 

(1
)（

略
）
 

 
(2
) 
す
れ
違
い
用
前
照
灯
の
検
査
に
よ
り
判
断
し
た
場
合
 

①
 ～

④
（
略
）

 

⑤
カ
ッ
ト
オ
フ
ラ
イ
ン
の
位
置
に
よ
り
判
断
し
た
場
合
（
二
輪
自
動
車
及
び
側
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付
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輪
自
動
車
に
お
い

て
、
環
境
が
整
う
ま
で
の
間
に
検
査
す
る
も
の
に
限
る
）
 

 

  (注
）「

取
付
高
さ
」
の
欄
に
「
特
例
ラ
イ
ン
」
と

記
入
す
る
。
 

 「
光
軸
の
上
下
」
の
欄
に
「
水
平
以
下
」
と
記
入

す
る
。
 

 

     

（
注
）「

光
度
」
に
つ
い
て
す
れ
違
い
灯
の
測
定
光
 

度
の
値
を
（
副
）
の
欄
に
記
入
す
る
。
 

な
お
、
走
行
用
前
照
灯
の
測
定
光
度
で
判
断
し
 

た
場
合
に
は
（
主
）
の
欄
に
も
記
入
す
る
。
 

    

  制
動
装
置
の
検
査
に
係
る
「
検
査
機
器
等
に
よ
る
検
査
」
の
欄
の
記
載
例
 
（
略
）
 

  
電
子
制
御
装
置
整
備
の
一
部
を
他
の
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
に
外
注
し
た
場
合
の
記
載
例
 
（
略
）
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例
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(2
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（
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カ
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ト
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フ
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り
判
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（
二
輪
自
動
車
及
び
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車
付
二
輪
自
動
車
に
お
い

て
、
環
境
が
整
う
ま
で
の
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に
検
査
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る
も
の
に
限
る
）
 

 

  (注
）「

取
付
高
さ
」
の
欄
に
「
特
例
ラ
イ
ン
」
と

記
入
す
る
。
 

 (注
)「

光
軸
の
上
下
」
の
欄
に
右

26
cm

及
び
右
  
  

44
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の
点
の
カ
ッ
ト
オ
フ
ラ
イ
ン
の
位
置
を
間
に

「
－
」
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挟
ん
で
記
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す
る
。
 

     

（
注
）「

光
度
」
に
つ
い
て
す
れ
違
い
灯
の
測
定
光
 

度
の
値
を
（
副
）
の
欄
に
記
入
す
る
。
 

な
お
、
走
行
用
前
照
灯
の
測
定
光
度
で
判
断
し
 

た
場
合
に
は
（
主
）
の
欄
に
も
記
入
す
る
。
 

    

  制
動
装
置
の
検
査
に
係
る
「
検
査
機
器
等
に
よ
る
検
査
」
の
欄
の
記
載
例
 
（
略
）
 

 電
子
制
御
装
置
整
備
の
一
部
を
他
の
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
に
外
注
し
た
場
合
の
記
載
例
 
（
略
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令和７年７月８日 

物流・自動車局 

自 動 車 整 備 課 

 

これからも自動車を安心・安全に使用できる社会に向けて 

～時代に合わせた整備事業規制のアップデート～ 
 

自動車整備を取り巻く環境の変化を踏まえ、これからも日本全国どこでも自動車の整備を

受け続けることができるよう、自動車整備の事業規制について必要な見直しを行います。 

 

近年、進化し続ける自動運転等の先進安全技術に対応するため、自動車整備分野におい

ても技術の高度化が進む一方、点検・整備を行う人材の減少が課題となっています。 

国土交通省では、こうした環境の変化を踏まえ、事業者から広く困りごとを収集すると

ともに、課題の解決に向けて、対応策について関係者と検討を進めてまいりました。 

これらを踏まえ、今般、以下の見直しを目的とした法令改正を行うとともに、今後も課

題の解決に向け、必要な見直しを進めてまいります。 

 

 

【見直し内容】（※それぞれの概要は別紙をご覧ください。） 

１．認証工場の機器要件の見直し 

２．指定工場（大型）の最低工員数の緩和 

３．自動運転車の検査員要件の強化 

４．自動車整備士資格の実務経験年数の短縮 

５．「電子」点検整備記録簿の解禁 

６．オンライン研修・講習の解禁 

７．スキャンツール等による点検可能範囲の拡大 

 

  

 

【お問合せ先】 物流・自動車局 自動車整備課 久保、馬場 

代表 03-5253-8111（内線 42412、42424） 直通 03-5253-8599 
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（別紙） 

 

（概要）自動車整備事業規制のアップデートについて 

 

各アップデートの概要、今後のスケジュールについては次のとおり。 

（１）見直し概要  

１．認証工場の機器要件の見直し 

「道路運送車両法施行規則」（昭和 26 年運輸省令第 74 号）に定める自動車特定整

備事業場が備えるべき作業機械等について、次のとおり改正を行う。 

① トーイン・ゲージ、キャンバ・キャスタ・ゲージ及びターニング・ラジアス・ゲ

ージを削除する。 

② 比重計を比重計又はバッテリ・テスタに変更する。 

③ エンジン・タコテスタをエンジン・タコテスタ又は整備用スキャンツールに変更

する。 

④ タイミング・ライトをタイミング・ライト又は整備用スキャンツールに変更す

る。 

⑤ 原動機、動力伝達装置、操縦装置、制動装置及び緩衝装置の分解整備をする事業

場について、整備用スキャンツールを追加する（大型特殊自動車又は二輪の小型自

動車を対象とする事業場を除く。）。 

⑥ ホイール・プーラ、ベアリング・レース・プーラ及びグリースガン又はシャシ・

ルブリケータについて、普通自動車（大型）、普通自動車（中型）又は大型特殊自

動車を対象とする事業場に限って備えることとする。 

２．指定工場（大型）の最低工員数の緩和 

「自動車整備事業の取扱い及び指導要領について（依命通達）」に定める指定自動車

整備事業の指定に係る設備等の基準について、対象自動車の種類に大型車を含むもの

であって、省力化機器を保有するなど一定の要件を満たす場合には、工員数を「５人以

上」から「４人以上」に緩和する。 

３．自動運転車の検査員要件の強化 

「指定自動車整備事業規則」（昭和 37 年運輸省令第 49 号）に定める自動車検査員

の要件について、自動運行装置を備える自動車が「道路運送車両の保安基準」（昭和 26

年運輸省令第 67 号）に適合する旨の証明を行う自動車検査員となるためには、現行の

要件を満たし、かつ一級の自動車整備士の技能検定に合格している必要があることと

する。 

４．自動車整備士資格の実務経験年数の短縮 

「自動車整備士技能検定規則」（昭和 26 年運輸省令第 71 号）に定める技能検定の

受験資格について、次のとおり改正を行う。 

① 二級自動車整備士の受験資格に係る実務経験期間を３分の１短縮する。 

② 三級自動車整備士の受験資格に係る実務経験期間を２分の１短縮する。 

③ 自動車タイヤ整備士等（特殊自動車整備士）の受験資格に係る実務経験期間を３

分の１短縮する。 
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５．「電子」点検整備記録簿の解禁 

「国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報

通信の技術の利用に関する法律施行規則」（平成 17 年国土交通省令第 26 号）を改正

し、点検整備記録簿の備付け及び作成並びに特定整備記録簿の写しの交付について、こ

れらを書面に代えて電磁的記録で行うことを認めることとする。 

６．オンライン研修・講習の解禁 

各研修等の実施方法について、以下のとおり改正する。また、新たに「道路運送車両

法の関係省令に基づく自動車整備に関する研修等をオンラインにより実施する上での

留意事項について」を発出し、オンラインにより研修等を実施する上での留意事項を定

める。 

① 「自動車整備事業の取扱い及び指導要領について（依命通達）」に定める整備主

任者研修及び自動車検査員研修について、オンラインによる研修の実施を可能とす

る。 

② 「「自動車整備士養成施設の指定等の基準について（依命通達）」等の改正につ

いて」に定める学科に関する科目の教育について、オンラインによる実施を可能と

する。 

③ 「電子制御装置整備の整備主任者等に係る運輸支局長等が行う講習について（依

命通達）」に定める電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習について、オン

ラインによる実施を可能とする。 

７．スキャンツール等による点検可能範囲の拡大 

「自動車の点検及び整備に関する手引」（平成 19 年国土交通省告示第 317 号）に定

める点検及び整備の実施の方法のうち以下の５つの点検項目について、目視等により

直接確認する従来の点検方法に加え、スキャンツールを活用した確認方法等も認める

こととする。 

点検箇所 点検項目 

ブレーキ・ペダル 踏みしろ、ブレーキのきき（日常点検） 

踏み込んだときの床板とのすき間（定期点検） 

倍力装置（ブレーキ・ブースタ） 機能（定期点検） 

一酸化炭素等発散防止装置 二次空気供給装置の機能（定期点検） 

排気ガス再循環装置の機能（定期点検） 

 

（２）今後のスケジュール  

公布・施行 令和７年７月８日 

※ ３．の施行にあっては令和 11 年４月１日 

  ７．の施行にあっては令和７年 10 月８日 
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概
要

（
省

令
）

公
布

：
令

和
７

年
７

月
８

日
施

行
：

公
布

の
日

そ
の

他
：

整
備

用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

の
義

務
付

け
は

、
認

証
の

新
規

取
得

時
又

は
事

業
場

移
転

時
か

ら
適

用

今
後

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル

事
業

者
か

ら
の

ご
意

見
等

自
動

車
の

電
子

的
な

整
備

に
対

応
す

る
た

め
に

は
、

「
整

備
用

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
」
が

必
要

使
わ

れ
な

く
な

っ
た

機
器

は
、

認
証

基
準

か
ら

外
し

て
ほ

し
い

認
証

工
場

が
備

え
る

べ
き

機
器

に
つ

い
て

以
下

の
見

直
し

を
行

う
廃

止

①
ト

ー
イ

ン
ゲ

ー
ジ

②
キ

ャ
ン

バ
ー

キ
ャ

ス
タ

ゲ
ー

ジ

③
タ

ー
ニ

ン
グ

ラ
ジ

ア
ス

ゲ
ー

ジ

⑩
整

備
用

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル

設
置

を
不

要
と

す
る

※
ア

ラ
イ

メ
ン

ト
テ

ス
タ

に
よ

る
測

定
又

は
外

注
が

一
般

的

④
ホ

イ
ー

ル
プ

ー
ラ

⑥
ベ

ア
リ

ン
グ

レ
ー

ス
プ

ー
ラ

⑤
グ

リ
ー

ス
ガ

ン
/

シ
ャ

シ
・
ル

ブ
リ

ケ
ー

タ

タ
イ

ヤ
の

傾
き

を
測

定
す

る
機

器
※

⑦
比

重
計

⑧
エ

ン
ジ

ン
タ

コ
テ

ス
タ

⑨
タ

イ
ミ

ン
グ

ラ
イ

ト

追
加

小
型

車
・
軽

・
二

輪
の

整
備

に
使

用
し

な
い

機
器

普
通

（
大

型
）
・
普

通
（中

型
）
・
大

特
を

扱
う

工
場

を
除

き
設

置
を

不
要

と
す

る

整
備

用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

等
で

代
替

可

⑦
は

バ
ッ

テ
リ

テ
ス

タ
、

⑧
⑨

は
整

備
用

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
が

あ
れ

ば
設

置
を

不
要

と
す

る

認
証

の
新

規
取

得
時

等
か

ら
義

務
付

け

電
子

整
備

に
必

要

2
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２
．

指
定

工
場

（
大

型
）
の

最
低

工
員

数
の

緩
和

指
定

工
場

が
最

低
限

配
置

す
べ

き
工

員
数

は
、

通
達

に
よ

り
定

め
ら

れ
て

い
る

最
低

工
員

数
は

、
点

検
整

備
・
検

査
に

お
け

る
分

業
体

制
を

考
慮

し
て

定
め

ら
れ

て
い

る
が

、
近

年
、

省
力

化
の

た
め

の
設

備
・
機

器
が

普
及

し
て

い
る

近
年

、
人

手
不

足
で

最
低

工
員

数
を

満
た

せ
な

い
た

め
、

指
定

を
返

上
す

る
事

業
者

も
生

じ
て

い
る

背
景

改
正

概
要

（
通

達
）

公
布

：
令

和
７

年
７

月
８

日

施
行

：
公

布
の

日

今
後

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル

事
業

者
か

ら
の

ご
意

見
等

最
低

工
員

数
を

満
た

せ
ず

指
定

を
返

上
せ

ざ
る

を
得

な
い

。
地

域
の

整
備

能
力

が
不

足
す

る
お

そ
れ

一
方

で
、

単
純

な
緩

和
は

、
点

検
整

備
・
検

査
を

適
切

に
実

施
で

き
な

い
事

業
者

を
生

む
お

そ
れ

整
備

の
省

力
化

等
を

前
提

に
、

指
定

工
場

の
最

低
工

員
数

の
緩

和
を

検
討

し
て

も
よ

い
の

で
は

な
い

か

以
下

の
要

件
を

満
た

す
指

定
工

場
（
大

型
）
の

最
低

工
員

数
を

緩
和

（
５

人
→

４
人

）

①
省

力
化

設
備

・
機

器
が

導
入

さ
れ

て
い

る
こ

と

②
合

理
的

な
管

理
体

制
が

適
切

に
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

③
工

員
の

処
遇

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

④
工

員
の

質
が

適
切

に
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

※
指

定
工

場
（
中

型
・
小

型
・
二

輪
）
の

最
低

工
員

数
（
４

人
）

に
つ

い
て

は
、

引
き

続
き

、
調

査
検

討

3
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３
．

自
動

運
転

車
の

検
査

員
要

件
の

強
化

指
定

工
場

に
お

け
る

検
査

は
、

「
自

動
車

検
査

員
」
で

な
け

れ
ば

行
う

こ
と

が
で

き
な

い

自
動

車
検

査
員

の
選

任
要

件
は

、
指

定
自

動
車

整
備

事
業

規
則

（昭
和

３
７

年
運

輸
省

令
第

４
９

号
）
に

規
定

自
動

運
転

車
は

電
子

制
御

装
置

の
塊

で
あ

り
、

そ
の

検
査

に
は

、
電

子
制

御
に

関
す

る
高

い
専

門
性

が
必

要

背
景

改
正

概
要

（
省

令
）

公
布

：
令

和
７

年
７

月
８

日
施

行
：

令
和

１
１

年
４

月
１

日
そ

の
他

：
施

行
日

時
点

で
自

動
運

転
車

の
検

査
を

行
っ

て
い

る
指

定
事

業
者

は
、

４
年

の
間

、
２

級
の

自
動

車
検

査
員

に
も

自
動

運
転

車
の

検
査

を
行

わ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

今
後

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル

事
業

者
か

ら
の

ご
意

見
等

自
動

運
転

車
の

検
査

は
、

電
子

制
御

に
関

す
る

知
識

・
能

力
を

有
す

る
「
１

級
自

動
車

整
備

士
」
に

行
わ

せ
る

べ
き

そ
の

こ
と

は
、

１
級

自
動

車
整

備
士

の
価

値
向

上
に

も
資

す
る

た
だ

し
、

自
動

運
転

車
の

普
及

に
対

し
て

十
分

な
数

の
１

級
自

動
車

整
備

士
が

存
在

す
る

必
要

が
あ

る

自
動

運
転

車
（
レ

ベ
ル

３
・
４

の
自

動
運

行
装

置
を

搭
載

し
た

車
両

）
の

検
査

を
行

う
自

動
車

検
査

員
は

、
現

在
の

要
件

に
加

え
て

１
級

自
動

車
整

備
士

資
格

を
保

有
し

て
い

る
者

の
中

か
ら

選
任

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

自
動

車
検

査
員

（
１

級
自

動
車

整
備

士
資

格
）

自
動

車
検

査
員

（
２

級
自

動
車

整
備

士
資

格
）

指
定

工
場

自
動

運
転

車
の

検
査

4
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４
．

自
動

車
整

備
士

資
格

の
実

務
経

験
年

数
の

短
縮

自
動

車
整

備
士

資
格

を
取

得
す

る
た

め
に

は
、

「
自

動
車

整
備

士
技

能
検

定
規

則
」
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

①
実

務
経

験
を

満
た

し
、

②
技

能
検

定
試

験
に

合
格

す
る

必
要

が
あ

る

※
専

門
学

校
等

（
一

種
養

成
施

設
）
を

修
了

し
た

場
合

に
は

実
務

経
験

は
免

除
さ

れ
る

整
備

作
業

が
「
機

械
中

心
」
か

ら
「
電

子
中

心
」と

な
り

、
作

業
経

験
よ

り
も

座
学

が
重

要
と

な
っ

て
い

る

背
景

改
正

概
要

（
省

令
）

公
布

：
令

和
７

年
７

月
８

日

施
行

：
公

布
の

日

今
後

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル

事
業

者
か

ら
の

ご
意

見
等

高
校

生
が

３
級

自
動

車
整

備
士

資
格

を
取

得
後

、
２

級
取

得
ま

で
に

３
年

を
要

す
る

の
は

、
あ

ま
り

に
長

い

そ
の

こ
と

が
理

由
で

自
動

車
整

備
士

を
あ

き
ら

め
る

若
者

も
あ

る

若
者

が
自

動
車

整
備

士
を

目
指

し
や

す
い

資
格

体
系

と
す

べ
き

２
級

、
３

級
、

特
殊

の
自

動
車

整
備

士
資

格
を

取
得

す
る

た
め

に
必

要
な

実
務

経
験

期
間

を
短

縮

２
級

自
動

車
整

備
士

３
年

→
２

年

３
級

自
動

車
整

備
士

１
年

→
６

月

特
殊

自
動

車
整

備
士

２
年

→
  
１

年
４

カ
月

６
月

２
年

5
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５
．

「
電

子
」
点

検
整

備
記

録
簿

の
解

禁

自
動

車
の

使
用

者
は

、
「
点

検
整

備
記

録
簿

」
（紙

）
を

自
動

車
に

備
え

お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

デ
ィ

ー
ラ

ー
等

で
は

、
「
点

検
整

備
記

録
簿

」
の

内
容

を
電

子
的

に
管

理
し

て
い

る
が

、
こ

の
要

件
を

満
た

す
た

め
に

別
途

、
紙

の
記

録
簿

も
交

付
し

て
い

る

背
景

改
正

概
要

（
省

令
）

公
布

：
令

和
７

年
７

月
８

日

施
行

：
公

布
の

日

今
後

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル

事
業

者
か

ら
の

ご
意

見
等

「
点

検
整

備
記

録
簿

」
に

つ
い

て
も

、
指

定
整

備
記

録
簿

、
特

定
整

備
記

録
簿

及
び

自
賠

責
保

険
証

と
同

様
に

、
電

子
的

な
保

存
を

可
能

と
し

て
欲

し
い

た
だ

し
、

求
め

ら
れ

た
場

合
に

速
や

か
に

提
示

で
き

る
こ

と
を

条
件

と
す

べ
き

「
点

検
整

備
記

録
簿

」
の

電
子

的
な

保
存

を
可

能
と

す
る

。
（紙

に
よ

る
保

存
も

引
き

続
き

可
）

・
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

等
の

保
存

フ
ァ

イ
ル

・
SD

カ
ー

ド
等

の
外

部
メ

デ
ィ

ア
の

保
存

フ
ァ

イ
ル

・
紙

の
点

検
整

備
記

録
簿

の
ス

キ
ャ

ン
フ

ァ
イ

ル

当
局

か
ら

点
検

整
備

記
録

簿
の

提
示

を
求

め
ら

れ
た

場
合

、
直

ち
に

、
明

瞭
な

状
態

で
、

表
示

で
き

る
こ

と

※
故

障
、

バ
ッ

テ
リ

ー
切

れ
、

電
波

状
況

、
操

作
に

不
慣

れ
等

に
よ

り
表

示
で

き
な

い
場

合
、

要
件

を
満

た
さ

な
い

も
の

と
す

る

保
存

方
法

表
示

方
法

6
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６
．

整
備

主
任

者
等

の
オ

ン
ラ

イ
ン

研
修

・
講

習
の

解
禁

法
令

に
よ

り
義

務
付

け
ら

れ
て

い
る

「
整

備
主

任
者

研
修

」
及

び
「
自

動
車

検
査

員
研

修
」
は

、
対

面
に

よ
る

実
施

が
原

則
と

さ
れ

て
い

る

ま
た

、
自

動
車

整
備

士
養

成
施

設
に

お
け

る
「
講

習
」
も

対
面

に
よ

り
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

背
景

事
業

者
か

ら
の

ご
意

見
等

他
業

種
に

お
い

て
広

く
行

わ
れ

て
い

る
「
オ

ン
ラ

イ
ン

方
式

」
を

解
禁

す
べ

き

オ
ン

ラ
イ

ン
に

よ
る

研
修

・
講

習
の

解
禁

に
よ

り
、

講
師

及
び

受
講

者
双

方
に

と
っ

て
柔

軟
な

対
応

が
可

能
と

な
り

、
人

材
の

効
率

的
な

活
用

が
可

能
と

な
る

改
正

概
要

（
通

達
）

公
布

：
令

和
７

年
７

月
８

日

施
行

：
公

布
の

日

今
後

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル

「
整

備
主

任
者

研
修

」
、

「
自

動
車

検
査

員
研

修
」
の

う
ち

、
座

学
に

つ
い

て
オ

ン
ラ

イ
ン

方
式

を
可

と
す

る

自
動

車
整

備
士

養
成

施
設

に
お

け
る

「
座

学
講

習
」
に

つ
い

て
、

オ
ン

ラ
イ

ン
方

式
を

可
と

す
る

（
実

技
講

習
は

、
引

き
続

き
、

対
面

で
実

施
）

ラ
イ

ブ
配

信
形

式
サ

テ
ラ

イ
ト

配
信

形
式

動
画

配
信

形
式

7
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７
．

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
等

に
よ

る
点

検
可

能
範

囲
の

拡
大

点
検

整
備

の
方

法
に

つ
い

て
は

、
「
自

動
車

の
点

検
及

び
整

備
に

関
す

る
手

引
」
に

規
定

各
装

置
の

点
検

は
、

目
視

や
操

作
に

よ
る

方
法

が
中

心
で

あ
る

が
、

自
己

診
断

機
能

を
搭

載
し

た
自

動
車

で
は

、
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

等
を

用
い

て
、

同
等

の
点

検
が

行
え

る
よ

う
に

な
っ

て
い

る

背
景

事
業

者
か

ら
の

ご
意

見
等

技
術

的
に

は
、

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
等

に
よ

る
点

検
で

も
、

目
視

等
に

よ
る

点
検

と
同

等
の

効
果

が
得

ら
れ

る

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
等

に
よ

る
点

検
に

よ
り

、
点

検
整

備
に

要
す

る
作

業
時

間
が

短
縮

さ
れ

る
こ

と
で

、
作

業
員

１
人

あ
た

り
の

付
加

価
値

向
上

に
も

資
す

る

改
正

概
要

（
告

示
）

公
布

：
令

和
７

年
７

月
８

日

施
行

：
令

和
７

年
1
0
月

８
日

今
後

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル

以
下

の
点

検
項

目
に

つ
い

て
、

目
視

に
よ

る
確

認
に

代
わ

り
、

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
等

に
よ

る
確

認
を

可
と

す
る

。

【
日

常
点

検
】

①
ブ

レ
ー

キ
・
ペ

ダ
ル

の
踏

み
し

ろ
、

ブ
レ

ー
キ

の
き

き

【
定

期
点

検
】

②
ブ

レ
ー

キ
・
ペ

ダ
ル

を
踏

み
込

ん
だ

と
き

の
床

板
と

の
す

き
間

③
倍

力
装

置
（
ブ

レ
ー

キ
・
ブ

ー
ス

タ
ー

）
の

機
能

④
二

次
空

気
供

給
装

置
の

機
能

⑤
排

気
ガ

ス
再

循
環

装
置

の
機

能

例
：
ブ

レ
ー

キ
・
ペ

ダ
ル

を
踏

み
込

ん
だ

と
き

の
床

板
と

の
す

き
間

の
確

認

ブ
レ

ー
キ

を
踏

み
込

ん
だ

と
き

の
床

面
と

の
す

き
間

を
ノ

ギ
ス

等
で

測
定

（
従

来
）

・
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

等
に

よ
る

確
認

で
も

可

（
今

後
）

1
9
5
秒

/
台

の
作

業
時

間
削

減
（
平

均
）

ペ
ダ

ル
と

床
の

す
き

間

8

－　92　－



令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)

〇
国
土
交
通
省
令
第
八
十
二
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
五
十
五
条
第
五
項
、
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
、
第

九
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第
九
十
四
条
の
五
第
一
項
及
び
第
九
十
四
条
の
五
の
二
第
一
項
並
び
に
民
間
事
業
者
等
が
行

う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
三
条

第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
七
月
八
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌



－　93　－



自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
二
級
の
受
験
資
格
）

（
二
級
の
受
験
資
格
）

第
十
八
条

二
級
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
整
備
士
、
二
級
ジ
ー
ゼ
ル
自
動
車
整
備
士
又
は
二
級
二
輪
自
動
車
整
備
士
の

技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
技
能
検
定
に
係
る
学
科
試
験
の
日
の
前
日
（
全
部
免
除
者
に
あ
つ

て
は
、
当
該
技
能
検
定
の
申
請
の
日
の
前
日
）
に
お
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
十
八
条

二
級
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
整
備
士
、
二
級
ジ
ー
ゼ
ル
自
動
車
整
備
士
又
は
二
級
二
輪
自
動
車
整
備
士
の

技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
技
能
検
定
に
係
る
学
科
試
験
の
日
の
前
日
（
全
部
免
除
者
に
あ
つ

て
は
、
当
該
技
能
検
定
の
申
請
の
日
の
前
日
）
に
お
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

三
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
二
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る

者

一

三
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
三
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る

者

一
の
二

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
三
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
一

年
四
月
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

一
の
二

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
三
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
二

年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

イ
〜
リ

（
略
）

イ
〜
リ

（
略
）

一
の
三

自
動
車
整
備
科
を
免
許
職
種
と
す
る
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
合
格
者
で
あ
つ
て
、
当
該
試
験
又
は
検

定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
一
年
四
月
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

一
の
三

自
動
車
整
備
科
を
免
許
職
種
と
す
る
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
合
格
者
で
あ
つ
て
、
当
該
試
験
又
は
検

定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
二
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

二

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
三
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
一
年
以

上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

二

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
三
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
一
年
六

月
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

三

二
級
自
動
車
シ
ャ
シ
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
八
月
以
上
の

実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

三

二
級
自
動
車
シ
ャ
シ
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
一
年
以
上
の

実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

四

職
業
能
力
開
発
校
に
お
い
て
自
動
車
整
備
科
を
訓
練
科
と
す
る
職
業
訓
練
の
課
程
を
修
了
し
、
訓
練
期
間

が
二
年
以
上
で
訓
練
時
間
が
二
千
八
百
時
間
以
上
の
職
業
訓
練
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
三
級
の
技
能
検
定

に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
八
月
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

四

職
業
能
力
開
発
校
に
お
い
て
自
動
車
整
備
科
を
訓
練
科
と
す
る
職
業
訓
練
の
課
程
を
修
了
し
、
訓
練
期
間

が
二
年
以
上
で
訓
練
時
間
が
二
千
八
百
時
間
以
上
の
職
業
訓
練
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
三
級
の
技
能
検
定

に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
一
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

四
の
二

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
二
級
自
動
車
シ
ャ
シ
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車

の
整
備
作
業
に
関
し
四
月
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
も
の

四
の
二

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
二
級
自
動
車
シ
ャ
シ
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車

の
整
備
作
業
に
関
し
六
月
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
も
の

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

四
の
三
〜
八

（
略
）

四
の
三
〜
八

（
略
）

２

二
級
自
動
車
シ
ャ
シ
整
備
士
の
技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
技
能
検
定
に
係
る
学
科
試
験
の

日
の
前
日
（
全
部
免
除
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
技
能
検
定
の
申
請
の
日
の
前
日
）
に
お
い
て
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

二
級
自
動
車
シ
ャ
シ
整
備
士
の
技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
技
能
検
定
に
係
る
学
科
試
験
の

日
の
前
日
（
全
部
免
除
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
技
能
検
定
の
申
請
の
日
の
前
日
）
に
お
い
て
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

三
級
の
技
能
検
定
又
は
自
動
車
タ
イ
ヤ
整
備
士
若
し
く
は
自
動
車
車
体
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た

日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
一
年
四
月
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

一

三
級
の
技
能
検
定
又
は
自
動
車
タ
イ
ヤ
整
備
士
若
し
く
は
自
動
車
車
体
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た

日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
二
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

二

前
項
第
一
号
の
二
イ
、
ロ
又
は
ホ
か
ら
リ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
三
級
の
技
能
検
定

又
は
自
動
車
タ
イ
ヤ
整
備
士
若
し
く
は
自
動
車
車
体
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整

備
作
業
に
関
し
一
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

二

前
項
第
一
号
の
二
イ
、
ロ
又
は
ホ
か
ら
リ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
三
級
の
技
能
検
定

又
は
自
動
車
タ
イ
ヤ
整
備
士
若
し
く
は
自
動
車
車
体
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整

備
作
業
に
関
し
一
年
六
月
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

二
の
二

自
動
車
整
備
科
を
免
許
職
種
と
す
る
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
合
格
者
で
あ
つ
て
、
当
該
試
験
又
は
検

定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
一
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

二
の
二

自
動
車
整
備
科
を
免
許
職
種
と
す
る
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
合
格
者
で
あ
つ
て
、
当
該
試
験
又
は
検

定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
一
年
六
月
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

三

前
項
第
二
号
イ
若
し
く
は
ロ
又
は
第
四
号
の
二
ロ
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
三
級
の
技
能
検
定
又
は
自
動

車
タ
イ
ヤ
整
備
士
若
し
く
は
自
動
車
車
体
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に

関
し
八
月
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

三

前
項
第
二
号
イ
若
し
く
は
ロ
又
は
第
四
号
の
二
ロ
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
三
級
の
技
能
検
定
又
は
自
動

車
タ
イ
ヤ
整
備
士
若
し
く
は
自
動
車
車
体
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に

関
し
一
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 
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（
三
級
の
受
験
資
格
）

（
三
級
の
受
験
資
格
）

第
十
九
条

三
級
の
技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
技
能
検
定
に
係
る
学
科
試
験
の
日
の
前
日
（
全

部
免
除
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
技
能
検
定
の
申
請
の
日
の
前
日
）
に
お
い
て
次
の
各
号
（
三
級
自
動
車
シ
ャ
シ

整
備
士
の
技
能
検
定
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
五
号
、
三
級
自
動
車
ガ
ソ
リ
ン
・
エ
ン
ジ
ン
整
備
士
又
は

三
級
自
動
車
ジ
ー
ゼ
ル
・
エ
ン
ジ
ン
整
備
士
の
技
能
検
定
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
四
号
、
三
級
二
輪
自

動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
四
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。）の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条

三
級
の
技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
技
能
検
定
に
係
る
学
科
試
験
の
日
の
前
日
（
全

部
免
除
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
技
能
検
定
の
申
請
の
日
の
前
日
）
に
お
い
て
次
の
各
号
（
三
級
自
動
車
シ
ャ
シ

整
備
士
の
技
能
検
定
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
五
号
、
三
級
自
動
車
ガ
ソ
リ
ン
・
エ
ン
ジ
ン
整
備
士
又
は

三
級
自
動
車
ジ
ー
ゼ
ル
・
エ
ン
ジ
ン
整
備
士
の
技
能
検
定
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
四
号
、
三
級
二
輪
自

動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
四
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。）の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

自
動
車
の
整
備
作
業
（
三
級
二
輪
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
原

動
機
付
自
転
車
の
整
備
作
業
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）に
関
し
六
月
以
上
の
実
務
の
経
験
（
十
五
歳
と
な
つ
た

日
以
後
の
経
験
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）を
有
す
る
者

一

自
動
車
の
整
備
作
業
（
三
級
二
輪
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
原

動
機
付
自
転
車
の
整
備
作
業
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）に
関
し
一
年
以
上
の
実
務
の
経
験
（
十
五
歳
と
な
つ
た

日
以
後
の
経
験
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）を
有
す
る
者

二

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
三
月
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

二

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
六
月
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

イ
〜
ハ

（
略
）

イ
〜
ハ

（
略
）

三
〜
五

（
略
）

三
〜
五

（
略
）

（
自
動
車
タ
イ
ヤ
整
備
士
等
の
受
験
資
格
）

（
自
動
車
タ
イ
ヤ
整
備
士
等
の
受
験
資
格
）

第
十
九
条
の
二

自
動
車
タ
イ
ヤ
整
備
士
等
の
技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
技
能
検
定
に
係
る
学

科
試
験
の
日
の
前
日
（
全
部
免
除
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
技
能
検
定
の
申
請
の
日
の
前
日
）
に
お
い
て
次
の
各

号（
自
動
車
タ
イ
ヤ
整
備
士
及
び
自
動
車
電
気
装
置
整
備
士
の
技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、

第
三
号
（
ロ
及
び
ハ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）を
除
く
。）の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条
の
二

自
動
車
タ
イ
ヤ
整
備
士
等
の
技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
技
能
検
定
に
係
る
学

科
試
験
の
日
の
前
日
（
全
部
免
除
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
技
能
検
定
の
申
請
の
日
の
前
日
）
に
お
い
て
次
の
各

号（
自
動
車
タ
イ
ヤ
整
備
士
及
び
自
動
車
電
気
装
置
整
備
士
の
技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、

第
三
号
（
ロ
及
び
ハ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）を
除
く
。）の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

受
け
よ
う
と
す
る
技
能
検
定
に
係
る
自
動
車
の
装
置
の
整
備
作
業
に
関
し
一
年
四
月
以
上
の
実
務
の
経
験

を
有
す
る
者

一

受
け
よ
う
と
す
る
技
能
検
定
に
係
る
自
動
車
の
装
置
の
整
備
作
業
に
関
し
二
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有

す
る
者

二

第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
イ
若
し
く
は
ロ
若
し
く
は
第
四
号
の
二
ロ
又
は
前
条
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
者
で

あ
つ
て
、
受
け
よ
う
と
す
る
技
能
検
定
に
係
る
自
動
車
の
装
置
の
整
備
作
業
に
関
し
一
年
以
上
の
実
務
の
経

験
を
有
す
る
も
の

二

第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
イ
若
し
く
は
ロ
若
し
く
は
第
四
号
の
二
ロ
又
は
前
条
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
者
で

あ
つ
て
、
受
け
よ
う
と
す
る
技
能
検
定
に
係
る
自
動
車
の
装
置
の
整
備
作
業
に
関
し
一
年
六
月
以
上
の
実
務

の
経
験
を
有
す
る
も
の

三

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
受
け
よ
う
と
す
る
技
能
検
定
に
係
る
自
動
車
の
装
置
の
整
備
作
業
に
関
し
八

月
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

三

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
受
け
よ
う
と
す
る
技
能
検
定
に
係
る
自
動
車
の
装
置
の
整
備
作
業
に
関
し
一

年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

イ
〜
ハ

（
略
）

イ
〜
ハ

（
略
）

四
〜
六

（
略
）

四
〜
六

（
略
）

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て

掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
す
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
五
（
第
五
十
七
条
関
係
）

別
表
第
五
（
第
五
十
七
条
関
係
）

対
象
と
す
る
整
備
の
種
類

分
解
整
備

電
子
制
御
装
置

整
備

対
象
と
す
る
整
備
の
種
類

分
解
整
備

電
子
制
御
装
置

整
備

対
象
と
す
る

装
置
の
種
類
原
動
機

動
力
伝
達
装
置

走
行
装
置
操
縦
装
置
制
動
装
置
緩
衝
装
置


連
結
装
置
運
行
補
助

装
置

自
動
運
行
装
置

対
象
と
す
る

装
置
の
種
類
原
動
機

動
力
伝
達
装
置

走
行
装
置
操
縦
装
置
制
動
装
置
緩
衝
連
結


連
結
装
置
運
行
補
助

装
置

自
動
運
行
装
置

作
業
機
械
等

作
業
機
械
等

（
略
）

（
略
）
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点検計器及び点検装置


サ
ー
キ
ッ
ト
・
テ

ス
タ

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
１
普
通
自
動
車

特
定
整
備
事
業

で
対
象
と
す
る

自
動
車
が
カ
タ

ピ
ラ
を
有
す
る

大
型
特
殊
自
動

車
で
あ
る
も
の

に
あ
つ
て
は
、

第
９
号
及
び
第






13号
に
掲
げ
る









も
の
を
、
カ
タ









ピ
ラ
を
有
し
な









い
大
型
特
殊
自









動
車
で
あ
る
も









の
に
あ
つ
て
は









第
13号




に
掲
げ

る
も
の
を
除

く
。

２
小
型
自
動
車

特
定
整
備
事
業

で
対
象
と
す
る

自
動
車
が






二
輪

の
小
型
自
動
車

で
あ
る
も
の
に

点検計器及び点検装置


サ
ー
キ
ッ
ト
・
テ

ス
タ

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
１
普
通
自
動
車

特
定
整
備
事
業

で
対
象
と
す
る

自
動
車
が
カ
タ

ピ
ラ
を
有
す
る

大
型
特
殊
自
動

車
で
あ
る
も
の

に
あ
つ
て
は
、

第
９
号
か
ら
第






12号
ま
で






に
掲

げ
る
も
の
を
除

く
。


比
重
計
又
は
バ
ッ










テ
リ
・
テ
ス
タ









〇

比
重
計






〇

２
小
型
自
動
車

特
定
整
備
事
業

で
対
象
と
す
る

自
動
車
が
三
輪









の
小
型
自
動
車









及
び
二
輪
の
小










コ
ン
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
ゲ
ー
ジ

〇

コ
ン
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
ゲ
ー
ジ

〇


ハ
ン
デ
ィ
・
バ

キ
ュ
ー
ム
・
ポ
ン
プ
〇

〇
〇

〇


ハ
ン
デ
ィ
・
バ

キ
ュ
ー
ム
・
ポ
ン
プ
〇

〇
〇

〇


エ
ン
ジ
ン
・
タ
コ










テ
ス
タ
又
は
整
備
用











ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル










〇
〇

〇

エ
ン
ジ
ン
・
タ
コ










テ
ス
タ






〇
〇

〇


タ
イ
ミ
ン
グ
・
ラ










イ
ト
又
は
整
備
用
ス











キ
ャ
ン
ツ
ー
ル









〇

タ
イ
ミ
ン
グ
・
ラ










イ
ト


〇


シ
ッ
ク
ネ
ス
・

ゲ
ー
ジ

〇
〇

〇
〇

〇
〇


シ
ッ
ク
ネ
ス
・

ゲ
ー
ジ

〇
〇

〇
〇

〇
〇


ダ
イ
ヤ
ル
・
ゲ
ー

ジ
〇

〇
〇

〇
〇

〇

ダ
イ
ヤ
ル
・
ゲ
ー

ジ
〇

〇
〇

〇
〇

〇


ト
ー
イ
ン
・
ゲ
ー

ジ
〇

〇
〇


キ
ャ
ン
バ
・
キ
ャ

ス
タ
・
ゲ
ー
ジ

〇
〇

〇


タ
ー
ニ
ン
グ
・
ラ

ジ
ア
ス
・
ゲ
ー
ジ

〇
〇

〇


タ
イ
ヤ
・
ゲ
ー
ジ

〇

タ
イ
ヤ
・
ゲ
ー
ジ

〇

検
車
装
置

〇
〇

〇
〇

〇
〇


検
車
装
置

〇
〇

〇
〇

〇
〇


一
酸
化
炭
素
測
定

器
〇


一
酸
化
炭
素
測
定

器
〇


炭
化
水
素
測
定
器
〇


炭
化
水
素
測
定
器
〇


整
備
用
ス
キ
ャ
ン

ツ
ー
ル

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇

整
備
用
ス
キ
ャ
ン

ツ
ー
ル

〇
〇

あ
つ
て
は
、
第

10号

及
び
第
13

号
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。

型
自
動
車
で
あ









る
も
の
並
び
に









三
輪
の
小
型
自









動
車
で
あ
る
も









の
に
あ
つ
て









は
、
第
９
号
か









ら
第
11号
ま
で









に
掲
げ
る
も
の









を
、

二
輪
の
小

型
自
動
車
で
あ

る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
第
９
号






か
ら
第
11号
ま









で
及
び
第
13号

に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
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３
ガ
ソ
リ
ン
又

は
液
化
石
油
ガ

ス
を
燃
料
と
す

る
原
動
機
の
点

検
を
行
わ
な
い

事
業
場
に
あ
つ


て
は

第
６
号
、

第
11号
及
び
第









12号

に
掲
げ
る

も
の
を
、
内
燃

機
関
の
点
検
を

行
わ
な
い
事
業

場
に
あ
つ
て
は







第
３
号
、
第
６

号
、
第
11号
及







び
第
12号






に
掲

げ
る
も
の
を
除

く
。

３
ガ
ソ
リ
ン
又

は
液
化
石
油
ガ

ス
を
燃
料
と
す

る
原
動
機
の
点

検
を
行
わ
な
い

事
業
場
に
あ
つ


て
は
、




第
６
号
、

第
14及
び
第
15









号
に
掲
げ
る
も

の
を
、
内
燃
機

関
の
点
検
を
行

わ
な
い
事
業
場

に
あ
つ
て
は
、








第
３
号
、
第
６

号
、
第
14号
及







び
第
15号






に
掲

げ
る
も
の
を
除

く
。

工具

ホ
イ
ー
ル
・
プ
ー

ラ
〇

〇
１
普
通
自
動
車

特
定
整
備
事
業

で
対
象
と
す
る

自
動
車
が
車
両

総
重
量
が
８
ト

ン
未
満
の
も

の
、
最
大
積
載

量
が
２
ト
ン
以

下
で
あ
る
も
の

及
び
乗
車
定
員

が
10人
以
下
で

あ
る
も
の
（
大

型
特
殊
自
動
車

を
除
く
。）に
あ

つ
て
は
、
第
１

号
か
ら
第
３
号

ま
で
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。

工具

ホ
イ
ー
ル
・
プ
ー

ラ
〇

〇
小
型
自
動
車
特

定
整
備
事
業
で
対

象
と
す
る
自
動
車

が
二
輪
の
小
型
自

動
車
で
あ
る
も
の

に
あ
つ
て
は
、
第

１
号
及
び
第
２
号

に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。


ベ
ア
リ
ン
グ
・

レ
ー
ス
・
プ
ー
ラ

〇
〇

〇


ベ
ア
リ
ン
グ
・

レ
ー
ス
・
プ
ー
ラ

〇
〇

〇


グ
リ
ー
ス
・
ガ
ン

又
は
シ
ャ
シ
・
ル
ブ

リ
ケ
ー
タ

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇

グ
リ
ー
ス
・
ガ
ン

又
は
シ
ャ
シ
・
ル
ブ

リ
ケ
ー
タ

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇


部
品
洗
浄
槽

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇

部
品
洗
浄
槽

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇

２
小
型
自
動
車

特
定
整
備
事
業

又
は
軽
自
動
車

特
定
整
備
事
業

に
あ
つ
て
は
、

第
１
号
か
ら
第

３
号
ま
で
に
掲

げ
る
も
の
を
除

く
。

備
考

備
考

（
略
）

（
略
）
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（
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
運
輸
省
令
第
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
自
動
車
検
査
員
の
要
件
）

（
自
動
車
検
査
員
の
要
件
）

第
四
条

法
第
九
十
四
条
の
四
第
一
項
の
自
動
車
検
査
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
四
条

法
第
九
十
四
条
の
四
第
一
項
の
自
動
車
検
査
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
第
七
号
の
整
備
主
任
者
（
同
号
イ
又
は
ハ
に

掲
げ
る
事
業
場
の
整
備
主
任
者
に
限
り
、
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七

十
一
号
。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。）の
規
定
に
よ
る
二
級
自
動
車
シ
ャ
シ
整
備
士
の
技
能
検
定
の
み
に

合
格
し
た
者
を
除
く
。）と
し
て
一
年
以
上
（
検
定
規
則
の
規
定
に
よ
る
一
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定

に
合
格
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
六
月
以
上
）
の
実
務
の
経
験
を
有
し
、
適
切
に
業
務
を
行
つ
て
い
た
者
で
あ

つ
て
、
自
動
車
の
検
査
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
に
つ
い
て
地
方
運
輸
局
長
が
行
う
教
習
を
修
了
し
た
も
の

一

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
第
七
号
の
整
備
主
任
者
（
同
号
イ
又
は
ハ
に

掲
げ
る
事
業
場
の
整
備
主
任
者
に
限
り
、
二
級
自
動
車
シ
ャ
シ
整
備
士
の
技
能
検
定
の
み
に
合
格
し
た
者
を

除
く
。）と
し
て
一
年
以
上
（
一
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、六
月
以
上
）

の
実
務
の
経
験
を
有
し
、
適
切
に
業
務
を
行
つ
て
い
た
者
で
あ
つ
て
、
自
動
車
の
検
査
に
必
要
な
知
識
及
び

技
能
に
つ
い
て
地
方
運
輸
局
長
が
行
う
教
習
を
修
了
し
た
も
の

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
自
動
運
行
装
置
を
備
え
る
自
動
車
に
つ
い
て
法
第
九
十
四
条
の
五
第
一
項
又
は

法
第
九
十
四
条
の
五
の
二
第
一
項
の
証
明
を
行
う
自
動
車
検
査
員
に
あ
つ
て
は
、
検
定
規
則
の
規
定
に
よ
る
一

級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
自
動
車
検
査
員
の
証
明
）

（
自
動
車
検
査
員
の
証
明
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

自
動
車
検
査
員
は
、
自
動
車
が
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
記
録
さ
れ
た
車
台
番
号
並
び
に
道
路

運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
、
第
三
号
、
第
十
五
号
、
第
十
九
号
か
ら
第

二
十
一
号
ま
で
及
び
第
二
十
八
号
を
除
く
。）並
び
に
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
第
五
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
事
実
と
相
違
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
第
九
十
四
条
の
五
第
一
項
の
証
明
（
一
時
抹
消
登

録
を
受
け
た
自
動
車
又
は
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
交
付
を
受
け

た
検
査
対
象
軽
自
動
車
若
し
く
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
係
る
も
の
を
除
く
。）を
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

自
動
車
検
査
員
は
、
自
動
車
が
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
記
録
さ
れ
た
車
台
番
号
並
び
に
道
路

運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
三
号
、
第
十
五
号
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
一
号

ま
で
及
び
第
二
十
八
号
を
除
く
。）並
び
に
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
第
五
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
事
実
と
相
違
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
第
九
十
四
条
の
五
第
一
項
の
証
明
（
一
時
抹
消
登
録
を
受
け

た
自
動
車
又
は
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
検
査
対

象
軽
自
動
車
若
し
く
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
係
る
も
の
を
除
く
。）を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
百
八
十
五
号
）

第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
九
十
一
条
第
一
項
及
び

第
三
項
、
第
九
十
四
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
十
六

条
の
十
第
一
項
並
び
に
第
九
十
六
条
の
十
四
（
第
九
十
六
条
の

十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
百
八
十
五
号
）

第
九
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
九
十
四
条
の
六
第
一
項

及
び
第
二
項
、
第
九
十
六
条
の
十
第
一
項
並
び
に
第
九
十
六
条

の
十
四
（
第
九
十
六
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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別
表
第
二
（
第
五
条
及
び
第
六
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
五
条
及
び
第
六
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

道
路
運
送
車
両
法

第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
十
一
条
第
一
項
及
び

第
三
項
、
第
九
十
四
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
十
六

条
の
十
第
一
項
並
び
に
第
九
十
六
条
の
十
四
（
第
九
十
六
条
の

十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

道
路
運
送
車
両
法

第
九
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
九
十
四
条
の
六
第
一
項

及
び
第
二
項
、
第
九
十
六
条
の
十
第
一
項
並
び
に
第
九
十
六
条

の
十
四
（
第
九
十
六
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
四
（
第
十
条
及
び
第
十
一
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
十
条
及
び
第
十
一
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

港
湾
法

第
五
十
六
条
の
二
の
十
第
二
項

港
湾
法

第
五
十
六
条
の
二
の
十
第
二
項

道
路
運
送
車
両
法

第
九
十
一
条
第
二
項

気
象
業
務
法

第
三
十
二
条
の
十
第
二
項

気
象
業
務
法

第
三
十
二
条
の
十
第
二
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
四
年
国
土
交
通
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条
の
う
ち
、
自
動
整
備
士
技
能
検
定
規
則
第
十
八
条
か
ら
第
十
九
条
の
二
ま
で
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
二
級
の
受
験
資
格
）

（
二
級
の
受
験
資
格
）

第
十
八
条

二
級
自
動
車
整
備
士
（
総
合
）
の
技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
技
能
検
定
に
係
る
学

科
試
験
の
日
の
前
日
（
全
部
免
除
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
技
能
検
定
の
申
請
の
日
の
前
日
）
に
お
い
て
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条

二
級
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
整
備
士
、
二
級
ジ
ー
ゼ
ル
自
動
車
整
備
士
又
は
二
級
二
輪
自
動
車
整
備
士
の

技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
技
能
検
定
に
係
る
学
科
試
験
の
日
の
前
日
（
全
部
免
除
者
に
あ
つ

て
は
、
当
該
技
能
検
定
の
申
請
の
日
の
前
日
）
に
お
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

三
級
自
動
車
整
備
士
（
総
合
）
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
二
年
以
上

の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

一

三
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
二
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る

者

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
中
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
第
四
条
の
改
正
規
定
（
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
を
除
く
。）は
、
令
和
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
道
路
運
送
車
両
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）の
規
定
に
よ
る
認
証
を
受
け
て
自
動
車
特
定
整
備
事
業
を
経
営
し
て
い
る
者
及
び
法
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
認
証
の
申
請
を
し
て
い
る
者

に
係
る
法
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
別
表
第
五
（
点
検
計
器
及
び
点
検
装
置
の
欄
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
最
初
に
事
業
場
の
位
置
を
変
更
す
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
の
際
現
に
自
動
運
行
装
置
を
備
え
る
自
動
車
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
自
動
運
転
車
」
と
い
う
。）を
対
象
と
す
る
法
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
の
指
定
自
動
車
整
備
事
業
を

行
っ
て
い
る
同
項
に
規
定
す
る
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
は
、
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
第

四
条
第
二
項
に
該
当
し
な
い
者
を
自
動
運
転
車
に
つ
い
て
法
第
九
十
四
条
の
五
第
一
項
又
は
法
第
九
十
四
条
の
五
の
二
第
一
項
の
証
明
を
行
う
法
第
九
十
四
条
の
四
第
一
項
の
自
動
車
検
査
員
に
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


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一
の
二

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
三
級
自
動
車
整
備
士
（
総
合
）
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動

車
の
整
備
作
業
に
関
し
一
年
四
月
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

一
の
二

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
三
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
一

年
四
月
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

イ
〜
ヘ

（
略
）

イ
〜
ヘ

（
略
）

ト

一
種
養
成
施
設
の
三
級
自
動
車
整
備
士
（
総
合
）
の
課
程
を
修
了
し
た
者

ト

一
種
養
成
施
設
の
三
級
の
課
程
を
修
了
し
た
者

チ

自
動
車
の
整
備
技
術
の
教
育
を
行
う
機
関
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
お
い
て
三
級
自

動
車
整
備
士
（
総
合
）
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

チ

自
動
車
の
整
備
技
術
の
教
育
を
行
う
機
関
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
お
い
て
三
級
の

課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

リ

国
土
交
通
大
臣
が
、
三
級
自
動
車
整
備
士
（
総
合
）
の
受
験
資
格
を
有
す
る
者
の
自
動
車
の
整
備
作
業

に
関
す
る
技
能
と
同
等
以
上
の
技
能
を
有
す
る
と
認
め
た
者

リ

国
土
交
通
大
臣
が
、
三
級
の
受
験
資
格
を
有
す
る
者
の
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
す
る
技
能
と
同
等
以

上
の
技
能
を
有
す
る
と
認
め
た
者

一
の
三

自
動
車
タ
イ
ヤ
整
備
士
等
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
一
年
四
月

以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

一
の
四

（
略
）

一
の
三

（
略
）

二

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
三
級
自
動
車
整
備
士
（
総
合
）
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の

整
備
作
業
に
関
し
一
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

二

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
三
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
一
年
以

上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

（
削
る
）

三

二
級
自
動
車
シ
ャ
シ
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
八
月
以
上
の

実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

三

職
業
能
力
開
発
校
に
お
い
て
自
動
車
整
備
科
を
訓
練
科
と
す
る
職
業
訓
練
の
課
程
を
修
了
し
、
訓
練
期
間

が
二
年
以
上
で
訓
練
時
間
が
二
千
八
百
時
間
以
上
の
職
業
訓
練
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
三
級
自
動
車
整
備

士
（
総
合
）
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
八
月
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有

す
る
も
の

四

職
業
能
力
開
発
校
に
お
い
て
自
動
車
整
備
科
を
訓
練
科
と
す
る
職
業
訓
練
の
課
程
を
修
了
し
、
訓
練
期
間

が
二
年
以
上
で
訓
練
時
間
が
二
千
八
百
時
間
以
上
の
職
業
訓
練
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
三
級
の
技
能
検
定

に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
八
月
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

四

二
級
自
動
車
整
備
士
（
二
輪
）
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
八
月
以
上

の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

（
削
る
）

四
の
二

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
二
級
自
動
車
シ
ャ
シ
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車

の
整
備
作
業
に
関
し
四
月
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
も
の

イ

第
二
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者

ロ

職
業
能
力
開
発
校
に
お
い
て
自
動
車
整
備
科
を
訓
練
科
と
す
る
職
業
訓
練
の
課
程
を
修
了
し
た
者
で
あ

つ
て
、
訓
練
期
間
が
二
年
以
上
で
訓
練
時
間
が
二
千
八
百
時
間
以
上
の
職
業
訓
練
を
受
け
た
も
の

（
削
る
）

四
の
三

第
一
号
の
二
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
二
級
自
動
車
シ
ャ
シ
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格

し
た
も
の

五

（
略
）

五

（
略
）

六

一
種
養
成
施
設
の
二
級
自
動
車
整
備
士
（
総
合
）
の
課
程
を
修
了
し
た
者

六

一
種
養
成
施
設
の
二
級
の
課
程
を
修
了
し
た
者

七

自
動
車
に
関
す
る
学
科
を
有
す
る
大
学
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
お
い
て
当
該
学
科
の

二
級
自
動
車
整
備
士
（
総
合
）
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
当
該
課
程
を
修
め
て
専
門
職
大
学
の
前
期

課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。）

七

自
動
車
に
関
す
る
学
科
を
有
す
る
大
学
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
お
い
て
当
該
学
科
の

二
級
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
当
該
課
程
を
修
め
て
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含

む
。）

八

（
略
）

八

（
略
）
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２

二
級
自
動
車
整
備
士
（
二
輪
）
の
技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
技
能
検
定
に
係
る
学
科
試
験

の
日
の
前
日
を
経
過
し
た
日
（
全
部
免
除
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
技
能
検
定
の
申
請
の
日
の
前
日
）
に
お
い
て

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

二
級
自
動
車
シ
ャ
シ
整
備
士
の
技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
技
能
検
定
に
係
る
学
科
試
験
の

日
の
前
日
を
経
過
し
た
日
（
全
部
免
除
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
技
能
検
定
の
申
請
の
日
の
前
日
）
に
お
い
て
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

三
級
自
動
車
整
備
士
（
二
輪
）
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
二
年
以
上

の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

一

三
級
の
技
能
検
定
又
は
自
動
車
タ
イ
ヤ
整
備
士
若
し
く
は
自
動
車
車
体
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た

日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
一
年
四
月
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

二

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
三
級
自
動
車
整
備
士
（
二
輪
）
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の

整
備
作
業
に
関
し
一
年
四
月
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

二

前
項
第
一
号
の
二
イ
、
ロ
又
は
ホ
か
ら
リ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
三
級
の
技
能
検
定

又
は
自
動
車
タ
イ
ヤ
整
備
士
若
し
く
は
自
動
車
車
体
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整

備
作
業
に
関
し
一
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

イ

前
項
第
一
号
の
二
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
者

二
の
二

自
動
車
整
備
科
を
免
許
職
種
と
す
る
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
合
格
者
で
あ
つ
て
、
当
該
試
験
又
は
検

定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
一
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

ロ

一
種
養
成
施
設
の
三
級
自
動
車
整
備
士
（
二
輪
）
の
課
程
を
修
了
し
た
者

三

前
項
第
二
号
イ
若
し
く
は
ロ
又
は
第
四
号
の
二
ロ
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
三
級
の
技
能
検
定
又
は
自
動

車
タ
イ
ヤ
整
備
士
若
し
く
は
自
動
車
車
体
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に

関
し
八
月
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

ハ

自
動
車
の
整
備
技
術
の
教
育
を
行
う
機
関
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
お
い
て
三
級
自

動
車
整
備
士
（
二
輪
）
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

ニ

国
土
交
通
大
臣
が
、
三
級
自
動
車
整
備
士
（
二
輪
）
の
受
験
資
格
を
有
す
る
者
の
自
動
車
の
整
備
作
業

に
関
す
る
技
能
と
同
等
以
上
の
技
能
を
有
す
る
と
認
め
た
者

四

前
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
者

五

国
土
交
通
大
臣
が
、
前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
有
す
る
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
す
る
技
能
と
同
等
以
上
の

技
能
を
有
す
る
と
認
め
た
者

三

前
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
三
級
自
動
車
整
備
士
（
二
輪
）
の
技
能
検
定
に
合
格
し

た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
一
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

四

職
業
能
力
開
発
校
に
お
い
て
自
動
車
整
備
科
を
訓
練
科
と
す
る
職
業
訓
練
の
課
程
を
修
了
し
、
訓
練
期
間

が
二
年
以
上
で
訓
練
時
間
が
二
千
八
百
時
間
以
上
の
職
業
訓
練
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
三
級
自
動
車
整
備

士
（
二
輪
）
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
八
月
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有

す
る
も
の

五

一
種
養
成
施
設
の
二
級
自
動
車
整
備
士
（
二
輪
）
の
課
程
を
修
了
し
た
者

六

自
動
車
に
関
す
る
学
科
を
有
す
る
大
学
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
お
い
て
当
該
学
科
の

二
級
自
動
車
整
備
士
（
二
輪
）
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
当
該
課
程
を
修
め
て
専
門
職
大
学
の
前
期

課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。）

七

前
項
（
第
一
号
の
三
及
び
第
四
号
を
除
く
。）に
規
定
す
る
受
験
資
格
を
有
す
る
者

八

国
土
交
通
大
臣
が
、
前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
有
す
る
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
す
る
技
能
と
同
等
以
上
の

技
能
を
有
す
る
と
認
め
た
者

（
三
級
の
受
験
資
格
）

（
三
級
の
受
験
資
格
）

第
十
九
条

三
級
自
動
車
整
備
士
（
総
合
）
又
は
三
級
自
動
車
整
備
士
（
二
輪
）
の
技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
当
該
技
能
検
定
に
係
る
学
科
試
験
の
日
の
前
日
（
全
部
免
除
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
技
能
検
定
の
申

請
の
日
の
前
日
）
に
お
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条

三
級
の
技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
技
能
検
定
に
係
る
学
科
試
験
の
日
の
前
日
（
全

部
免
除
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
技
能
検
定
の
申
請
の
日
の
前
日
）
に
お
い
て
次
の
各
号
（
三
級
自
動
車
シ
ャ
シ

整
備
士
の
技
能
検
定
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
五
号
、
三
級
自
動
車
ガ
ソ
リ
ン
・
エ
ン
ジ
ン
整
備
士
又
は

三
級
自
動
車
ジ
ー
ゼ
ル
・
エ
ン
ジ
ン
整
備
士
の
技
能
検
定
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
四
号
、
三
級
二
輪
自

動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
四
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。）の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

自
動
車
の
整
備
作
業
（
三
級
自
動
車
整
備
士
（
二
輪
）の
技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、

原
動
機
付
自
転
車
の
整
備
作
業
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）に
関
し
六
月
以
上
の
実
務
の
経
験
（
十
五
歳
と
な
つ

た
日
以
後
の
経
験
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）を
有
す
る
者

一

自
動
車
の
整
備
作
業
（
三
級
二
輪
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
原

動
機
付
自
転
車
の
整
備
作
業
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）に
関
し
六
月
以
上
の
実
務
の
経
験
（
十
五
歳
と
な
つ
た

日
以
後
の
経
験
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）を
有
す
る
者

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
削
る
）

四

自
動
車
タ
イ
ヤ
整
備
士
又
は
自
動
車
車
体
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者

（
削
る
）

五

自
動
車
電
気
装
置
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報

－　101　－



（
自
動
車
タ
イ
ヤ
整
備
士
等
の
受
験
資
格
）

（
自
動
車
タ
イ
ヤ
整
備
士
等
の
受
験
資
格
）

第
十
九
条
の
二

自
動
車
タ
イ
ヤ
整
備
士
等
の
技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
技
能
検
定
に
係
る
学

科
試
験
の
日
の
前
日
（
全
部
免
除
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
技
能
検
定
の
申
請
の
日
の
前
日
）
に
お
い
て
次
の
各

号
（
自
動
車
タ
イ
ヤ
整
備
士
及
び
自
動
車
電
気
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
の
技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

に
あ
つ
て
は
、
第
三
号
（
ロ
及
び
ハ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）を
除
く
。）の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条
の
二

自
動
車
タ
イ
ヤ
整
備
士
等
の
技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
技
能
検
定
に
係
る
学

科
試
験
の
日
の
前
日
（
全
部
免
除
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
技
能
検
定
の
申
請
の
日
の
前
日
）
に
お
い
て
次
の
各

号（
自
動
車
タ
イ
ヤ
整
備
士
及
び
自
動
車
電
気
装
置
整
備
士
の
技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、

第
三
号
（
ロ
及
び
ハ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）を
除
く
。）の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
受
け
よ
う
と
す
る
技
能
検
定
に
係
る
自
動
車
の
装
置
の
整
備
作
業
に
関
し
一

年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

二

第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
イ
若
し
く
は
ロ
若
し
く
は
第
四
号
の
二
ロ
又
は
前
条
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
者
で

あ
つ
て
、
受
け
よ
う
と
す
る
技
能
検
定
に
係
る
自
動
車
の
装
置
の
整
備
作
業
に
関
し
一
年
以
上
の
実
務
の
経

験
を
有
す
る
も
の

イ

第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者

（
新
設
）

ロ

前
条
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
者

（
新
設
）

ハ

職
業
能
力
開
発
校
に
お
い
て
自
動
車
整
備
科
を
訓
練
科
と
す
る
職
業
訓
練
の
課
程
を
修
了
し
た
者
で
あ

つ
て
、
訓
練
期
間
が
二
年
以
上
で
訓
練
時
間
が
二
千
八
百
時
間
以
上
の
職
業
訓
練
を
受
け
た
も
の

（
新
設
）

三
〜
六

（
略
）

三
〜
六

（
略
）

第
四
条
の
う
ち
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
第
四
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
自
動
車
検
査
員
の
要
件
）

（
自
動
車
検
査
員
の
要
件
）

第
四
条

法
第
九
十
四
条
の
四
第
一
項
の
自
動
車
検
査
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
四
条

法
第
九
十
四
条
の
四
第
一
項
の
自
動
車
検
査
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
業
場
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
者

一

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
第
七
号
の
整
備
主
任
者
（
同
号
イ
又
は
ハ
に

掲
げ
る
事
業
場
の
整
備
主
任
者
に
限
り
、
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七

十
一
号
。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。）の
規
定
に
よ
る
二
級
自
動
車
シ
ャ
シ
整
備
士
の
技
能
検
定
の
み
に

合
格
し
た
者
を
除
く
。）と
し
て
一
年
以
上
（
検
定
規
則
の
規
定
に
よ
る
一
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定

に
合
格
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
六
月
以
上
）
の
実
務
の
経
験
を
有
し
、
適
切
に
業
務
を
行
つ
て
い
た
者
で
あ

つ
て
、
自
動
車
の
検
査
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
に
つ
い
て
地
方
運
輸
局
長
が
行
う
教
習
を
修
了
し
た
も
の

イ

ロ
以
外
の
事
業
場

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
第
七
号
イ

若
し
く

は

又
は
ハ
に
掲
げ
る
事
業
場
の
整
備
主
任
者
（
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸

省
令
第
七
十
一
号
。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。）の
規
定
に
よ
る
自
動
車
車
体
・
電
子
制
御
装
置
整
備

士
の
技
能
検
定
の
み
に
合
格
し
た
者
を
除
く
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。）と
し
て
一
年
以
上
（
検
定
規
則
の
規

定
に
よ
る
一
級
自
動
車
整
備
士
（
総
合
）
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
六
月
以
上
）
の
実

務
の
経
験
を
有
し
、
適
切
に
業
務
を
行
つ
て
い
た
者
で
あ
つ
て
、
自
動
車
の
検
査
に
必
要
な
知
識
及
び
技

能
に
つ
い
て
地
方
運
輸
局
長
が
行
う
教
習
を
修
了
し
た
も
の

ロ

対
象
と
す
る
自
動
車
が
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
み
で
あ
る
事
業
場

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
六

十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
第
七
号
イ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
事
業
場
の
整
備
主
任
者
と
し
て
一
年
以
上
（
検
定

規
則
の
規
定
に
よ
る
一
級
自
動
車
整
備
士
（
総
合
）
又
は
一
級
自
動
車
整
備
士
（
二
輪
）
の
技
能
検
定
に

合
格
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
六
月
以
上
）
の
実
務
の
経
験
を
有
し
、
適
切
に
業
務
を
行
つ
て
い
た
者
で
あ

つ
て
、
自
動
車
の
検
査
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
に
つ
い
て
地
方
運
輸
局
長
が
行
う
教
習
を
修
了
し
た
も

の

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報

附
則
第
八
条
の
表
第
五
十
七
条
第
七
号
イ

及
び

の
項
、
第
五
十
七
条
第
七
号
ハ

の
項
、
第
六
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
第
七
号
イ

及
び

の
項
及
び
第
六
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
第
七
号
ハ

の
項
中
「
若
し
く
は
検
定
規
則

の
規
定
に
よ
る
自
動
車
車
体
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
」
を
「
、
検
定
規
則
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
車
体
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
若
し
く
は
旧
検
定
規
則
の
規
定
に
よ
る
自
動
車

車
体
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
（
電
子
制
御
装
置
整
備
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
に
つ
い
て
運
輸
監
理
部
長
若
し
く
は
運
輸
支
局
長
が
行
う
講
習
を
修
了
し
た
者
に
限
る
。）」
に
改
め
る
。


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自
動
車
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
手
引
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

自
動
車
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
手
引
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

２
日
常
点
検
の
実
施
の
方
法

２
日
常
点
検
の
実
施
の
方
法

（
略
）

（
略
）

改

正

前

日
常
点
検
の
実
施
方
法

日
常
点
検
の
実
施
方
法

点
検
箇
所

点
検
項
目

点
検
の
実
施
の
方
法

点
検
箇
所

点
検
項
目

点
検
の
実
施
の
方
法

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

運転席での点検

ブ
レ
ー
キ
・
ペ
ダ

ル
踏
み
し
ろ
、
ブ
レ
ー

キ
の
き
き

〇
エ
ン
ジ
ン
を
か
け
た
状
態
で
ブ
レ
ー
キ
・
ペ
ダ

ル
を
い
っ
ぱ
い
に
踏
み
込
ん
だ
と
き
、
床
板
と
の

す
き
間
（
踏
み
残
り
し
ろ
）
や
踏
み
ご
た
え
が
適

当
で
あ
る
か
を
点
検
し
ま
す
。

運転席での点検

ブ
レ
ー
キ
・
ペ
ダ

ル
踏
み
し
ろ
、
ブ
レ
ー

キ
の
き
き

〇
エ
ン
ジ
ン
を
か
け
た
状
態
で
ブ
レ
ー
キ
・
ペ
ダ

ル
を
い
っ
ぱ
い
に
踏
み
込
ん
だ
と
き
、
床
板
と
の

す
き
間
（
踏
み
残
り
し
ろ
）
や
踏
み
ご
た
え
が
適

当
で
あ
る
か
を
点
検
し
ま
す
。

（
床
板
と
の
す
き
間
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
と
き

や
、踏
み
ご
た
え
が
や
わ
ら
か
く
感
じ
る
と
き
は
、

ブ
レ
ー
キ
液
の
液
漏
れ
、
空
気
の
混
入
に
よ
る
ブ

レ
ー
キ
の
き
き
不
良
の
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。）

（
床
板
と
の
す
き
間
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
と
き

や
、踏
み
ご
た
え
が
や
わ
ら
か
く
感
じ
る
と
き
は
、

ブ
レ
ー
キ
液
の
液
漏
れ
、
空
気
の
混
入
に
よ
る
ブ

レ
ー
キ
の
き
き
不
良
の
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。）

〇
ト
ラ
ッ
ク
、
バ
ス
な
ど
の
エ
ア
・
ブ
レ
ー
キ
が

装
着
さ
れ
て
い
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
踏
み
し

ろ
の
点
検
は
不
要
で
す
。

〇
ト
ラ
ッ
ク
、
バ
ス
な
ど
の
エ
ア
・
ブ
レ
ー
キ
が

装
着
さ
れ
て
い
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
踏
み
し

ろ
の
点
検
は
不
要
で
す
。

な
お
、「
車
の
周
り
か
ら
の
点
検
」
の
欄
を
参
照

し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、「
車
の
周
り
か
ら
の
点
検
」
の
欄
を
参
照

し
て
く
だ
さ
い
。

〇
ブ
レ
ー
キ
・
ペ
ダ
ル
の
操
作
量
の
異
常
を
検
知

す
る
セ
ン
サ
が
装
着
さ
れ
て
い
る
自
動
車
に
あ
っ

て
は
、
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
に
よ
る
車
載
式
故
障
診

断
装
置
の
診
断
の
結
果
を
読
み
取
る
こ
と
又
は
制

動
装
置
に
係
る
識
別
表
示
が
異
常
を
示
す
点
灯
を

し
て
い
な
い
か
を
目
視
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
に

よ
り
点
検
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報
〇
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
十
五
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
手
引
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
七
月
八
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌


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車の周りからの点検

（
略
）

（
略
）

（
略
）

車の周りからの点検

（
略
）

（
略
）

（
略
）

タ
イ
ヤ

（
略
）

（
略
）

タ
イ
ヤ

（
略
）

（
略
）


取
付
け
の
状
態

〇
デ
ィ
ス
ク
・
ホ
イ
ー
ル
の
取
付
状
態
に
つ
い

て
、
目
視
に
よ
り
次
の
点
検
を
行
い
ま
す
。


取
付
け
の
状
態

〇
デ
ィ
ス
ク
・
ホ
イ
ー
ル
の
取
付
状
態
に
つ
い

て
、
目
視
に
よ
り
次
の
点
検
を
行
い
ま
す
。

・
ホ
イ
ー
ル
・
ナ
ッ
ト
の
脱
落
、
ホ
イ
ー
ル
・

ボ
ル
ト
の
折
損
等
の
異
常
は
な
い
か
。

・
ホ
イ
ー
ル
・
ナ
ッ
ト
の
脱
落
、
ホ
イ
ー
ル
・

ボ
ル
ト
の
折
損
等
の
異
常
は
な
い
か
。

・
ホ
イ
ー
ル
・
ボ
ル
ト
付
近
に
さ
び
汁
が
出
た

痕
は
な
い
か
。

・
ホ
イ
ー
ル
・
ボ
ル
ト
付
近
に
さ
び
汁
が
出
た

痕
は
な
い
か
。

・
ホ
イ
ー
ル
・
ナ
ッ
ト
か
ら
突
出
し
て
い
る
ホ

イ
ー
ル
・
ボ
ル
ト
の
長
さ
に
不
揃
い
は
な
い

か
。

・
ホ
イ
ー
ル
・
ナ
ッ
ト
か
ら
突
出
し
て
い
る
ホ

イ
ー
ル
・
ボ
ル
ト
の
長
さ
に
不
揃
い
は
な
い

か
。

〇
デ
ィ
ス
ク
・
ホ
イ
ー
ル
の
取
付
状
態
に
つ
い

て
、
ホ
イ
ー
ル
・
ボ
ル
ト
の
折
損
、
ホ
イ
ー
ル
・

ナ
ッ
ト
の
緩
み
等
が
な
い
か
を
点
検
ハ
ン
マ
な
ど

を
使
用
し
て
点
検
し
ま
す
。
な
お
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
方
式

の
ホ
イ
ー
ル
・
ナ
ッ
ト
の
緩
み
の
点
検
に
あ
っ
て

は
、
ホ
イ
ー
ル
・
ナ
ッ
ト
及
び
ホ
イ
ー
ル
・
ボ
ル

ト
へ
の
マ
ー
キ
ン
グ
を
施
し
マ
ー
キ
ン
グ
の
ず
れ

を
目
視
に
よ
り
確
認
す
る
方
法
又
は
ホ
イ
ー
ル
・

ナ
ッ
ト
の
回
転
を
指
示
す
る
イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
を
装

着
し
イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
相
互
の
指
示
の
ず
れ
や
イ
ン

ジ
ケ
ー
タ
連
結
部
の
変
形
を
目
視
に
よ
り
確
認
す

る
方
法
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

〇
デ
ィ
ス
ク
・
ホ
イ
ー
ル
の
取
付
状
態
に
つ
い

て
、
ホ
イ
ー
ル
・
ボ
ル
ト
の
折
損
、
ホ
イ
ー
ル
・

ナ
ッ
ト
の
緩
み
等
が
な
い
か
を
点
検
ハ
ン
マ
な
ど

を
使
用
し
て
点
検
し
ま
す
。
な
お
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
方
式

の
ホ
イ
ー
ル
・
ナ
ッ
ト
の
緩
み
の
点
検
に
あ
っ
て

は
、
ホ
イ
ー
ル
・
ナ
ッ
ト
及
び
ホ
イ
ー
ル
・
ボ
ル

ト
へ
の
マ
ー
キ
ン
グ
を
施
し
マ
ー
キ
ン
グ
の
ず
れ

を
目
視
に
よ
り
確
認
す
る
方
法
又
は
ホ
イ
ー
ル
・

ナ
ッ
ト
の
回
転
を
指
示
す
る
イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
を
装

着
し
イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
相
互
の
指
示
の
ず
れ
や
イ
ン

ジ
ケ
ー
タ
連
結
部
の
変
形
を
目
視
に
よ
り
確
認
す

る
方
法
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

ホ
イ
ー
ル
・
ナ
ッ
ト
及
び
ホ
イ
ー
ル
・
ボ
ル
ト
一

体
で
覆
う
イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
に
あ
っ
て
は
、
目
視
に

よ
り
デ
ィ
ス
ク
・
ホ
イ
ー
ル
の
取
付
状
態
を
点
検

す
る
際
に
、
イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
を
取
り
外
し
て
点
検

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）


１
～
４
（
略
）


１
～
４
（
略
）

３
定
期
点
検
の
実
施
の
方
法

３
定
期
点
検
の
実
施
の
方
法

（
略
）

（
略
）
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定
期
点
検
の
実
施
方
法

定
期
点
検
の
実
施
方
法


四
輪
自
動
車
な
ど


四
輪
自
動
車
な
ど

点
検
箇
所

点
検
項
目

点
検
時
期

（
年
又
は
月
ご
と
）

点
検
の
実
施
方
法

点
検
箇
所

点
検
項
目

点
検
時
期

（
年
又
は
月
ご
と
）

点
検
の
実
施
方
法

自家用乗用など

自家用貨物など

事業用など

自家用乗用など

自家用貨物など

事業用など

大型特殊

被牽
けん

引自動車

大型特殊

被牽
けん

引自動車

（
略
）
（
略
）
（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
（
略
）
（
略
）

（
略
）

（
略
）

制動装置（ブレーキ）

ブレーキ・ペダル

遊
び
、

踏
み
込

ん
だ
と

き
の
床

板
と
の

す
き
間

１
年
６
月
12月

３
月

（
遊
び
の
点
検
）

制動装置（ブレーキ）

ブレーキ・ペダル

遊
び
、

踏
み
込

ん
だ
と

き
の
床

板
と
の

す
き
間

１
年
６
月
12月

３
月

〇
エ
ン
ジ
ン
停
止
状
態
で
ブ
レ
ー

キ
・
ペ
ダ
ル
を
数
回
踏
み
、
ブ
ー
ス

タ
ー
内
を
大
気
圧
に
し
て
か
ら
、
ブ

レ
ー
キ
・
ペ
ダ
ル
を
手
で
抵
抗
を
感

じ
る
ま
で
押
し
、
遊
び
の
量
が
規
定

の
範
囲
に
あ
る
か
を
ス
ケ
ー
ル
な
ど

に
よ
り
点
検
し
ま
す
。

〇
エ
ン
ジ
ン
停
止
状
態
で
ブ
レ
ー

キ
・
ペ
ダ
ル
を
数
回
踏
み
、
ブ
ー
ス

タ
ー
内
を
大
気
圧
に
し
て
か
ら
、
ブ

レ
ー
キ
・
ペ
ダ
ル
を
手
で
抵
抗
を
感

じ
る
ま
で
押
し
、
遊
び
の
量
が
規
定

の
範
囲
に
あ
る
か
を
ス
ケ
ー
ル
な
ど

に
よ
り
点
検
し
ま
す
。

〇
エ
ン
ジ
ン
を
か
け
た
状
態
で
ブ

レ
ー
キ
・
ペ
ダ
ル
を
強
く
踏
み
込
ん

で
、
ペ
ダ
ル
と
床
板
と
の
す
き
間
が

規
定
の
範
囲
に
あ
る
か
を
ス
ケ
ー
ル

な
ど
に
よ
り
点
検
し
ま
す
。
ま
た
、

踏
み
ご
た
え
か
ら
、
エ
ア
の
混
入
が

な
い
か
を
点
検
し
ま
す
。

（
踏
み
込
ん
だ
時
の
床
板
と
の
す
き
間

の
点
検
）

〇
エ
ン
ジ
ン
を
か
け
た
状
態
で
ブ

レ
ー
キ
・
ペ
ダ
ル
を
強
く
踏
み
込
ん

で
、
ペ
ダ
ル
と
床
板
と
の
す
き
間
が

規
定
の
範
囲
に
あ
る
か
を
ス
ケ
ー
ル

な
ど
に
よ
り
点
検
し
ま
す
。
ま
た
、

踏
み
ご
た
え
か
ら
、
エ
ア
の
混
入
が

な
い
か
を
点
検
し
ま
す
。

〇
ブ
レ
ー
キ
・
ペ
ダ
ル
の
操
作
量
の

異
常
を
検
知
す
る
セ
ン
サ
が
装
着
さ

れ
て
い
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、「
そ

の
他
」
の
「
車
載
式
故
障
診
断
装
置

の
診
断
の
結
果
」
の
欄
に
示
さ
れ
た

方
法
に
よ
り
点
検
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
（
略
）

（
略
）

（
略
）
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倍力装置（ブレーキ・ブースタ）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

倍力装置（ブレーキ・ブースタ）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

機
能

12月
12月

12月
＜
真
空
又
は
空
気
倍
力
式
＞

機
能

12月
12月

12月
＜
真
空
又
は
空
気
倍
力
式
＞

〇
エ
ン
ジ
ン
停
止
状
態
で
、
ブ
レ
ー

キ
・
ペ
ダ
ル
を
数
回
踏
む
な
ど
し
て

真
空
圧
又
は
空
気
圧
を
大
気
圧
に
し

て
か
ら
、
次
に
ブ
レ
ー
キ
・
ペ
ダ
ル

を
強
く
踏
み
込
ん
だ
ま
ま
エ
ン
ジ
ン

を
始
動
し
、
真
空
圧
又
は
空
気
圧
が

規
定
値
に
達
し
た
と
き
、
ブ
レ
ー

キ
・
ペ
ダ
ル
と
床
板
と
の
す
き
間
が

減
少
す
る
か
を
点
検
し
ま
す
。

〇
エ
ン
ジ
ン
停
止
状
態
で
、
ブ
レ
ー

キ
・
ペ
ダ
ル
を
数
回
踏
む
な
ど
し
て

真
空
圧
又
は
空
気
圧
を
大
気
圧
に
し

て
か
ら
、
次
に
ブ
レ
ー
キ
・
ペ
ダ
ル

を
強
く
踏
み
込
ん
だ
ま
ま
エ
ン
ジ
ン

を
始
動
し
、
真
空
圧
又
は
空
気
圧
が

規
定
値
に
達
し
た
と
き
、
ブ
レ
ー

キ
・
ペ
ダ
ル
と
床
板
と
の
す
き
間
が

減
少
す
る
か
を
点
検
し
ま
す
。

〇
エ
ン
ジ
ン
を
停
止
さ
せ
、
真
空
圧

又
は
空
気
圧
が
大
気
圧
に
な
る
ま
で

ブ
レ
ー
キ
・
ペ
ダ
ル
を
普
通
に
踏
み

込
ん
だ
と
き
、１
回
目
よ
り
２
回
目
、

３
回
目
と
踏
み
込
む
に
し
た
が
っ
て

ブ
レ
ー
キ
・
ペ
ダ
ル
と
床
板
と
の
す

き
間
が
増
大
す
る
か
を
点
検
し
ま

す
。

〇
エ
ン
ジ
ン
を
停
止
さ
せ
、
真
空
圧

又
は
空
気
圧
が
大
気
圧
に
な
る
ま
で

ブ
レ
ー
キ
・
ペ
ダ
ル
を
普
通
に
踏
み

込
ん
だ
と
き
、１
回
目
よ
り
２
回
目
、

３
回
目
と
踏
み
込
む
に
し
た
が
っ
て

ブ
レ
ー
キ
・
ペ
ダ
ル
と
床
板
と
の
す

き
間
が
増
大
す
る
か
を
点
検
し
ま

す
。

〇
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
次
の
点
検

を
行
い
ま
す
。

〇
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
次
の
点
検

を
行
い
ま
す
。

・
油
圧
計
な
ど
の
テ
ス
タ
を
使
用

し
て
、
油
圧
の
低
下
及
び
発
生
油

圧
な
ど
が
規
定
の
範
囲
に
あ
る
か

を
点
検
し
ま
す
。

・
油
圧
計
な
ど
の
テ
ス
タ
を
使
用

し
て
、
油
圧
の
低
下
及
び
発
生
油

圧
な
ど
が
規
定
の
範
囲
に
あ
る
か

を
点
検
し
ま
す
。

・
真
空
計
又
は
圧
力
計
な
ど
の
テ

ス
タ
を
使
用
し
て
、
圧
力
の
低
下

な
ど
が
規
定
の
範
囲
に
あ
る
か
を

点
検
し
ま
す
。

・
真
空
計
又
は
圧
力
計
な
ど
の
テ

ス
タ
を
使
用
し
て
、
圧
力
の
低
下

な
ど
が
規
定
の
範
囲
に
あ
る
か
を

点
検
し
ま
す
。

・
真
空
計
又
は
圧
力
計
な
ど
の
テ

ス
タ
を
使
用
し
て
、
チ
ェ
ッ
ク
・

バ
ル
ブ
及
び
リ
レ
ー
・
バ
ル
ブ
の

機
能
を
点
検
し
ま
す
。
又
は
、
分

解
し
て
、
チ
ェ
ッ
ク
・
バ
ル
ブ
、

リ
レ
ー
・
バ
ル
ブ
、
ダ
イ
ヤ
フ
ラ

ム
、
ピ
ス
ト
ン
・
カ
ッ
プ
な
ど
の

ゴ
ム
部
品
に
損
傷
、
劣
化
が
な
い

か
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
機
能

を
点
検
し
ま
す
。

・
真
空
計
又
は
圧
力
計
な
ど
の
テ

ス
タ
を
使
用
し
て
、
チ
ェ
ッ
ク
・

バ
ル
ブ
及
び
リ
レ
ー
・
バ
ル
ブ
の

機
能
を
点
検
し
ま
す
。
又
は
、
分

解
し
て
、
チ
ェ
ッ
ク
・
バ
ル
ブ
、

リ
レ
ー
・
バ
ル
ブ
、
ダ
イ
ヤ
フ
ラ

ム
、
ピ
ス
ト
ン
・
カ
ッ
プ
な
ど
の

ゴ
ム
部
品
に
損
傷
、
劣
化
が
な
い

か
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
機
能

を
点
検
し
ま
す
。
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＜
空
気
油
圧
複
合
式
＞

＜
空
気
油
圧
複
合
式
＞

〇
エ
ア
・
タ
ン
ク
内
圧
力
が
規
定
値

の
状
態
で
、
ブ
レ
ー
キ
・
ぺ
ダ
ル
を

踏
み
込
ん
だ
と
き
に
規
定
の
制
動
力

が
出
る
か
、
ま
た
、
ブ
レ
ー
キ
・
ぺ

ダ
ル
か
ら
足
を
離
し
た
と
き
に
ブ

レ
ー
キ
の
引
き
ず
り
が
な
い
か
を
ブ

レ
ー
キ
・
テ
ス
タ
な
ど
を
使
用
し
て

点
検
し
ま
す
。

〇
エ
ア
・
タ
ン
ク
内
圧
力
が
規
定
値

の
状
態
で
、
ブ
レ
ー
キ
・
ぺ
ダ
ル
を

踏
み
込
ん
だ
と
き
に
規
定
の
制
動
力

が
出
る
か
、
ま
た
、
ブ
レ
ー
キ
・
ぺ

ダ
ル
か
ら
足
を
離
し
た
と
き
に
ブ

レ
ー
キ
の
引
き
ず
り
が
な
い
か
を
ブ

レ
ー
キ
・
テ
ス
タ
な
ど
を
使
用
し
て

点
検
し
ま
す
。

〇
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
次
の
点
検

を
行
い
ま
す
。

〇
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
次
の
点
検

を
行
い
ま
す
。

・
油
圧
計
な
ど
の
テ
ス
タ
を
使
用

し
て
、
油
圧
の
低
下
及
び
発
生
油

圧
な
ど
が
規
定
の
範
囲
に
あ
る
か

を
点
検
し
ま
す
。

・
油
圧
計
な
ど
の
テ
ス
タ
を
使
用

し
て
、
油
圧
の
低
下
及
び
発
生
油

圧
な
ど
が
規
定
の
範
囲
に
あ
る
か

を
点
検
し
ま
す
。

・
圧
力
計
な
ど
の
テ
ス
タ
を
使
用

し
て
、
圧
力
の
低
下
な
ど
が
規
定

の
範
囲
に
あ
る
か
を
点
検
し
ま

す
。

・
圧
力
計
な
ど
の
テ
ス
タ
を
使
用

し
て
、
圧
力
の
低
下
な
ど
が
規
定

の
範
囲
に
あ
る
か
を
点
検
し
ま

す
。

・
圧
力
計
な
ど
の
テ
ス
タ
を
使
用

し
て
、
チ
ェ
ッ
ク
・
バ
ル
ブ
及
び

リ
レ
ー
・
バ
ル
ブ
の
機
能
を
点
検

し
ま
す
。
又
は
、
分
解
し
て
、

チ
ェ
ッ
ク
・
バ
ル
ブ
、
リ
レ
ー
・

バ
ル
ブ
、
ダ
イ
ヤ
フ
ラ
ム
、
ピ
ス

ト
ン
・
カ
ッ
プ
な
ど
の
ゴ
ム
部
品

に
損
傷
、
劣
化
が
な
い
か
を
確
認

す
る
こ
と
に
よ
り
機
能
を
点
検
し

ま
す
。

・
圧
力
計
な
ど
の
テ
ス
タ
を
使
用

し
て
、
チ
ェ
ッ
ク
・
バ
ル
ブ
及
び

リ
レ
ー
・
バ
ル
ブ
の
機
能
を
点
検

し
ま
す
。
又
は
、
分
解
し
て
、

チ
ェ
ッ
ク
・
バ
ル
ブ
、
リ
レ
ー
・

バ
ル
ブ
、
ダ
イ
ヤ
フ
ラ
ム
、
ピ
ス

ト
ン
・
カ
ッ
プ
な
ど
の
ゴ
ム
部
品

に
損
傷
、
劣
化
が
な
い
か
を
確
認

す
る
こ
と
に
よ
り
機
能
を
点
検
し

ま
す
。

＜
電
動
倍
力
式
＞

「
そ
の
他
」
の
「
車
載
式
故
障
診
断
装

置
の
診
断
の
結
果
」
の
欄
に
示
さ
れ
た

方
法
に
よ
り
点
検
し
ま
す
。

（
略
）
（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
（
略
）
（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
（
略
）
（
略
）

（
略
）

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報
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ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置

（
略
）
（
略
）

（
略
）

（
略
）

ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置

（
略
）
（
略
）

（
略
）

（
略
）

一酸化炭素等発散防止装置

一酸化炭素等発散防止装置

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
次
空

気
供
給

装
置
の

機
能

２
年
12月

12月
12月

〇
二
次
空
気
供
給
装
置
用
フ
ィ
ル
タ

の
詰
ま
り
及
び
損
傷
を
点
検
し
ま

す
。
ま
た
、ア
イ
ド
リ
ン
グ
状
態
で
、

二
次
空
気
供
給
装
置
の
エ
ア
・
ホ
ー

ス
を
エ
ア
・
ク
リ
ー
ナ
側
で
外
し
、

ホ
ー
ス
か
ら
の
空
気
の
吸
い
込
み
を

点
検
し
ま
す
。

二
次
空

気
供
給

装
置
の

機
能

２
年
12月

12月
12月

〇
二
次
空
気
供
給
装
置
用
フ
ィ
ル
タ

の
詰
ま
り
及
び
損
傷
を
点
検
し
ま

す
。
ま
た
、ア
イ
ド
リ
ン
グ
状
態
で
、

二
次
空
気
供
給
装
置
の
エ
ア
・
ホ
ー

ス
を
エ
ア
・
ク
リ
ー
ナ
側
で
外
し
、

ホ
ー
ス
か
ら
の
空
気
の
吸
い
込
み
を

点
検
し
ま
す
。

（
た
だ
し
、
規
定
の
方
法
に
よ
り
点

検
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
そ
の
方
法
に
よ
り
点
検
し
ま

す
。）

（
た
だ
し
、
規
定
の
方
法
に
よ
り
点

検
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
そ
の
方
法
に
よ
り
点
検
し
ま

す
。）

〇
Ｊ

Ｏ
Ｂ
Ｄ
Ⅱ
又
は
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｐ


Ｏ
Ｂ
Ｄ
が
装
着
さ
れ
て
い
る
自
動
車

に
あ
っ
て
は
、「
そ
の
他
」
の
「
車
載

式
故
障
診
断
装
置
の
診
断
の
結
果
」

の
欄
に
示
さ
れ
た
方
法
に
よ
り
点
検

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

排
気
ガ

ス
再
循

環
装
置

の
機
能

２
年
12月

12月
12月

〇
エ
ン
ジ
ン
暖
機
状
態
で
、
Ｅ
Ｇ
Ｒ

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
バ
ル
ブ
の
ダ
イ
ヤ

フ
ラ
ム
部
に
手
を
当
て
、
エ
ン
ジ
ン

回
転
数
を
変
化
さ
せ
た
と
き
の
ダ
イ

ヤ
フ
ラ
ム
の
作
動
状
態
を
確
認
し
ま

す
。

排
気
ガ

ス
再
循

環
装
置

の
機
能

２
年
12月

12月
12月

〇
エ
ン
ジ
ン
暖
機
状
態
で
、
Ｅ
Ｇ
Ｒ

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
バ
ル
ブ
の
ダ
イ
ヤ

フ
ラ
ム
部
に
手
を
当
て
、
エ
ン
ジ
ン

回
転
数
を
変
化
さ
せ
た
と
き
の
ダ
イ

ヤ
フ
ラ
ム
の
作
動
状
態
を
確
認
し
ま

す
。

（
た
だ
し
、
規
定
の
方
法
に
よ
り
点

検
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
そ
の
方
法
に
よ
り
点
検
し
ま

す
。）

（
た
だ
し
、
規
定
の
方
法
に
よ
り
点

検
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
そ
の
方
法
に
よ
り
点
検
し
ま

す
。）

〇
Ｊ

Ｏ
Ｂ
Ｄ
Ⅱ
又
は
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｐ


Ｏ
Ｂ
Ｄ
が
装
着
さ
れ
て
い
る
自
動
車

に
あ
っ
て
は
、「
そ
の
他
」
の
「
車
載

式
故
障
診
断
装
置
の
診
断
の
結
果
」

の
欄
に
示
さ
れ
た
方
法
に
よ
り
点
検

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

高
圧
ガ
ス
を

燃
料
と
す
る

燃
料
装
置
等

導
管
、

継
手
部

の
ガ
ス

漏
れ
及

び
損
傷

１
年
６
月
６
月
３
月

（
略
）

高
圧
ガ
ス
を

燃
料
と
す
る

燃
料
装
置
等

導
管
、

継
手
部

の
ガ
ス

漏
れ
及

び
損
傷

１
年
６
月

３
月

（
略
）

ガ
ス
容

器
取
付

部
の
緩

み
及
び

損
傷

２
年
12月

12月
12月

（
略
）

ガ
ス
容

器
取
付

部
の
緩

み
及
び

損
傷

２
年
12月

12月
（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）


二
輪
自
動
車


二
輪
自
動
車

点
検
箇
所

点
検
項
目

点
検
時
期

（
年
又
は
月
ご
と
）

点
検
の
実
施
方
法

点
検
箇
所

点
検
項
目

点
検
時
期

（
年
又
は
月
ご
と
）

点
検
の
実
施
方
法

自
家
用

乗
用
な

ど

自
家
用

貨
物
な

ど

自
家
用

乗
用
な

ど

自
家
用

貨
物
な

ど

（
略
）
（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ばい煙、悪臭のあるガス、

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ばい煙、悪臭のあるガス、

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
酸
化
炭

素
等
発
散

防
止
装
置

二
次
空
気
供
給
装

置
の
機
能

２
年

１
年

〇
二
次
空
気
供
給
装
置
用
フ
ィ
ル
タ
の

詰
ま
り
及
び
損
傷
を
点
検
し
ま
す
。
ま

た
、
ア
イ
ド
リ
ン
グ
状
態
で
、
二
次
空

気
供
給
装
置
の
エ
ア
・
ホ
ー
ス
を
エ

ア
・
ク
リ
ー
ナ
側
で
外
し
、
ホ
ー
ス
か

ら
の
空
気
の
吸
い
込
み
を
点
検
し
ま

す
。

一
酸
化
炭

素
等
発
散

防
止
装
置

二
次
空
気
供
給
装

置
の
機
能

２
年

１
年

〇
二
次
空
気
供
給
装
置
用
フ
ィ
ル
タ
の

詰
ま
り
及
び
損
傷
を
点
検
し
ま
す
。
ま

た
、
ア
イ
ド
リ
ン
グ
状
態
で
、
二
次
空

気
供
給
装
置
の
エ
ア
・
ホ
ー
ス
を
エ

ア
・
ク
リ
ー
ナ
側
で
外
し
、
ホ
ー
ス
か

ら
の
空
気
の
吸
い
込
み
を
点
検
し
ま

す
。

（
た
だ
し
、
規
定
の
方
法
に
よ
り
点
検

を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
そ
の
方
法
に
よ
り
点
検
し
ま
す
。）

（
た
だ
し
、
規
定
の
方
法
に
よ
り
点
検

を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
そ
の
方
法
に
よ
り
点
検
し
ま
す
。）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報
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〇
Ｊ

Ｏ
Ｂ
Ｄ
Ⅱ
が
装
着
さ
れ
て
い
る

自
動
車
に
あ
っ
て
は
、「
四
輪
自
動
車
な

ど
」
の
表
中
「
そ
の
他
」
の
「
車
載
式

故
障
診
断
装
置
の
診
断
の
結
果
」
の
欄

に
示
さ
れ
た
方
法
に
よ
り
点
検
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
十
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

有害なガス等の発散防止装置

有害なガス等の発散防止装置

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 
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国自整第77号の２ 

令和７年７月８日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 会長 

一般社団法人日本自動車工業会 会長 

一般社団法人全国軽自動車協会連合会 会長 

一般社団法人日本自動車販売協会連合会 会長 

一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会 会長 

一般社団法人日本建設機械工業会 会長 

一般社団法人日本産業車両協会 会長 

一般社団法人日本農業機械工業会 会長 

日本自動車輸入組合 理事長 

日本自動車車体整備協同組合連合会 会長 

ＢＳサミット事業協同組合 会長 

全国自動車電装品整備商工組合連合会 会長 

全国タイヤ商工協同組合連合会 会長 

  全国自動車大学校・整備専門学校協会 会長 

  全国自動車短期大学協会 会長 

  全国自動車教育研究会 会長 

  全国オートバイ協同組合連合会 会長 

 

 

  国土交通省物流・自動車局長   

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

「自動車整備事業の取扱い及び指導要領について（依命通達）」等の一部改正について 

 

 

標記につきまして、別紙のとおり各地方運輸局長及び沖縄総合事務局長に対し通知しましたの

で、貴会（貴組合）におかれましては、傘下会員（組合員）に対し周知徹底方お願い致します。 

殿（単名各通） 
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別
添
１

 

「
自
動
車
整
備
事
業
の
取
扱
い
及
び
指
導
要
領
に
つ
い
て
（
依
命
通
達
）
」
 

（
令
和
２
年
４
月
１
日
付
け
、
国
自
整
第

35
3
号
）
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
新
旧
対
照
表
）
 

 

（
下
線
部
が
改
正
箇
所
）
 

新
 

旧
 

国
自

整
第

3
5
3

号
 
 

令
和

２
年

４
月

１
日

 
 

国
自

整
第

7
7

号
 
 

最
終
改
正
 
令

和
７

年
７

月
８

日
  
 

 
 
 

各
地
方
運
輸
局
長

 
殿
 

 
沖
縄
総
合
事
務
局
長

 
殿
 

 

物
流
・
自
動
車
局
長
 
 

 

 

自
動
車
整
備
事
業
の
取
扱
い
及
び
指
導
要
領
に
つ
い
て
（
依
命
通
達
）

 

 本
文

 
（
略
）
 

 別
添

 
自
動
車
整
備
事
業
の
取
扱
い
及
び
指
導
要
領

 

 目
次

 
第
１
節
～
第
６
節
（
略
）
 

 第
１
節

 
用
語
の
定
義
 

こ
の
通
達
に
お
け
る
用
語
の
定
義
は
次
の
各
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

 (1
)～

(9
)（

略
）
 

国
自

整
第

3
5
3

号
 

令
和

２
年

４
月

１
日

 
 

    

各
地
方
運
輸
局
長
 
殿
 

 
沖
縄
総
合
事
務
局
長
 
殿
 

 

物
流
・
自
動
車
局
長

 
 
 

 

自
動
車
整
備
事
業
の
取
扱
い
及
び
指
導
要
領
に
つ
い
て
（
依
命
通
達
）

 

 本
文
 
（
略
）
 

 別
添
 
自
動
車
整
備
事
業
の
取
扱
い
及
び
指
導
要
領

 

 目
次
 
第
１
節
か
ら
第
６
節
（
略
）

 
 第
１
節
 
用
語
の
定
義
 

こ
の
通
達
に
お
け
る
用
語
の
定
義
は
次
の
各
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。
 (1
)～

(9
)（

略
）
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(
10
)
「
大
型
車
」
と
は
、
車
両
総
重
量
８
ト
ン
以
上
、
最
大
積
載
量
５
ト

ン
以
上
又
は
乗
車
定
員

30
人
以
上
の
自
動
車
を
い
う
。
 

(
11
)
「
省
力
化
機
器
」
と
は
、
以
下
に
掲
げ
る
ア
～
ウ
に
掲
げ
る
も
の
で

あ
っ
て
、
大
型
車
に
係
る
作
業
に
対
応
し
た
能
力
を
有
す
る
も
の

を
い
う
。
 

 
ア

 
電
動
ク
レ
ー
ン
（
動
力
を
も
っ
て
荷
を
吊
り
上
げ
、
水
平
に
運
搬

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
。
）
又
は
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ジ
ャ

ッ
キ
（
プ
ロ
ペ
ラ
シ
ャ
フ
ト
・
ジ
ャ
ッ
キ
、
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ

ン
・
リ
フ
ト
等
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
、
プ
ロ
ペ
ラ
シ
ャ
フ
ト
や
ア
ク
ス

ル
等
の
装
置
を
支
え
、
持
ち
上
げ
る
機
器
を
含
む
。）

 
 
イ

 
ホ
イ
ー
ル
ド
ー
リ
ー
（
タ
イ
ヤ
・
ホ
イ
ー
ル
の
脱
着
作
業
や
移
動

を
効
率
的
に
行
う
機
器
。）

 
ウ

 
増
力
装
置
付
き
シ
グ
ナ
ル
式
ト
ル
ク
レ
ン
チ
又
は
ト
ル
ク
設
定
型

イ
ン
パ
ク
ト
レ
ン
チ
（
機
器
の
名
称
に
関
わ
ら
ず
、
ト
ル
ク
設
定

機
能
を
有
し
、
倍
力
機
構
又
は
動
力
を
も
っ
て
ナ
ッ
ト
の
締
結
作

業
を
行
う
工
具
を
含
む
。）

 
(
12
)
「
訪
問
特
定
整
備
」
と
は
、
実
施
規
程
第
２
条
第
１
号
に
規
定
す
る

訪
問
特
定
整
備
を
い
う
。
 

(
13
)
「
限
定
訪
問
特
定
整
備
」
と
は
、
実
施
規
程
第
２
条
第
２
号
に
規
定

す
る
限
定
訪
問
特
定
整
備
を
い
う
。

 
(
14
)
「
訪
問
特
定
整
備
等
」
と
は
、
実
施
規
程
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
訪
問
特
定
整
備
等
を
い
う
。

 
(
15
)
「
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
」
と
は
、
実
施
規
程
第
３
条
第
３
項
に

規
定
す
る
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
を
い
う
。

 
(
16
)
「
整
備
士
」
と
は
、
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
（
昭
和

26
年

運
輸
省
令
第

71
号
）
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
整
備
士
を
い
う
。

 
(
17
)
「
訪
問
特
定
整
備
等
管
理
者
」
と
は
、
実
施
規
程
第
５
条
に
規
定
す

る
訪
問
特
定
整
備
等
管
理
者
を
い
う
。

 
(
18
)
「
訪
問
特
定
整
備
士
」
と
は
、
実
施
規
程
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す

る
訪
問
特
定
整
備
士
で
あ
っ
て
、
実
施
規
程
第
３
条
第
１
項
の
届

（
新
設
）
 

 （
新
設
）
 

             
(1
0)
「
訪
問
特
定
整
備
」
と
は
、
実
施
規
程
第
２
条
第
１
号
に
規
定
す
る

訪
問
特
定
整
備
を
い
う
。

 
(1
1)
「
限
定
訪
問
特
定
整
備
」
と
は
、
実
施
規
程
第
２
条
第
２
号
に
規
定

す
る
限
定
訪
問
特
定
整
備
を
い
う
。

 
(1
2)
「
訪
問
特
定
整
備
等
」
と
は
、
実
施
規
程
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
訪
問
特
定
整
備
等
を
い
う
。

 
(1
3)
「
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
」
と
は
、
実
施
規
程
第
３
条
第
３
項
に

規
定
す
る
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
を
い
う
。

 
(1
4)
「
整
備
士
」
と
は
、
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
（
昭
和

26
年

運
輸
省
令
第

71
号
）
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
整
備
士
を
い
う
。

 
(1
5)
「
訪
問
特
定
整
備
等
管
理
者
」
と
は
、
実
施
規
程
第
５
条
に
規
定
す

る
訪
問
特
定
整
備
等
管
理
者
を
い
う
。

 
(1
6)
「
訪
問
特
定
整
備
士
」
と
は
、
実
施
規
程
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す

る
訪
問
特
定
整
備
士
で
あ
っ
て
、
実
施
規
程
第
３
条
第
１
項
の
届
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出
に
係
る
事
業
場
の
従
業
員
を
い
う
。

 
(
19
)
「
準
訪
問
特
定
整
備
士
」
と
は
、
実
施
規
程
第
４
条
第
２
項
に
規
定

す
る
準
訪
問
特
定
整
備
士
で
あ
っ
て
、
実
施
規
程
第
３
条
第
１
項

の
届
出
に
係
る
事
業
場
の
従
業
員
を
い
う
。
 

(
20
)
「
訪
問
車
体
・
電
気
装
置
整
備
士
」
と
は
、
実
施
規
程
第
４
条
第
３

項
に
規
定
す
る
訪
問
車
体
・
電
気
装
置
整
備
士
で
あ
っ
て
、
実
施

規
程
第
３
条
第
１
項
の
届
出
に
係
る
事
業
場
の
従
業
員
を
い
う
。
 

(
21
)
「
訪
問
特
定
整
備
士
等
」
と
は
、
実
施
規
程
第
４
条
第
４
項
に
規
定

す
る
訪
問
特
定
整
備
士
等
を
い
う
。

 
(2

2)
「
訪
問
特
定
整
備
等
教
育
」
と
は
、
実
施
規
程
第
６
条
に
規
定
す
る

訪
問
特
定
整
備
等
教
育
を
い
う
。

 
 第
２
節
～
第
６
節
（
略
）
 

 附
則

 

１
．
～
７
．
 
（
略
）
 

 附
則

 
（
令
和
５
年
３
月

27
日
 
国
自
整
第

26
6
号
）
 

１
．
～
３
．
（
略
）
  

 附
則

 
（
令
和
７
年
３
月

31
日
 
国
自
整
第

23
2
号
）
 

 
本
改
正
規
定
は
、
令
和
７
年
３
月

31
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第

６
節
あ
っ
て
は
令
和
７
年
６
月

30
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 附
則

 
（
令
和
７
年
７
月
８
日
 
国
自
整
第

77
号
）
 

１
.本

改
正
規
定
は
、
令
和
７
年
７
月
８
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
本

改
正
規
定
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

２
. 

自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和

出
に
係
る
事
業
場
の
従
業
員
を
い
う
。

 
(1
7)
「
準
訪
問
特
定
整
備
士
」
と
は
、
実
施
規
程
第
４
条
第
２
項
に
規
定

す
る
準
訪
問
特
定
整
備
士
で
あ
っ
て
、
実
施
規
程
第
３
条
第
１
項

の
届
出
に
係
る
事
業
場
の
従
業
員
を
い
う
。

 
(1
8)
「
訪
問
車
体
・
電
気
装
置
整
備
士
」
と
は
、
実
施
規
程
第
４
条
第
３

項
に
規
定
す
る
訪
問
車
体
・
電
気
装
置
整
備
士
で
あ
っ
て
、
実
施

規
程
第
３
条
第
１
項
の
届
出
に
係
る
事
業
場
の
従
業
員
を
い
う
。

 

(1
9)
「
訪
問
特
定
整
備
士
等
」
と
は
、
実
施
規
程
第
７
条
第
４
号
に
規
定

す
る
訪
問
特
定
整
備
士
等
を
い
う
。

 
(2
0)
「
訪
問
特
定
整
備
等
教
育
」
と
は
、
実
施
規
程
第
６
条
に
規
定
す
る

訪
問
特
定
整
備
等
教
育
を
い
う
。

 
 第
２
節
～
第
６
節
（
略
）
 

 附
則
 

１
．
～
７
．
 
（
略
）
 

 附
則
 
（
令
和
５
年
３
月

27
日
 
国
自
整
第

26
6
号
）
 

１
．
～
３
．
（
略
）
  

 附
則
 
（
令
和
７
年
３
月

31
日
 
国
自
整
第

23
2
号
）
 

 
本
改
正
規
定
は
、
令
和
７
年
３
月

31
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第

６
節
あ
っ
て
は
令
和
７
年
６
月

30
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 

（
新
設
）
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７
年
国
土
交
通
省
令
第

82
号
）
附
則
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
別
添
６

 
第
２

 
３

⑴
キ
に
規
定
す
る
施
行
規
則
別
表
第
五
に
掲
げ
る
作
業
機
械
等
に
お
い

て
、
整
備
用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
を
除
く
。

 

 

別
添
１

 

目
次
（
略
）

 
第
１

 
目
的
（
略
）
 

第
２

 
自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
認
証
に
お
け
る
取
扱
い

 
１
～
５
（
略
）
 

６
 施

行
規
則
第
３
条
第
８
号
ハ
に
係
る
作
業
の
取
扱
い

 
電
子
制
御
装
置
整
備
の
う
ち
施
行
規
則
第
３
条
第
８
号
ハ
に
係
る
作
業

（
当
該
作
業

に
付
随

し
て
行
わ
れ
る

同
号
イ

及
び
ロ
の
取
り

外
し
を
含

む
。）

に
つ
い
て
は
、
事
業
場
の
敷
地
内
（
完
成
検
査
場
及
び
車
両
置
場
を

除
く
。）

で
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

ま
た
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
お
い
て
、
事
業
場
の
一
部

と
し
て
取
扱
い
、
当
該
作
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
⑴

 
９
⑵
に
掲
げ
る
規
模
の
作
業
場
を
有
す
る
こ
と
。

 
⑵

 
自
動
車
に
よ
り
当
該
事
業
場
の
所
在
地
か
ら
離
れ
た
作
業
場
に
至
る

所
要
時
間
が
お
お
む
ね
１
時
間
以
内
の
位
置
に
あ
る
こ
と
。

 
７
～
９
（
略
）
 

 別
添
２
～
別
添
３
の
３
（
略
）
 

別
添
４

 
整
備
主
任
者
研
修
実
施
要
領
 

目
次
（
略
）

 
第
１

 
目
的
（
略
）
 

第
２

 
研
修
の
区
分
 

研
修
は
、
法
令
研
修
と
技
術
研
修
と
に
区
分
し
、
次
の
方
法
に
よ
り
実

施
す
る
こ
と
。

 

     別
添
１
 

目
次
（
略
）
 

第
１
 
目
的
（
略
）
 

第
２
 
自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
認
証
に
お
け
る
取
扱
い

 
１
～
５
（
略
）
 

６
 施

行
規
則
第
３
条
第
８
号
ハ
に
係
る
作
業
の
取
扱
い

 
電
子
制
御
装
置
整
備
の
う
ち
施
行
規
則
第
３
条
第
８
号
ハ
に
係
る
作
業

（
当
該
作
業

に
付
随

し
て
行
わ
れ
る

同
号
イ

及
び
ロ
の
取
り

外
し
を
含

む
。）

に
つ
い
て
は
、
事
業
場
の
敷
地
内
（
完
成
検
査
場
及
び
車
両
置
場
を

除
く
。）

で
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

ま
た
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
お
い
て
、
事
業
場
の
一
部

と
し
て
取
扱
い
、
当
該
作
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
⑴
 
８
⑵
に
掲
げ
る
規
模
の
作
業
場
を
有
す
る
こ
と
。

 
⑵
 
自
動
車
に
よ
り
当
該
事
業
場
の
所
在
地
か
ら
離
れ
た
作
業
場
に
至
る

所
要
時
間
が
お
お
む
ね
１
時
間
以
内
の
位
置
に
あ
る
こ
と
。

 
７
～
９
（
略
）
 

 別
添
２
～
別
添
３
の
３
（
略
）
 

別
添
４
 
整
備
主
任
者
研
修
実
施
要
領

 
目
次
（
略
）
 

第
１
 
目
的
（
略
）
 

第
２
 
研
修
の
区
分
 

研
修
は
、
法
令
研
修
と
技
術
研
修
と
に
区
分
し
、
次
の
方
法
に
よ
り
実

施
す
る
こ
と
。
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１
 
法
令
研
修
 

⑴
～
⑷
 
（
略
）
 

⑸
 
研
修
人
員
 

同
時
に
研
修
を
受
け
る
者
の
数
は
、
原
則
と
し
て

2
00

名
以
下
と
す

る
。
た
だ
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
受
講
者
は
こ
の
人
数
に
含
め
な
い
も

の
と
す
る
。

 
⑹
～
⑻

 
（
略
）
 

 
 
 

⑼
 
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
研
修
の
実
施

 
研
修
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
り
実
施
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
な
お
、
オ

ン
ラ
イ
ン
に
よ
り
研
修
を
実
施
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
「
道
路
運
送
車
両

法
の
関
係
省
令
に
基
づ
く
自
動
車
整
備
に
関
す
る
研
修
等
を
オ
ン
ラ
イ
ン

に
よ
り
実
施
す
る
上
で
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
」
（
令
和
７
年
７
月
８
日

付
、
国
自
整
第

70
号
）
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
留
意
す
る
こ
と
。

 
２
 
技
術
研
修
 

⑴
～
⑻
 
（
略
）
 

⑼
 
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
研
修
の
実
施

 
実
習
以
外
の
研
修
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
り
実
施
す
る
こ
と
も
で
き

る
。
な
お
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
り
研
修
を
実
施
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

「
道
路
運
送
車
両
法
の
関
係
省
令
に
基
づ
く
自
動
車
整
備
に
関
す
る
研
修

等
を
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
り
実
施
す
る
上
で
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
」（

令
和

７
年
７
月
８
日
付
、
国
自
整
第

70
号
）
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
留
意
す

る
こ
と
。

 
 

別
添
５
 
自
動
車
検
査
員
研
修
実
施
要
領

 
１
～
５
 
（
略
）
 

６
 
研
修
人
員
 

同
時
に
研
修
を
受
け
る
者
の
数
は
、
原
則
と
し
て

2
00

名
以
下
と
す

る
。
た
だ
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
受
講
者
は
こ
の
人
数
に
含
め
な
い
も

の
と
す
る
。

 
７
～
９

 
（
略
）
 

１
 
法
令
研
修
 

⑴
～
⑷
 
（
略
）
 

⑸
 
研
修
人
員
 

同
時
に
研
修
を
受
け
る
者
の
数
は
、
原
則
と
し
て

20
0
名
以
下
と
す

る
。
 

 
⑹
～
⑻
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

     ２
 
技
術
研
修
 

⑴
～
⑻
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

       別
添
５
 
自
動
車
検
査
員
研
修
実
施
要
領

 
１
～
５
 
（
略
）
 

６
 
研
修
人
員
 

同
時
に
研
修
を
受
け
る
者
の
数
は
、
原
則
と
し
て

20
0
名
以
下
と
す

る
。
 

 ７
～
９
 
（
略
）
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10
 
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
研
修
の
実
施
 

研
修
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
り
実
施
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
な
お
、
オ

ン
ラ
イ
ン
に
よ
り
研
修
を
実
施
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
「
道
路
運
送
車
両

法
の
関
係
省
令
に
基
づ
く
自
動
車
整
備
に
関
す
る
研
修
等
を
オ
ン
ラ
イ
ン

に
よ
り
実
施
す
る
上
で
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
」
（
令
和
７
年

７
月
８
日

付
、
国
自
整
第

70
号
）
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
留
意
す
る
こ
と
。

 
別
添
６
 
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
の
要
件
に
係
る
取
扱
い
及
び
指
導
要
領

 

 目
次
（
略
）

 
第
１
（
略
）

 
 第
２

 
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
の
要
件
に
係
る
取
扱
い

 

１
～
２
（
略
）
 

３
 
訪
問
特
定
整
備
の
作
業
場
所
 

実
施
規
程
第
２
条
第
１
号
の
「
施
行
規
則
第

57
条
第
１
号
か
ら
第
５
号

ま
で
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
設
備
を
設
置
し
た
場
所
」
と
は
、
次
の
い

ず
れ
か
の
場
所
を
い
う
。

 

⑴
 
分
解
整
備
を
行
う
場
合
、
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
場
所
（
訪
問
特
定

整
備
士
等
が
在
籍
す
る
事
業
場
以
外
の
事
業
場
を
含
む
。）
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
ア
に
つ
い
て
は
、
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
が
国
又
は
地
方
公

共
団
体
で
あ
り
自
己
の
必
要
の
た
め
に
無
償
で
訪
問
特
定
整
備
を
行
う
場

合
に
あ
っ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

ア
 
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
が
所
有
す
る
土
地
又
は
建
物
で
は
な
い
こ

と
。
 

イ
～
キ
 
（
略
）
 

⑵
 
電
子
制
御
装
置
整
備
を
行
う
場
合
、
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
場
所

（
訪
問
特
定
整
備
士
等
が
在
籍
す
る
事
業
場
以
外
の
事
業
場
を
含
む
。）
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ア
に
つ
い
て
は
、
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
が
国

又
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
り
自
己
の
必
要
の
た
め
に
無
償
で
訪
問
特
定
整

 
（
新
設
）
 

     別
添
６
 
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
の
要
件
に
係
る
取
扱
い
及
び
指
導
要
領

 

 目
次
（
略
）
 

第
１
（
略
）
 

 第
２
 
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
の
要
件
に
係
る
取
扱
い

 

１
～
２
（
略
）
 

３
 
訪
問
特
定
整
備
の
作
業
場
所

 

実
施
規
程
第
２
条
第
１
号
の
「
施
行
規
則
第

57
条
第
１
号
か
ら
第
５
号

ま
で
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
設
備
を
設
置
し
た
場
所
」
と
は
、
次
の
い

ず
れ
か
の
場
所
を
い
う
。
 

⑴
 
分
解
整
備
を
行
う
場
合
、
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
場
所
（
訪
問
特
定

整
備
士
等
が
在
籍
す
る
事
業
場
以
外
の
事
業
場
を
含
む
。）
。

 

   

ア
 
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
が
所
有
す
る
土
地
又
は
建
物
で
は
な
い
こ

と
。
 

イ
～
キ
 
（
略
）
 

⑵
 
電
子
制
御
装
置
整
備
を
行
う
場
合
、
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
場
所

（
訪
問
特
定
整
備
士
等
が
在
籍
す
る
事
業
場
以
外
の
事
業
場
を
含
む
。）
。
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備
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

ア
 
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
が
所
有
す
る
土
地
又
は
建
物
で
は
な
い
こ

と
。
 

イ
～
ク
（
略
）
 

４
～
５
（
略
）
 

６
 
実
施
規
程
第
４
条
第
２
項
第
２
号
に
規
定
す
る
「
高
度
な
管
理
手
法
」

の
要
件

 

 
 
実
施
規
程
第
４
条
第
２
項
第
２
号
に
規
定
す
る
「
高
度
な
管
理
手
法
」

と
は
、
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
方
法
に
よ
り
訪
問
特
定
整
備
等
に
関
す

る
事
項
を
統
括
管
理
す
る
場
合
を
い
う
。

 

⑴
～
⑵
 
（
略
）
 

⑶
 
訪
問
特
定
整
備
等
管
理
者
の
ほ
か
に
、
一
級
又
は
二
級
の
自
動
車
整
備

士
の
技
能
検
定
（
原
動
機
を
対
象
と
す
る
訪
問
特
定
整
備
を
行
う
場
合
に

あ
っ
て
は
、
二
級
自
動
車
シ
ャ
シ
整
備
士
の
技
能
検
定
を
除
く
。
ま
た
、

電
子
制
御
装
置
整
備
を
訪
問
特
定
整
備
と
し
て
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、

電
子
制
御
装
置
整
備
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
に
つ
い
て
運
輸
監
理
部
長

又
は
運
輸
支
局
長
が
行
う
講
習
を
修
了
し
て
い
な
い
一
級
二
輪
自
動
車
整

備
士
又
は
二
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
を
除
く
。
）
に
合
格
し
た

者
（
訪
問
特
定
整
備
等
管
理
者
又
は
訪
問
特
定
整
備
士
に
選
任
さ
れ
て
い

る
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
依
頼
者
か
ら
の
問
合
せ
の
応
対
、
依
頼
者

へ
の
説
明
・
必
要
な
電
磁
的
記
録
の
交
付
、
訪
問
特
定
整
備
等
管
理
者
の

業
務
の
補
助
な
ど
を
行
う
者
（
以
下
「
訪
問
特
定
整
備
等
補
助
者
」
と
い

う
。）

を
任
命
す
る
こ
と
。

 

 第
３
（
略
）
 

 第
４

 
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
の
遵
守
事
項
等

 
法
第

91
条
の
３
の
規
定
に
基
づ
く
施
行
規
則
第

62
条
の
２
の
２
及
び

実
施
規
程
第
７
条
に
規
定
す
る
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
が
遵
守
し
な
け

 

ア
 
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
が
所
有
す
る
土
地
又
は
建
物
で
は
な
い
こ

と
。
 

イ
～
ク
（
略
）
 

４
～
５
（
略
）
 

６
 
実
施
規
程
第
４
条
第
２
項
第
２
号
に
規
定
す
る
「
高
度
な
管
理
手
法
」

の
要
件
 

 
 
実
施
規
程
第
４
条
第
２
項
第
２
号
に
規
定
す
る
「
高
度
な
管
理
手
法
」

と
は
、
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
方
法
に
よ
り
訪
問
特
定
整
備
等
に
関
す

る
事
項
を
統
括
管
理
す
る
場
合
を
い
う
。

 

⑴
～
⑵
 
（
略
）
 

⑶
 
訪
問
特
定
整
備
等
管
理
者
の
ほ
か
に
、
一
級
又
は
二
級
の
自
動
車
整
備

士
の
技
能
検
定
（
原
動
機
を
対
象
と
す
る
訪
問
特
定
整
備
を
行
う
場
合
に

あ
っ
て
は
、
二
級
自
動
車
シ
ャ
シ
整
備
士
の
技
能
検
定
を
除
く
。
ま
た
、

電
子
制
御
装
置
整
備
を
訪
問
特
定
整
備
と
し
て
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、

電
子
制
御
装
置
整
備
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
に
つ
い
て
運
輸
監
理
部
長

又
は
運
輸
支
局
長
が
行
う
講
習
を
修
了
し
て
い
な
い
一
級
二
輪
自
動
車
整

備
士
又
は
二
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
を
除
く
。
）
に
合
格
し
た

者
（
訪
問
特
定
整
備
等
管
理
者
に
選
任
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
。
）
で
あ

っ
て
、
依
頼
者
か
ら
の
問
合
せ
の
応
対
、
依
頼
者
へ
の
説
明
・
必
要
な
電

磁
的
記
録
の
交
付
、
訪
問
特
定
整
備
等
管
理
者
の
業
務
の
補
助
な
ど
を
行

う
者
（
以
下
「
訪
問
特
定
整
備
等
補
助
者
」
と
い
う
。
）
を
任
命
す
る
こ

と
。
 

 第
３
（
略
）
 

 第
４
 
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
の
遵
守
事
項
等

 
法
第

91
条
の
３
の
規
定
に
基
づ
く
施
行
規
則
第

62
条
の
２
の
２
及
び

実
施
規
程
第
７
条
に
規
定
す
る
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
が
遵
守
し
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
事
項
の
取
扱
い
及
び
指
導
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
１
 
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
の
事
業
場
の
体
制
等

 
⑴
 
分
解
整
備
を
行
う
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
は
、
訪
問
特
定
整
備
士
等

を
訪
問
特
定
整
備
等
の
作
業
に
従
事
さ
せ
て
い
る
間
は
常
に
、
実
施
規
程

第
３
条
第
１
項
の
届
出
に
係
る
事
業
場
に
お
い
て
、
次
の
要
件
を
全
て
満

た
す
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
ア

 
当
該
事
業
場
に
２
人
以
上
の
特
定
整
備
に
従
事
す
る
従
業
員
を
待
機

さ
せ
る
こ
と
（
当
該
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
が
指
定
自
動
車
整
備
事

業
者
で
あ
っ
て
、
訪
問
特
定
整
備
等
の
作
業
を
行
っ
て
い
る
間
に
、
当

該
事
業
場
に
お
い
て
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
と
し
て
整
備
及
び
検

査
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
場
に
４
人
以
上
（
当
該
整
備

及
び
検
査
の
対
象
自
動
車
の
種
類
に
大
型
車
を
含
む
も
の
で
あ
っ
て
、

別
紙
３
の
２
 
番
号

1-
1-
2
の
た
だ
し
書
き
の
規
定
に
該
当
し
な
い
場
合

に
は
、
５
人
以
上
）
の
特
定
整
備
に
従
事
す
る
従
業
員
を
待
機
さ
せ
る

こ
と
。）
。
 

イ
 
当
該
事
業
場
に
少
な
く
と
も
１
人
の
一
級
又
は
二
級
の
自
動
車
整
備

士
の
技
能
検
定
（
当
該
事
業
場
が
原
動
機
を
対
象
と
す
る
分
解
整
備
を

行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
級
自
動
車
シ
ャ
シ
整
備
士
の
技
能
検
定
を

除
く
。
⑶

 
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
合
格
し
た
者
を
待
機
さ
せ
る
こ

と
。
 

ウ
 
当
該
事
業
場
に
待
機
さ
せ
る
従
業
員
の
う
ち
一
級
、
二
級
又
は
三
級

の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
の
数
が
、
事
業
場
に
待

機
さ
せ
る
全
従
業
員
の
数
を
四
で
除
し
て
得
た
数
（
当
該
訪
問
特
定
整

備
等
事
業
者
が
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
で
あ
っ
て
、
訪
問
特
定
整
備

等
の
作
業
を
行
っ
て
い
る
間
に
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
、
指
定
自
動

車
整
備
事
業
者
と
し
て
整
備
及
び
検
査
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三

で
除
し
て
得
た
数
。
こ
れ
ら
の
数
に
１
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
１
と
す
る
。）

以
上
で
あ
る
こ
と
。

 
⑵
 
電
子
制
御
装
置
整
備
を
行
う
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
は
、
訪
問
特
定

整
備
士
等
を
訪
問
特
定
整
備
等
の
作
業
に
従
事
さ
せ
て
い
る
間
は
常
に
、

れ
ば
な
ら
な
い
事
項
の
取
扱
い
及
び
指
導
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
１
 
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
の
事
業
場
の
体
制
等

 
⑴
 
分
解
整
備
を
行
う
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
は
、
訪
問
特
定
整
備
士
等

を
訪
問
特
定
整
備
等
の
作
業
に
従
事
さ
せ
て
い
る
間
は
常
に
、
実
施
規
程

第
３
条
第
１
項
の
届
出
に
係
る
事
業
場
に
お
い
て
、
次
の
要
件
を
全
て
満

た
す
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
ア

 
当
該
事
業
場
に
２
人
以
上
の
特
定
整
備
に
従
事
す
る
従
業
員
を
待
機

さ
せ
る
こ
と
（
当
該
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
が
指
定
自
動
車
整
備
事

業
者
で
あ
っ
て
、
訪
問
特
定
整
備
等
の
作
業
を
行
っ
て
い
る
間
に
、
当

該
事
業
場
に
お
い
て
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
と
し
て
整
備
及
び
検

査
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
場
に
４
人
以
上
（
当
該
整
備

及
び
検
査
の
対
象
自
動
車
の
種
類
に
車
両
総
重
量
８
ト
ン
以
上
、
最
大

積
載
量
５
ト
ン
以
上
又
は
乗
車
定
員

30
人
以
上
の
車
両
を
含
む
場
合
に

は
、
５
人
以
上
）
の
特
定
整
備
に
従
事
す
る
従
業
員
を
待
機
さ
せ
る
こ

と
。）
。
 

イ
 
当
該
事
業
場
に
少
な
く
と
も
１
人
の
一
級
又
は
二
級
の
自
動
車
整
備

士
の
技
能
検
定
（
当
該
事
業
場
が
原
動
機
を
対
象
と
す
る
分
解
整
備
を

行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
級
自
動
車
シ
ャ
シ
整
備
士
の
技
能
検
定
を

除
く
。）

に
合
格
し
た
者
を
待
機
さ
せ
る
こ
と
。

 
 ウ

 
当
該
事
業
場
に
待
機
さ
せ
る
従
業
員
の
う
ち
一
級
、
二
級
又
は
三
級

の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
の
数
が
、
事
業
場
に
待

機
さ
せ
る
全
従
業
員
の
数
を
四
で
除
し
て
得
た
数
（
当
該
訪
問
特
定
整

備
等
事
業
者
が
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
で
あ
っ
て
、
訪
問
特
定
整
備

等
の
作
業
を
行
っ
て
い
る
間
に
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
、
指
定
自
動

車
整
備
事
業
者
と
し
て
整
備
及
び
検
査
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三

で
除
し
て
得
た
数
。
こ
れ
ら
の
数
に
１
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
１
と
す
る
。）

以
上
で
あ
る
こ
と
。

 
⑵
 
電
子
制
御
装
置
整
備
を
行
う
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
は
、
訪
問
特
定

整
備
士
等
を
訪
問
特
定
整
備
等
の
作
業
に
従
事
さ
せ
て
い
る
間
は
常
に
、
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実
施
規
程
第
３
条
第
１
項
の
届
出
に
係
る
事
業
場
に
お
い
て
、
次
の
要
件

を
全
て
満
た
す
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
ア

 
事
業
場
に
２
人
以
上
の
特
定
整
備
に
従
事
す
る
従
業
員
を
待
機
さ
せ

る
こ
と
（
当
該
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
が
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者

で
あ
っ
て
、
訪
問
特
定
整
備
等
の
作
業
を
行
っ
て
い
る
間
に
、
当
該
事

業
場
に
お
い
て
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
と
し
て
整
備
及
び
検
査
を

行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
場
に
４
人
以
上
（
当
該
整
備
及
び

検
査
の
対
象
自
動
車
の
種
類
に
大
型
車
を
含
む
も
の
で
あ
っ
て
、
別
紙

３
の
２

 
番
号

1-
1-
2
の
た
だ
し
書
き
の
規
定
に
該
当
し
な
い
場
合
に

は
、
５
人
以
上
）
の
特
定
整
備
に
従
事
す
る
従
業
員
を
待
機
さ
せ
る
こ

と
。）
。
 

イ
～
ウ

 
（
略
）
 

⑶
 
分
解
整
備
及
び
電
子
制
御
装
置
整
備
を
行
う
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者

は
、
訪
問
特
定
整
備
士
等
を
訪
問
特
定
整
備
等
の
作
業
に
従
事
さ
せ
て
い

る
間
は
常
に
、
実
施
規
程
第
３
条
第
１
項
の
届
出
に
係
る
事
業
場
に
お
い

て
、
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
ア

 
事
業
場
に
２
人
以
上
の
特
定
整
備
に
従
事
す
る
従
業
員
を
待
機
さ
せ

る
こ
と
（
当
該
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
が
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者

で
あ
っ
て
、
訪
問
特
定
整
備
等
の
作
業
を
行
っ
て
い
る
間
に
、
指
定
自

動
車
整
備
事
業
者
と
し
て
整
備
及
び
検
査
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、

事
業
場
に
４
人
以
上
（
当
該
整
備
及
び
検
査
の
対
象
自
動
車
の
種
類
に

大
型
車
を
含
む
も
の
で
あ
っ
て
、
別
紙
３
の
２

 
番
号

1-
1-
2
の
た
だ
し

書
き
の
規
定
に
該
当
し
な
い
場
合
に
は
、
５
人
以
上
）
の
特
定
整
備
に

従
事
す
る
従
業
員
を
待
機
さ
せ
る
こ
と
。）
。

 
イ
～
ウ

 
（
略
）
 

⑷
～
⑹
 
（
略
）
 

２
～

14
 
（
略
）
 

 別
紙
１

 
（
略
）
 

 

実
施
規
程
第
３
条
第
１
項
の
届
出
に
係
る
事
業
場
に
お
い
て
、
次
の
要
件

を
全
て
満
た
す
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
ア

 
事
業
場
に
２
人
以
上
の
特
定
整
備
に
従
事
す
る
従
業
員
を
待
機
さ
せ

る
こ
と
（
当
該
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
が
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者

で
あ
っ
て
、
訪
問
特
定
整
備
等
の
作
業
を
行
っ
て
い
る
間
に
、
当
該
事

業
場
に
お
い
て
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
と
し
て
整
備
及
び
検
査
を

行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
場
に
４
人
以
上
（
当
該
整
備
及
び

検
査
の
対
象
自
動
車
の
種
類
に
車
両
総
重
量
８
ト
ン
以
上
、
最
大
積
載

量
５
ト
ン
以
上
又
は
乗
車
定
員

30
人
以
上
の
車
両
を
含
む
場
合
に
は
、

５
人

以
上

）
の

特
定

整
備

に
従

事
す

る
従

業
員

を
待

機
さ

せ
る

こ
と
。）
。
 

イ
～
ウ
 
（
略
）
 

⑶
 
分
解
整
備
及
び
電
子
制
御
装
置
整
備
を
行
う
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者

は
、
訪
問
特
定
整
備
士
等
を
訪
問
特
定
整
備
等
の
作
業
に
従
事
さ
せ
て
い

る
間
は
常
に
、
実
施
規
程
第
３
条
第
１
項
の
届
出
に
係
る
事
業
場
に
お
い

て
、
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
ア

 
事
業
場
に
２
人
以
上
の
特
定
整
備
に
従
事
す
る
従
業
員
を
待
機
さ
せ

る
こ
と
（
当
該
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
が
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者

で
あ
っ
て
、
訪
問
特
定
整
備
等
の
作
業
を
行
っ
て
い
る
間
に
、
指
定
自

動
車
整
備
事
業
者
と
し
て
整
備
及
び
検
査
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、

事
業
場
に
４
人
以
上
（
当
該
整
備
及
び
検
査
の
対
象
自
動
車
の
種
類
に

車
両
総
重
量
８
ト
ン
以
上
、
最
大
積
載
量
５
ト
ン
以
上
又
は
乗
車
定
員

30
人
以
上
の
車
両
を
含
む
場
合
に
は
、
５
人
以
上
）
の
特
定
整
備
に
従

事
す
る
従
業
員
を
待
機
さ
せ
る
こ
と
。）
。

 
イ
～
ウ
 
（
略
）
 

⑷
～
⑹
 
（
略
）
 

２
～
14
 
（
略
）
 

 別
紙
１
 
（
略
）
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別
紙
２

 
一
種
整
備
工
場
及
び
二
種
整
備
工
場

 

種 別
 

番
号
 

認
定
の
種
類
 

項
 
目
 

一
種
整
備

工
場

 

二
種
整
備

工
場
 

備
 
 
考
 

Ａ
 

１
 

－
 

１
 

工
員
数
（
対

象
自
動
車
の

種
類
に
大
型

車
を
含
ま
な

い
場
合
）
 

１
０
人
以

上
 

４
人
以
上
 

               

 

１
 

－
 

２
 

工
員
数
（
対

象
自
動
車
の

種
類
に
大
型

車
を
含
む
場

合
）
 

１
０
人
以

上
 

５
人
以
上
 

た
だ
し
、

各
省
力
化

機
器
す
べ

て
を
保
有

し
、
合
理

的
な
管
理

体
制
が
適

切
に
確
保

 

別
紙
２
 
一
種
整
備
工
場
及
び
二
種
整
備
工
場

 

種
別
 
番
号
 

認
定
の
種
類
 

項
 
目
 

一
種
整
備

工
場
 

二
種
整
備

工
場
 

備
 
 
考
 

Ａ
 

１
 

工
員
数
 

１
０
人
以

上
 

４
人
以
上
 

た
だ
し
、

対
象
自
動

車
の
種
類

に
車
両
総

重
量
８
ト

ン
以
上
、

最
大
積
載

量
５
ト
ン

以
上
又
は

乗
車
定
員

30
人
以
上

の
車
両
を

含
む
場
合

に
は
、
５

人
以
上
 

 

（
新

設
）
 

       

（
新
設
）
 

 
（
新
設
）
 

 
（
新
設
）
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さ
れ
て
い

る
も
の
で

あ
っ
て
、

次
に
掲
げ

る
①
又
は

②
を
満
た

す
場
合
に

は
、
４
人

以
上
 

①
工
員
の

処
遇
が
適

切
に
確
保

さ
れ
て
い

る
こ
と
 

②
工
員
の

質
が
適
切

に
確
保
さ

れ
て
い
る

こ
と
 

２
 

(略
) 

(略
) 

(略
) 

(略
) 

３
 

(略
) 

(略
) 

(略
) 

(略
) 

Ｂ
 

～
 

Ｇ
 

(略
) 

(略
) 

(略
) 

(略
) 

(略
) 

                   ２
 

(略
) 

(略
) 

(略
) 

(略
) 

３
 

(略
) 

(略
) 

(略
) 

(略
) 

Ｂ
 

～
 

Ｇ
 

(略
) 

(略
) 

(略
) 

(略
) 

(略
) 
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Ｈ
 

１
 

電
動
ク
レ
ー

ン
又
は
ト
ラ

ン
ス
ミ
ッ
シ

ョ
ン
・
ジ
ャ

ッ
キ
 

－
 

◇
 

 

２
 

ホ
イ
ー
ル
ド

ー
リ
ー
 

 

－
 

◇
 

 

３
 

増
力
装
置
付

き
シ
グ
ナ
ル

式
ト
ル
ク
レ

ン
チ
又
は
ト

ル
ク
設
定
型

イ
ン
パ
ク
ト

レ
ン
チ
 

－
       

◇
       

       

（
注
）
１
．
◎
印
の
面
積
は
、
屋
内
現
車
作
業
場
の
基
準
面
積
の
外
と
す

る
。
 

２
．
○
印
は
、
当
該
事
業
場
の
作
業
に
必
要
な
数
量
及
び
機
能
を

保
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
。

 
３
．
△
印
は
、
保
有
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
を
示
す
。

 
４
．
◇
印
は
、
対
象
自
動
車
の
種
類
に
大
型
車
を
含
み
、
工
員
数

が
４
人
で
あ
る
場
合
に
保
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
省

力
化
機
器
を
示
す
。
 

 別
紙
２
の
２
～
別
紙
３
 
（
略
）
 

   

 
（
新

設
）
 

   

（
新
設
）
 

 
（
新
設
）
 

 
（
新
設
）
 

 
 

 
（
新

設
）
 

 

（
新
設
）
 

 

（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

 

 
（
新

設
）
 

     

（
新
設
）
 

      

（
新
設
）
 

      

（
新
設
）
 

      

       

（
注
）
１
．
◎
印
の
面
積
は
、
屋
内
現
車
作
業
場
の
基
準
面
積
の
外
と
す

る
。
 

２
．
○
印
は
、
当
該
事
業
場
の
作
業
に
必
要
な
数
量
及
び
機
能
を

保
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
。

 
３
．
△
印
は
、
保
有
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
を
示
す
。

 
（
新
設
）
 

   別
紙
２
の
２
～
別
紙
３
 
（
略
）
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別
紙
３
の
２

 
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
に
係
る
設
備
、
技
術
及
び
管

理
組
織
の
審
査
の
基
準
 

 １
 
工
員
数
、
設
備
の
有
無
等
の
基
準
 

番
号
 

項
 
 
目
 

審
 
査
 
の
 
基
 

準
 

備
 
 
 
 
考
 

1
-1
-1
 

工
員
数
（
対
象
自

動
車
の
種
類
に
大

型
車
を
含
ま
な
い

場
合
）
 

４
人
以
上

 

         

 

1
-1
-2
 

（
新

設
）

 

         

工
員
数
（
対
象
自

動
車
の
種
類
に
大

型
車

を
含

む
場

合
）
 

５
人
以
上

 

た
だ
し
、
各
省
力

化
機
器
す
べ
て
を

保
有
し
、
合
理
的

な
管
理
体
制
が
適

切
に
確
保
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
っ

て
、
次
に
掲
げ
る

①
又
は
②
を
満
た

す
場
合
に
は
、
４

人
以
上

 

①
工
員
の
処
遇
が

 

別
紙
３
の
２

 
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
に
係
る
設
備
、
技
術
及
び
管

理
組
織
の
審
査
の
基
準

 

 １
 
工
員
数
、
設
備
の
有
無
等
の
基
準

 

番
号
 

項
 
 
目
 

審
 
査
 
の
 
基
 

準
 

備
 
 
 
 
考
 

1-
1 

工
員
数
 

４
人
以
上
 

た
だ
し
、
対
象
自

動
車
の
種
類
に
車

両
総
重
量
８
ト
ン

以
上
、
最
大
積
載

量
５
ト
ン
以
上
又

は
乗

車
定

員
30

人
以
上
の
車
両
を

含
む
場
合
に
は
、

５
人
以
上
 

 

（
新

設
）
 

          

（
新
設
）
 

 

（
新
設
）
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適
切
に
確
保
さ
れ

て
い
る
こ
と

 

②
工
員
の
質
が
適

切
に
確
保
さ
れ
て

い
る
こ
と

 

1
-2
 

～
 

1
-1
3 

(略
) 

(略
)
 

(略
) 

1
-1
4 

 
電
動
ク
レ
ー
ン
又

は
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ

シ
ョ
ン
・
ジ
ャ
ッ

キ
 

◇
 

  

1
-1
5 

ホ
イ
ー
ル
ド
ー
リ

ー
 

◇
 

  

1
-1
6 

   

増
力
装
置
付
き
シ

グ
ナ
ル
式
ト
ル
ク

レ
ン
チ
 

又
は
ト
ル
ク
設
定

型
イ
ン
パ
ク
ト
レ

ン
チ
 

◇
 

   

（
注
）
１
．
◎
印
の
面
積
は
、
屋
内
現
車
作
業
場
の
基
準
面
積
の
外
と
す

る
。
 

２
．
○
印
は
、
当
該
事
業
場
の
作
業
に
必
要
な
数
量
及
び
機
能
を

保
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
。

 
３
．
△
印
は
、
保
有
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
を
示
す
。

 
４
．
◇
印
は
、
対
象
自
動
車
の
種
類
に
大
型
車
を
含
み
、
工
員
数

が
４
人
で
あ
る
場
合
に
保
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
省

力
化
機
器
を
示
す
。
 

      1-
2 

～
 

1-
13
 

(略
) 

(略
) 

(略
) 

（
新

設
）
 

  

（
新
設
）
 

 

（
新
設
）
  

  

（
新

設
）
 

（
新
設
）
 

 

（
新
設
）
  

  

（
新

設
）
 

    

（
新
設
）
 

     

（
新
設
）
     

 

      

（
注
）
１
．
◎
印
の
面
積
は
、
屋
内
現
車
作
業
場
の
基
準
面
積
の
外
と
す

る
。
 

２
．
○
印
は
、
当
該
事
業
場
の
作
業
に
必
要
な
数
量
及
び
機
能
を

保
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
。

 
３
．
△
印
は
、
保
有
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
を
示
す
。

 
（
新
設
）
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 ２
～
４
（
略
）
 

 別
紙
３
の
３
～
別
紙
３
の
８
（
略
）
 

 別
紙
４

 
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
が
届
け
出
る
電
磁
的
記
録
、
届
出
方
法

等
 

１
（
略
）

 
２

 
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
は
、
訪
問
特
定
整
備
等
を
し
よ
う
と
す
る
場

合
に
は
、
訪
問
特
定
整
備
等
の
開
始
の
日
の
前
日
ま
で
に
、
訪
問
特
定
整

備
等
を
行
う
事
業
場
ご
と
に
、
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
対
し

て
、
訪
問
特
定
整
備
等
リ
ス
ト
及
び
実
施
規
程
第
３
条
第
２
項
の
電
磁
的

記
録
を
、
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 
                

 ２
～
４
（
略
）
 

 別
紙
３
の
３
～
別
紙
３
の
８
（
略
）

 
 別
紙
４

 
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
が
届
け
出
る
電
磁
的
記
録
、
届
出
方
法

等
 

１
（
略
）
 

２
 
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
は
、
訪
問
特
定
整
備
等
を
し
よ
う
と
す
る
場

合
に
は
、
訪
問
特
定
整
備
等
の
開
始
の
日
の
前
日
ま
で
に
、
訪
問
特
定
整

備
等
を
行
う
事
業
場
ご
と
に
、
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
対
し

て
、
訪
問
特
定
整
備
等
リ
ス
ト
及
び
実
施
規
程
第
３
条
第
１
項
の
電
磁
的

記
録
を
、
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

                

－　126　－



 

別
紙
５

 
様
式
１

 
                            

別
紙
５
 

様
式
 

                            

－　127　－



 

                              

                              

－　128　－



 

様
式
２

 
                             

様
式
２
 

                             

－　129　－



 

                              

                              

－　130　－



 

別
紙
３
－
１
 

                             

別
紙
３
－
１
 

                             

－　131　－



 

                              

                              

－　132　－



 

様
式
３
－
２
－
１

 
                             

様
式
３
－
２
－
１
 

                             

－　133　－



 

                              

                              

－　134　－



 

                              

                              

－　135　－



 

様
式
３
－
２
－
２
 

                             

様
式
３
－
２
－
２
 

                             

－　136　－



 

様
式
４

 
                             

様
式
４
 

                             

－　137　－



 

様
式
５

 
                         別
紙
６
～
別
紙
７

 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

                         別
紙
６
～
別
紙
７
 
（
略
）
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別
添
２
   

「
「
自
動
車
整
備
士
養
成
施
設
の
指
定
等
の
基
準
に
つ
い
て
（
依
命
通
達
）
」
等
の
改
正
に
つ
い
て

」
 

（
令
和
５
年
８
月

2
8
日
付
け
、
国
自
整
第

9
7
号
）
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
新
旧
対
照
表
）

 

 

（
下
線
部
が
改
正
箇
所
）

 

改
 
正

 
後

 
改

 
正

 
前

 

別
添

 
別
添

 

自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
の
細
目

 
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
の
細
目

 

 
 

1
.
 
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
（
昭
和

2
6
年
運
輸
省
令
第

7
1
号
）
（
以
下
「
検

定
規
則
」
と
い
う
。
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

1
.
 
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
（
昭
和

2
6
年
運
輸
省
令
第

7
1
号
）
（
以
下
「
検

定
規
則
」
と
い
う
。
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

1
.
1
.
～

1
.
3
.
 
（
略
）

 
1
.
1
.
～

1
.
3
.
 
（
略
）

 

1
.
4
.
 
検
定
規
則
第

2
0
条
第
２
項
及
び
第
３
項
に
定
め
る
受
験
資
格
を
有
す
る
こ
と

を
証
す
る
書
面
及
び
試
験
の
免
除
を
受
け
る
資
格
を
証
す
る
書
面
と
は
、

検
定
規

則
第

2
1
条
の
合
格
証
書
、
自
動
車
整
備
技
能
者
手
帳
、
卒
業
証
書
、
修
了
証
書
、

修
了
（
卒
業
）
証
明
書
、
修
了
（
卒
業
）
見
込
証
明
書
、
事
業
主
の
発
行
す
る
証

明
書
、
そ
の
他
を
い
う
。

 

 
（
新
設
）

 

2
.
～

4
.
 
（
略
）

 
2
.
～

4
.
 
（
略
）

 

 
 

別
紙
１

 
（
略
）

 
 

別
紙
１

 
（
略
）

 
 

別
紙
２

 
自
動
車
整
備
士
養
成
施
設
の
指
定
等
の
基
準

 
別
紙
２

 
自
動
車
整
備
士
養
成
施
設
の
指
定
等
の
基
準

 

Ⅰ
 
一
種
養
成
施
設
の
指
定
基
準

 
Ⅰ

 
一
種
養
成
施
設
の
指
定
基
準

 

一
種
養
成
施
設
の
指
定
に
あ
た
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
基
準
に
よ
り
指
定
す
る

も
の
と
す
る
。

 

な
お
、
指
定
に
あ
た
っ
て
は
、
養
成
し
よ
う
と
す
る
自
動
車
整
備
士
の
種
類
を

限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

一
種
養
成
施
設
の
指
定
に
あ
た
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
基
準
に
よ
り
指
定
す
る

も
の
と
す
る
。

 

な
お
、
指
定
に
あ
た
っ
て
は
、
養
成
し
よ
う
と
す
る
自
動
車
整
備
士
の
種
類
を

限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

Ⅰ
－
１

 
三
級
自
動
車
整
備
士
の
養
成
課
程

 
Ⅰ
－
１

 
三
級
自
動
車
整
備
士
の
養
成
課
程

 

Ⅰ
－
１
－
１
～
Ⅰ
－
１
－
８

 
（
略
）

 
Ⅰ
－
１
－
１
～
Ⅰ
－
１
－
８

 
（
略
）

 

Ⅰ
－
１
－
９

 
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
教
育
の
実
施

 
 
（
新
設
）

 

 
 

教
育

計
画

に
掲

げ
る

う
ち

実
習

及
び

実
務

実
習

に
関

す
る

科
目

以
外

の
教

育

は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
り
実
施
す
る
こ
と

も
で
き
る
。
な
お
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
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り
教
育
を
実
施
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
「
道
路
運
送
車
両
法
の
関
係
省
令
に
基
づ

く
自
動
車
整
備
に
関
す
る
研
修
等
を
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
り
実
施
す
る
上
で
の
留
意

事
項
に
つ
い
て
」
（
令
和
７
年
７
月
８
日
付
、
国
自
整
第

7
0
号
）
に
定
め
る
事
項

に
つ
い
て
留
意
す
る
こ
と
。

 

Ⅰ
－
２

 
二
級
自
動
車
整
備
士
の
養
成
課
程

 
Ⅰ
－
２

 
二
級
自
動
車
整
備
士
の
養
成
課
程

 

二
級
自
動
車
整
備
士
の
養
成
課
程
は
、
Ⅰ
－
１
－
５
、
Ⅰ
－
１
－
６

、
Ⅰ
－
１

－
８
及
び
Ⅰ
－
１
－
９
の
各
号
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に

よ
る
こ
と
。

 

二
級
自
動
車
整
備
士
の
養
成
課
程
は
、
Ⅰ
－
１
－
５
、
Ⅰ
－
１
－
６
及
び
Ⅰ
－

１
－
８
の
各
号
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

 

Ⅰ
－
２
－
１
～
Ⅰ
－
２
－
５

 
（
略
）

 
Ⅰ
－
２
－
１
～
Ⅰ
－
２
－
５

 
（
略
）

 

Ⅰ
－
３

 
一
級
自
動
車
整
備
士
の
養
成
課
程

 
Ⅰ
－
３

 
一
級
自
動
車
整
備
士
の
養
成
課
程

 

一
級
自
動
車
整
備
士
の
養
成
課
程
は
、
Ⅰ
－
１
－
５
、
Ⅰ
－
１
－
６

、
Ⅰ
－
１

－
８
及
び
Ⅰ
－
１
－
９
の
各
号
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に

よ
る
こ
と
。

 

一
級
自
動
車
整
備
士
の
養
成
課
程
は
、
Ⅰ
－
１
－
５
、
Ⅰ
－
１
－
６
及
び
Ⅰ
－

１
－
８
の
各
号
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

 

Ⅰ
－
３
－
１
～
Ⅰ
－
３
－
５

 
（
略
）

 
Ⅰ
－
３
－
１
～
Ⅰ
－
３
－
５

 
（
略
）

 

Ⅰ
－
４

 
自
動
車
車
体
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
の
養
成
課
程

 
Ⅰ
－
４

 
自
動
車
車
体
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
の
養
成
課
程

 

自
動
車
車
体
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
の
養
成
課
程
は
、
Ⅰ
－
１
－
５

、
Ⅰ
－

１
－
８
及
び
Ⅰ
－
１
－
９
の
各
号
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
規
定
す
る
と
こ
ろ

に
よ
る
こ
と
。

 

自
動
車
車
体
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
の
養
成
課
程
は
、
Ⅰ
－
１
－
５

及
び
Ⅰ

－
１
－
８
の
各
号
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

 

Ⅰ
－
４
－
１
～
Ⅰ
－
４
－
６

 
（
略
）

 
Ⅰ
－
４
－
１
～
Ⅰ
－
４
－
６

 
（
略
）

 

 
 

Ⅱ
 
二
種
養
成
施
設
の
指
定
基
準

 
Ⅱ

 
二
種
養
成
施
設
の
指
定
基
準

 

二
種
養
成
施
設
の
指
定
に
あ
た
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
基
準
に
よ
り
指
定
す
る

も
の
と
す
る
。
な
お
、
指
定
に
あ
た
っ
て
は
、
養
成
し
よ
う
と
す
る
自
動
車
整
備

士
の
種
類
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

二
種
養
成
施
設
の
指
定
に
あ
た
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
基
準
に
よ
り
指
定
す
る

も
の
と
す
る
。
な
お
、
指
定
に
あ
た
っ
て
は
、
養
成
し
よ
う
と
す
る
自
動
車
整
備

士
の
種
類
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

Ⅱ
－
１

 
三
級
自
動
車
整
備
士
の
養
成
課
程

 
Ⅱ
－
１

 
三
級
自
動
車
整
備
士
の
養
成
課
程

 

三
級
自
動
車
整
備
士
の
養
成
課
程
は
、
Ⅰ
－
１
－
３
か
ら
Ⅰ
－
１
－
５
ま
で
、

Ⅰ
－
１
－
７
及
び
Ⅰ
－
１
－
９
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に

よ
る
こ
と
。

 

三
級
自
動
車
整
備
士
の
養
成
課
程
は
、
Ⅰ
－
１
－
３
か
ら
Ⅰ
－
１
－
５
ま
で
、

及
び
Ⅰ
－
１
－
７
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

 

Ⅱ
－
１
－
１
～
Ⅱ
－
１
－
４

 
（
略
）

 
Ⅱ
－
１
－
１
～
Ⅱ
－
１
－
４

 
（
略
）

 

Ⅱ
－
２

 
二
級
自
動
車
整
備
士
の
養
成
課
程

 
Ⅱ
－
２

 
二
級
自
動
車
整
備
士
の
養
成
課
程

 

二
級
自
動
車
整
備
士
の
養
成
課
程
は
、
Ⅰ
－
１
－
５
、
Ⅰ
－
１
－
９
、
Ⅰ
－
２

－
３
か
ら
Ⅰ
－
２
－
５
ま
で
、
Ⅱ
－
１
－
３
及
び
Ⅱ
－
１
－
４
の
規
定
に
よ
る
ほ

か
、
次
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

 

二
級
自
動
車
整
備
士
の
養
成
課
程
は
、
Ⅰ
－
１
－
５
、
Ⅰ
－
２
－
３
か
ら
Ⅰ
－

２
－
５
ま
で
、
Ⅱ
－
１
－
３
及
び
Ⅱ
－
１
－
４
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
規
定

す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
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Ⅱ
－
２
－
１
・
Ⅱ
－
２
－
２

 
（
略
）

 
Ⅱ
－
２
－
１
・
Ⅱ
－
２
－
２

 
（
略
）

 

Ⅱ
－
３

 
一
級
自
動
車
整
備
士
の
養
成
課
程

 
Ⅱ
－
３

 
一
級
自
動
車
整
備
士
の
養
成
課
程

 

一
級
自
動
車
整
備
士
の
養
成
課
程
は
、
Ⅰ
－
１
－
５
、
Ⅰ
－
１
－
９
、
Ⅰ
－
３

－
３
、
Ⅰ
－
３
－
４
、
Ⅰ
－
３
－
５
（
⑶
を
除
く
。
）
、
Ⅱ
－
１
－
３
及
び
Ⅱ
－

１
－
４
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

 

Ⅱ
－
３
－
１
・
Ⅱ
－
３
－
２

 
（
略
）

 

一
級
自
動
車
整
備
士
の
養
成
課
程
は
、
Ⅰ
－
１
－
５
、
Ⅰ
－
３
－
３
、
Ⅰ
－
３

－
４
、
Ⅰ
－
３
－
５
（
⑶
を
除
く
。
）
、
Ⅱ
－
１
－
３
及
び
Ⅱ
－
１
－
４
の
規
定

に
よ
る
ほ
か
、
次
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

 

Ⅱ
－
３
－
１
・
Ⅱ
－
３
－
２

 
（
略
）

 

Ⅱ
－
４

 
自
動
車
タ
イ
ヤ
整
備
士
の
養
成
課
程

 
Ⅱ
－
４

 
自
動
車
タ
イ
ヤ
整
備
士
の
養
成
課
程

 

自
動
車
タ
イ
ヤ
整
備
士
の
養
成
課
程
は
、
Ⅰ
－
１
－
５

、
Ⅰ
－
１
－
９
、
Ⅱ
－

１
－
４
及
び
Ⅱ
－
２
－
１
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る

こ
と
。

 

自
動
車
タ
イ
ヤ
整
備
士
の
養
成
課
程
は
、
Ⅰ
－
１
－
５

、
Ⅱ
－
１
－
４
及
び
Ⅱ

－
２
－
１
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

 

Ⅱ
－
４
－
１
～
Ⅱ
－
４
－
５

 
（
略
）

 
Ⅱ
－
４
－
１
～
Ⅱ
－
４
－
５

 
（
略
）

 

Ⅱ
－
５

 
自
動
車
電
気
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
の
養
成
課
程

 
Ⅱ
－
５

 
自
動
車
電
気
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
の
養
成
課
程

 

自
動
車
電
気
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
の
養
成
課
程
は
、
Ⅰ
－
１
－
５

、
Ⅰ
－

１
－
９
、
Ⅱ
－
１
－
４
及
び
Ⅱ
－
２
－
１
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
規
定
す
る

と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

 

自
動
車
電
気
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
の
養
成
課
程
は
、
Ⅰ
－
１
－
５

、
Ⅱ
－

１
－
４
及
び
Ⅱ
－
２
－
１
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る

こ
と
。

 

Ⅱ
－
５
－
１
～
Ⅱ
－
５
－
５

 
（
略
）

 
Ⅱ
－
５
－
１
～
Ⅱ
－
５
－
５

 
（
略
）

 

Ⅱ
－
６

 
自
動
車
車
体
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
の
養
成
課
程

 
Ⅱ
－
６

 
自
動
車
車
体
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
の
養
成
課
程

 

自
動
車
車
体
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
の
養
成
課
程
は
、
Ⅰ
－
１
－
５

、
Ⅰ
－

１
－
９
、
Ⅰ
－
４
－
６
、
Ⅱ
－
１
－
４
及
び
Ⅱ
－
２
－
１
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、

次
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

 

自
動
車
車
体
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
の
養
成
課
程
は
、
Ⅰ
－
１
－
５

、
Ⅰ
－

４
－
６
、
Ⅱ
－
１
－
４
及
び
Ⅱ
－
２
－
１
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
規
定
す
る

と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

 

Ⅱ
－
６
－
１
～
Ⅱ
－
６
－
４

 
（
略
）

 
Ⅱ
－
６
－
１
～
Ⅱ
－
６
－
４

 
（
略
）

 

 
 

Ⅲ
 
自
動
車
に
関
す
る
学
科
を
有
す
る
大
学
で
あ
っ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も

の
の
基
準

 

Ⅲ
 
自
動
車
に
関
す
る
学
科
を
有
す
る
大
学
で
あ
っ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も

の
の
基
準

 

自
動
車
に
関
す
る
学
科
を
有
す
る
大
学
で
あ
っ
て
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
場

合
に
あ
た
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
基
準
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
と

す
る
。

 

な
お
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
場
合
に
あ
た
っ
て
は
、
養
成
し
よ
う
と
す
る

自
動
車
整
備
士
の
種
類
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

自
動
車
に
関
す
る
学
科
を
有
す
る
大
学
で
あ
っ
て
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
場

合
に
あ
た
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
基
準
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
と

す
る
。

 

な
お
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
場
合
に
あ
た
っ
て
は
、
養
成
し
よ
う
と
す
る

自
動
車
整
備
士
の
種
類
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

Ⅲ
－
１

 
二
級
自
動
車
整
備
士
の
養
成
課
程

 
Ⅲ
－
１

 
二
級
自
動
車
整
備
士
の
養
成
課
程

 

二
級
自
動
車
整
備
士
の
養
成
課
程
は
、
Ⅰ
－
１
－
５
、
Ⅰ
－
１
－
６
、
Ⅰ
－
１

－
８
、
Ⅰ
－
１
－
９
、
Ⅰ
－
２
－
３
及
び
Ⅰ
－
２
－
４
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次

に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

 

二
級
自
動
車
整
備
士
の
養
成
課
程
は
、
Ⅰ
－
１
－
５
、
Ⅰ
－
１
－
６
、
Ⅰ
－
１

－
８
、
Ⅰ
－
２
－
３
及
び
Ⅰ
－
２
－
４
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
規
定
す
る
と

こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
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Ⅲ
－
１
－
１
・
Ⅲ
－
１
－
２

 
（
略
）

 
Ⅲ
－
１
－
１
・
Ⅲ
－
１
－
２

 
（
略
）

 

Ⅲ
－
２

 
自
動
車
車
体
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
の
養
成
課
程

 
Ⅲ
－
２

 
自
動
車
車
体
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
の
養
成
課
程

 

自
動
車
車
体
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
の
養
成
課
程
は
、
Ⅰ
－
１
－
５
、
Ⅰ
－

１
－
８
、
Ⅰ
－
１
－
９
、
Ⅰ
－
４
－
３
、
Ⅰ
－
４
－
４
及
び
Ⅰ
－
４
－
５
の
規
定

に
よ
る
ほ
か
、
次
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

 

自
動
車
車
体
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
の
養
成
課
程
は
、
Ⅰ
－
１
－
５
、
Ⅰ
－

１
－
８
、
Ⅰ
－
４
－
３
、
Ⅰ
－
４
－
４
及
び
Ⅰ
－
４
－
５
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、

次
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

 

Ⅲ
－
２
－
１
・
Ⅲ
－
２
－
２

 
（
略
）

 
Ⅲ
－
２
－
１
・
Ⅲ
－
２
－
２

 
（
略
）

 

Ⅳ
 
自
動
車
整
備
技
術
の
教
育
を
行
う
機
関
で
あ
っ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も

の
の
基
準

 

Ⅳ
 
自
動
車
整
備
技
術
の
教
育
を
行
う
機
関
で
あ
っ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も

の
の
基
準

 

自
動
車
整
備
技
術
の
教
育
を
行
う
機
関
で
あ
っ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
場

合
に
あ
た
っ
て
は
、
Ⅰ
－
１
－
１
及
び
Ⅰ
－
１
－
３
か
ら

Ⅰ
－
１
－
９
ま
で
の
規

定
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
基
準
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

な
お
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
養
成
し
よ
う
と
す
る
自

動
車
整
備
士
の
種
類
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

自
動
車
整
備
技
術
の
教
育
を
行
う
機
関
で
あ
っ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
場

合
に
あ
た
っ
て
は
、
Ⅰ
－
１
－
１
及
び
Ⅰ
－
１
－
３
か
ら

Ⅰ
－
１
－
８
ま
で
の
規

定
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
基
準
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

な
お
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
養
成
し
よ
う
と
す
る
自

動
車
整
備
士
の
種
類
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

Ⅳ
－
１

 
（
略
）

 
Ⅳ
－
１

 
（
略
）

 

別
表
１
～
別
表
８

 
（
略
）

 
別
表
１
～
別
表
８

 
（
略
）

 

附
 
則
（
令
和
７
年
７
月
８
日
付
、
国
自
整
第

7
7
号
）

 

（
施
行
期
日
）

 

本
改
正
規
定
は
、
令
和
７
年
７
月
８
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別
添
３
   

「
電
子
制
御
装
置
整
備
の
整
備
主
任
者
等
に
係
る
運
輸
支
局
長
等
が
行
う
講
習

 
に
つ
い
て
（
依
命
通
達
）
」

 

（
令
和
２
年
２
月
６
日
付
け
、
国
自
整
第

2
6
5
号
）
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
新
旧
対
照
表
）

 

 

（
下
線
部
が
改
正
箇
所
）

 

改
 
正

 
後

 
改

 
正

 
前

 

別
紙

 
別
紙

 

 
 

電
子
制
御
装
置
整
備
の
整
備
主
任
者
等
資
格
取
得
講
習
実
施
要
領

 
電
子
制
御
装
置
整
備
の
整
備
主
任
者
等
資
格
取
得
講
習
実
施
要
領

 

 
 

１
．

 
（
略
）

 
１
．

 
（
略
）

 

２
．
電
子
制
御
装
置
整
備
の
整
備
主
任
者
資
格
取
得
講
習

 
２
．
電
子
制
御
装
置
整
備
の
整
備
主
任
者
資
格
取
得
講
習

 

⑴
～
⑼

 
（
略
）

 
⑴
～
⑼

 
（
略
）

 

⑽
 
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
講
習
の
実
施

 
 
（
新
設
）

 

実
習
及
び
試
問
以
外
の
講
習
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
り
実
施
す
る
こ
と
も
で

き
る
。
な
お
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
り
講
習
を
実
施
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
「
道

路
運
送
車
両
法
の
関
係
省
令
に
基
づ
く
自
動
車
整
備
に
関
す
る
研
修
等
を
オ
ン

ラ
イ
ン
に
よ
り
実
施
す
る
上
で
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
」
（
令
和
７
年
７
月
８

日
付
、
国
自
整
第

7
0
号
）
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
留
意
す
る
こ
と
。

 

 

附
 
則
（
令
和
７
年
７
月
８
日
付
、
国
自
整
第

7
7
号
）

 

（
施
行
期
日
）

 

本
改
正
規
定
は
、
令
和
７
年
７
月
８
日
か
ら
施
行
す
る
。
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国 自 整 第 ８ ５ 号 

令和７年７月８日 

 

 

地方運輸局自動車技術安全部長 殿  

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

物流・自動車局自動車整備課長   

（公印省略）  

 

 

 

点検整備記録簿、特定整備記録簿及び指定整備記録簿の電磁的方法による作成、

保存又は交付に関する取扱いについて 

 

点検整備記録簿、特定整備記録簿及び指定整備記録簿の電磁的方法による作成、

保存又は交付に関する取扱いを別紙のとおり定めたので、関係者に対し周知徹底を

図られたい。 

なお、「指定整備記録簿等に係る電磁的記録の保存に関する取扱いについて」（平

成３０年４月１９日付け国自整第２９号）は本通達をもって廃止する。 
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別紙 

 

点検整備記録簿、特定整備記録簿及び指定整備記録簿の 

電磁的方法による作成、保存又は交付に関する取扱い 

 

第１ 用語の定義 

１．「点検整備記録簿等」とは、道路運送車両法（昭和 26年法律第 185号。以下「法」

という。）第 49 条第１項及び第２項に基づいて自動車（法第 58 条第１項に規定

する検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。）の使用者又は当該自動車

の使用者から当該自動車の点検整備の依頼を受けた自動車特定整備事業者が作

成する点検整備記録簿、法第 91 条第１項に基づいて自動車特定整備事業者が作

成する特定整備記録簿及び法第 94 条の６第１項に基づいて指定自動車整備事業

者が作成する指定整備記録簿をいう。 

２．「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、コンピュータによる情報処理の

用に供されるものをいう。 

３．「整備記録システム」とは、コンピュータ、端末機、通信関係装置、プリンタ、

プログラム（プログラム言語により記述された命令の組合せ）等の全部又は一部

により構成され、点検整備記録簿等の電磁的記録を作成・保存等するためのシス

テムをいう。 

４．「電磁的記録媒体」とは、電磁的記録に係る記録媒体をいい、磁気ディスク、Ｃ

Ｄ－ＲＯＭその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくこ

とができる記録メディアをいう。 

５．「スマートフォン等の電子媒体」とは、スマートフォン、タブレット、コンピュ

ータ等の電子媒体をいう。 

６．「施行規則」とは、「国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面

の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」（平成 17年国

土交通省令第 26号）をいう。 

７．「政令」とは、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利

用に関する法律施行令」（平成 17年政令第８号）をいう。 

 

第２ 自動車特定整備事業者又は指定自動車整備事業者の遵守事項等 

１．自動車特定整備事業者又は指定自動車整備事業者が点検整備記録簿等を電磁的

記録により作成・保存する場合の遵守事項 

（１）点検整備記録簿等※１の書面の作成に代えて電磁的記録により作成する場合、

スマートフォン等の電子媒体に備えられたファイルに記録する方法又は電磁

的記録媒体をもって調製する方法により作成すること。（施行規則第６条） 

（２）点検整備記録簿等※２の書面の保存に代えて電磁的記録により保存する場合、

次に掲げる方法のいずれかにより行うこと。（施行規則第４条） 
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① 第２ １．（１）の方法をもって調製するファイルにより保存する方法 

② 点検整備記録簿等をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）によ

り読み取ってできた電磁的記録を、スマートフォン等の電子媒体に備えられ

たファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する

方法 

（３）点検整備記録簿等※２を、直ちに明瞭な状態で、スマートフォン等の電子媒体

の映像面に表示及び書面の作成ができる措置を講じること。（施行規則第４条） 

（４）第２ １．（３）により表示又は作成される指定整備記録簿は、指定自動車整

備事業規則（昭和三十七年運輸省令第四十九号）第 10 条の２に定める様式で

あること。 

※１ 自動車特定整備事業者も指定自動車整備事業者も点検整備記録簿の作成（記載）義

務は負っていない。もっとも、自動車の使用者から依頼を受けて法第 48 条の点検又

は整備をした場合、通常、自動車特定整備事業者又は指定自動車整備事業者が点検整

備記録簿を作成するため、１．（１）では、このような場合を想定して「点検整備記録

簿等」としている（以下同じ。）。 

※２ 自動車特定整備事業者も指定自動車整備事業者も点検整備記録簿の保存義務は負

っていない。もっとも、自動車特定整備事業者又は指定自動車整備事業者が自主的に

点検整備記録簿の電磁的記録を保存する場合もあるため、１．（２）及び（３）では、

このような場合を想定して「点検整備記録簿等」としている（以下同じ。）。 

（５）運輸支局（兵庫陸運部及び沖縄総合事務局陸運事務所を含む。以下同じ。）、

自動車検査登録事務所（沖縄総合事務局陸運事務所の支所を含む。以下同じ。）

又は軽自動車検査協会の事務所若しくは支所において検査を受けようとする

ときに点検整備記録簿を提示する場合にあっては、書面の点検整備記録簿を提

示すること。 

 

２．自動車特定整備事業者又は指定自動車整備事業者による点検整備記録簿等を電

磁的記録により作成・保存する場合のガイドライン 

（１）整備記録システムにより点検整備記録簿等を電磁的記録により作成・保存す

る場合、点検整備記録簿等の電磁的記録を検索することができる措置を講じる

こと。 

（２）点検整備記録簿等の電磁的記録を電磁的記録媒体に移行することができる措

置を講じること。 

（３）整備記録システムにより点検整備記録簿等を電磁的記録により作成・保存す

る場合、当該電磁的記録の作成、保存、更新及び消去の日時、更新の場合は更

新した箇所並びにその作業者を自動的に記録し、保存する措置を講じること。 

（４）点検整備記録簿等の電磁的記録を収蔵したファイル又は電磁的記録媒体は、

保管場所を定め、施錠する等して保管し、電磁的記録の不正改ざんを防止する

こと。 
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（５）保存した点検整備記録簿等の電磁的記録は、バックアップを行うことにより

データの消失対策を行う等安全性を確保すること。 

 

３．自動車特定整備事業者又は指定自動車整備事業者による整備記録システムの適

正な使用方法についてのガイドライン 

（１）整備記録システムの技術面の安全対策 

① 次の権限について識別符号（ＩＤ）、パスワード等の利用者登録、管理及び

認証機能を有するものを導入する等により不正なアクセスを防止すること。 

・ 自動車検査員に係る権限（指定自動車整備事業者に限る。） 

・ 整備主任者に係る権限 

・ 点検整備記録簿等に係る情報を起票及び入力する権限 

② 電磁的記録を保存する機器に直接接続されたスマートフォン等の電子媒体

が、公衆回線とのオンラインによって接続される場合には、アクセスするユ

ーザー等の正当性を識別し認証する機能を有するものを導入する等の措置を

講じること。 

③ 整備記録システムは、点検整備記録簿等の記載項目及び入力権限について

エラーの検出機能を有するものを導入する等により入力漏れ及び誤操作を防

止すること。 

（２）整備記録システムの運用面の安全対策 

① 整備記録システムの管理には、管理責任者を定めるとともに、管理規程に

おいて次の項目を定めること。 

・ ＩＤ及びパスワードの付与及び廃止の管理 

・ 電磁的記録媒体の使用、保管、搬出入及び廃棄の管理 

② 整備記録システムの非使用時には機能を停止させること、整備記録システ

ムのＩＤは複数者で共用しないこと、ＩＤを付与された関係者以外の者が操

作をしないこと等について周知徹底を図り、不正なアクセスを防止すること。 

（３）整備記録システムの適切な使用方法に係る管理規程を定め、関係者に対し、

その周知徹底を図り、当該整備記録システムの取扱方法に係る操作マニュアル

を備え付けること。 

 

４．自動車特定整備事業者又は指定自動車整備事業者が特定整備記録簿の写しを電

磁的記録により交付する場合※３の遵守事項 

（１）特定整備記録簿の写しの書面の交付に代えて電磁的記録により交付する場合、

自動車特定整備事業者又は指定自動車整備事業者のスマートフォン等の電子

媒体から自動車の使用者のスマートフォン等の電子媒体に対して電子メール

等によって特定整備記録簿の写しの電子データを送信する方法、自動車の使用

者が自動車特定整備事業者又は指定自動車整備事業者が管理するウェブサイ

トやクラウド等にアクセスするなどして特定整備記録簿の写しの電子データ
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をダウンロードする方法又は当該電子データを記録した電磁的記録媒体を受

け渡す方法により交付すること（施行規則第 11条第１項）。 

（２）第２ ４．（１）の方法により交付した特定整備記録簿の写しの電子データは、

自動車の使用者がこれを出力することにより、書面を作成することができるよ

うにすること（施行規則第 11条第２項）。 

（３）特定整備記録簿の写しを電磁的記録により交付しようとするときは、あらか

じめ、自動車の使用者に対して、（１）のいずれの方法により交付することを予

定しているかを示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならないこ

と（施行規則第 12条及び政令第２条第１項）。 

（４）（３）の承諾が得られなかった場合又は（３）の承諾を得た後に自動車の使用

者から当該承諾を撤回する旨の申出があった場合、当該自動車の使用者に対し

て、特定整備記録簿の写しを電磁的記録により交付してはならないこと（政令

第２条第２項）。 

（５）特定整備記録簿の写しを電磁的記録による交付する自動車の使用者に対して、

スマートフォン等の電子媒体を用いて特定整備記録簿の写しの電子データを

閲覧する方法、直ちに明瞭な状態で当該電子媒体の映像面にこれを表示する方

法、特定整備記録簿の写しの電子データに係る書面を作成する方法等を教示す

ること。 

※３ 自動車特定整備事業者も指定自動車整備事業者も、点検整備記録簿及び指定整備記

録簿並びにこれらの写しの交付義務を負っていない。もっとも、自動車特定整備事業

者又は指定自動車整備事業者が事実上、自動車の使用者に対して、点検整備記録簿若

しくは指定整備記録簿又はこれらの写しを交付することもあり、その場合には本項目

に準じるものとする。 

 

第３ 自動車の使用者の遵守事項等 

１．自動車の使用者が点検整備記録簿を電磁的記録により作成・保存する場合の遵

守事項 

（１）点検整備記録簿の書面の作成に代えて電磁的記録により作成する場合、スマ

ートフォン等の電子媒体に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記

録媒体をもって調製する方法により作成すること（施行規則第６条）。 

（２）点検整備記録簿の書面の保存（点検整備記録簿を自動車に備え置くことによ

り保存することをいう。以下同じ。）に代えて電磁的記録より保存する場合、次

に掲げる方法のいずれかにより行うこと（施行規則第４条）。 

① 第３ １．（１）の方法をもって調製するファイルを保存したスマートフォ

ン等の電子媒体又は電磁的記録媒体及びその読み取り機器を携行する方法。 

② 点検整備記録簿をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）により読

み取ってできた電磁的記録を保存したスマートフォン等の電子媒体又は電磁

的記録媒体及びその読み取り機器を携行する方法。 
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（３）点検整備記録簿を、直ちに明瞭な状態で、スマートフォン等の電子媒体の映

像面に表示及び書面の作成ができる措置を講じること（施行規則第４条）。 

（４）運輸支局（兵庫陸運部及び沖縄総合事務局陸運事務所を含む。以下同じ。）、

自動車検査登録事務所（沖縄総合事務局陸運事務所の支所を含む。以下同じ。）

又は軽自動車検査協会の事務所若しくは支所において検査を受けようとする

ときに点検整備記録簿を提示する場合にあっては、書面の点検整備記録簿を提

示すること。 

 

２．自動車の使用者による点検整備記録簿の電磁的記録の作成・保存に係るＱ＆Ａ 

 

問１ 点検整備記録簿の電磁的記録のファイル形式に決まりはあるか。 

（答） 

○ 電磁的記録のファイル形式に決まりはないが、地方運輸局長等から点検整

備記録簿の提示を求められた際に（例えば、法第 54条第４項に基づく地方運

輸局長等による点検整備記録簿の確認など）、直ちに明瞭な状態で示すことが

できる必要がある。 

 

問２ クラウド上に点検整備記録簿の電磁的記録を保存し、必要に応じてスマー

トフォン等からアクセスして確認することは、法第 49条第１項の「備え置き」

に該当するか。 

（答） 

○ 電磁的記録の保存方法について決まりはないが、自動車の使用者が点検整備

記録簿に係る情報を速やかに把握でき、地方運輸局長等から点検整備記録簿の

提示を求められた際に、直ちに明瞭な状態で示すことができる場合には、法第

49条第１項の「備え置き」に該当する。 

問３ 点検整備記録簿の電磁的記録を保存して携行するための電子媒体に決まり

はあるのか。 

（答） 

○ 電磁的記録を保存して携行するための電子媒体に決まりはないが、地方運輸

局長等から点検整備記録簿の提示を求められた際に、直ちに明瞭な状態で示す

ことができる必要がある。 

 

問４ 問１～問３の答にいう「地方運輸局長等から点検整備記録簿の提示を求め

られた際に、直ちに明瞭な状態で示すこと」の内容如何。 

（答） 

○ 「地方運輸局長等から点検整備記録簿の提示を求められた際に、直ちに明瞭

な状態で示すこと」に該当する例は、次のとおりとする。 

✓ 直ちに、スマートフォン等の電子媒体自体に保存した点検整備記録簿の電
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磁的記録を当該媒体の映像面に表示でき、かつ、第三者（自動車の使用者以

外の者をいう。以下同じ。）が表示された点検整備記録簿の電磁的記録の内容

（法第 49 条第１項及び第２項並びに自動車点検基準第４条第１項に規定す

る事項。以下同じ。）を読み取れるようにすること 

✓ 直ちに、点検整備記録簿の電磁的記録を保存した SDカードや USBメモリ等

をスマートフォン等の電子媒体に接続して、当該電子媒体の映像面に点検整

備記録簿の電磁的記録を表示でき、かつ、第三者が表示された点検整備記録

簿の電磁的記録の内容を読み取れるようにすること 

✓ 直ちに、クラウドに保存した点検整備記録簿の電磁的記録をスマートフォ

ン等の電子媒体の映像面に表示でき、かつ、第三者が表示された点検整備記

録簿の電磁的記録の内容を読み取れるようにすること 

〇 ただし、次の場合には、「地方運輸局長等から求められた際に、直ちに明瞭な

状態で示すこと」に該当しない（ゆえに、点検整備未実施と取り扱う）ものと

する。 

✓ 点検整備記録簿の電磁的記録を表示することのできるスマートフォン等の

電子媒体を携行しているものの、当該媒体の故障、バッテリー切れ、電波の

状況等、その理由の如何を問わず、直ちに、当該媒体の映像面に点検整備記

録簿の電磁的記録を表示できない場合 

✓ スマートフォン等の電子媒体の操作に不慣れであり、直ちに、当該媒体の

映像面に点検整備記録簿の電磁的記録を表示できない場合 
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事 務 連 絡 

令和７年７月９日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 事業部長 殿 

 

 

 

国土交通省物流・自動車局自動車整備課 

整備事業班長  

 

 

大型車を扱う事業場の工員数緩和要件を満たす事例について 

 

 

今般、「自動車整備事業の取扱い及び指導要領について（依命通達）」（令和２年４月

１日付、国自整第353号）を一部改正して、指定自動車整備事業の指定に係る基準（指定

自動車整備事業の指定の基準の基となる優良自動車整備事業者（２種整備工場）の認定に

係る基準を含む。）において大型車を扱う事業場の工員数については、省力化機器を保有

するなど一定の要件を満たす場合にあっては、４人以上と緩和したところです。 

これに伴い、大型車を扱う事業場の工員数緩和要件を満たす事例について、別添のとお

り各地方運輸局自動車技術安全部整備（整備・保安）課長及び沖縄総合事務局運輸部車両

安全課長に対し通知しましたので、貴会におかれましては、傘下会員に対し周知をお願い

致します。 
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大型車を扱う事業場の工員数緩和要件を満たす事例について 

 

 

工員数緩和要件を満たす事例について、次の１．～３．の各号に示すいずれかの事例を

ヒアリング等適切な方法により確認できれば、各要件を満たすと判断して差し支えありま

せん。 

なお、各事例は一例として示したものであり、その他の事例を否定するものではありま

せん。 
 

１．「合理的な管理体制が適切に確保されているもの」について 

（１）工員数に応じた作業指示が行われ、作業工程の進捗状況や点検整備の作業内容を

管理できる体制を構築している。 

（２）入庫・業務管理システムの導入等により、工員数に応じた入庫台数や業務量を適切

に管理できる体制を構築している。 

（３）その他、合理的な管理体制を適切に確保・維持するための取り組みを自主的に実施

している。 

 

２．「工員の処遇が適切に確保されていること」について 

（１）給与及び労働条件（労働時間、休暇取得、福利厚生など）が工員数の緩和以前と比

較して同水準以上を確保している。 

（２）工員の長時間労働を抑制するための取り組みを実施している。 

（３）工員の作業負担（重労働の軽減、危険作業の削減など）が少なくするための取り組

みを実施している。 

（４）工員の労働環境が向上する取り組みを実施している。 

（５）指導要領に定義している省力化機器以外にも省力化に資する設備や機器を導入し

ている。 

（６）工員の安全衛生管理について適切に確保するための取り組みを実施している。 

（７）その他、工員の処遇を適切に確保するための取り組みを自主的に実施している。 

 

３. 「工員の質が適切に確保されていること」について 

（１）一級自動車整備士資格保有者を確保している。 

（２）二級自動車整備士資格保有者を２人以上確保している。 

（３）自動車の整備技術の向上やその他業務に関するスキルアップを図るため、工員に

対して継続した教育（法令に基づく研修は除く。）を実施している。 

（４）工員の安全衛生管理について適切な教育を実施している。 

（５）その他、工員の質を適切に確保するための定期的な取り組みを自主的に実施して

いる。 

 

 

別紙 
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国自整第 98 号の２ 

令和７年７月 17 日 

 

 

  一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

                            国土交通省 物流・自動車局 

自動車整備課長 

                      （ 公 印 省 略 ）  

 

 

「自動車特定整備事業者等における OBD 検査及び OBD 確認の取扱方針につ 

いて」の一部改正について 

 

 

 標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局

運輸部長あて通知しましたので、了知いただくとともに、傘下会員に対し周知をお願

いいたします。 
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同

使
用

等
に

お
け

る
指

定
整
備

業
務
の

取
り
扱
い

に
つ

い
て

（
平
成

９
年
２
月

2
0
日

付
自

整
第

2
3
号

）
」
に

基
づ
き

検
査
用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル
を

共
同
使
用

し
て

指
定

整
備

業
務

を
行
う

場
合
の

遵
守
事
項

は
当

該
通

達
に
定

め
る
ほ
か

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に
よ

る
。
 

 
 

 
 
①
 
O
B
D
検

査
シ
ス

テ
ム

を
利

用
す
る

た
め
の
事

業
場

I
D、

ユ
ー
ザ

ー
I
D

及
び

パ
ス
ワ

ー
ド
は

、
共
用
の

検
査

用
ス

キ
ャ
ン

ツ
ー
ル
を

使
用

し
て

検

査
を

行
う
指

定
自
動

車
整
備
事

業
者

及
び

そ
の
自

動
車
検
査

員
の

も
の

を

使
用

す
る
こ

と
。
 

②
 

共
用
の

検
査
用

ス
キ
ャ
ン

ツ
ー

ル
を

使
用
し

て
O
BD

検
査

を
実
施

し
た

場
合

に
は
、

５
．
（
４

）
②
の

規
定

の
適

用
に
関

し
、
当
該

O
B
D
検
査

は
、

指
定
を

受
け
た
事

業
場
の

敷
地

内
に

お
い
て

実
施
さ
れ

た
も

の
と

み

な
す

。
 

（
５

）
検
査

用
ス
キ

ャ
ン
ツ
ー

ル
の

借
用

使
用
に

つ
い
て
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自

動
車
特

定
整
備
事

業
者

は
、

次
の
各

号
に
掲
げ

る
事

項
を

遵
守
し

、
他

の
自

動
車
特

定
整
備

事
業
者
が

保
有

す
る

検
査
用

ス
キ
ャ
ン

ツ
ー

ル
を

借
用

し
て

O
B
D
確

認
を
実

施
す
る
こ

と
が

で
き

る
。
こ

の
場
合
に

お
い

て
、

車
両

を
他

の
認
証

工
場
に

持
ち
込
ん

で
検

査
用

ス
キ
ャ

ン
ツ
ー
ル

を
借

用
し

た
と

き
は

、
５

．（
４

）
②

の
規
定

の
適

用
に

関
し
、

当
該

OB
D
確

認
は
、

認
証
を

受
け

た
自
ら

の
事
業

場
の
敷
地

内
に

お
い

て
実
施

さ
れ
た
も

の
と

み
な

す
。
 

 
 

 
①
～

②
 
（

略
）
 

 ５
．
O
B
D
検

査
シ
ス

テ
ム
の
利

用
に

関
す

る
遵
守

事
項
 

自
動

車
特
定

整
備
事

業
者
等
は

、
O
B
D
検

査
シ
ス

テ
ム
を
適

切
に

利
用

す
る
た

め
、

次
の
各

号
に
掲

げ
る
事
項

を
遵

守
し

な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
 

（
１

）
～
（

３
）
（
略

）
 

（
４

）
認
証

工
場
及

び
指
定
工

場
は

、
OB
D
検
査

又
は

OB
D
確

認
の
対

象
車
両

、

実
施

場
所
及

び
実
施

後
の
車
両

の
取

り
扱

い
に
関

す
る
次
に

掲
げ

る
事

項
を

遵
守

す
る
こ

と
。
な

お
、
③
、

④
に

掲
げ

る
事
項

を
遵
守
す

る
に

あ
た

り
、

O
B
D
検

査
結

果
参
照

シ
ス
テ
ム
に

よ
る
削

除
機
能

を
活
用
し

て
も

よ
い

。
 

①
 

自
ら
の

事
業
場

に
お
い
て

点
検

整
備

を
行
う

又
は
行
っ

た
車

両
以

外
の

車
両

に
対
し

て
O
BD

検
査
又
は

O
B
D
確
認

を
実
施

し
な
い
こ

と
。
 

②
 

O
B
D
確

認
は
認

証
を
受
け

た
自

ら
の
事

業
場
の

敷
地
内

に
お

い
て

、
O
B
D

検
査

は
指
定

を
受
け

た
自
ら
の
事

業
場
の

敷
地
内

に
お
い
て

そ
れ

ぞ
れ

実

施
す

る
こ
と

。
 

③
 

O
B
D
検

査
又
は

O
B
D
確
認

の
実

施
後

、
機
構

又
は
軽
自

動
車

検
査

協
会

（
以

下
「
機

構
等
」

と
い
う
。
）

に
お

い
て

基
準
適

合
性
審

査
を

受
け

る
場

合
、

最
後
に

実
施
し

た
O
BD

検
査

又
は

O
B
D
確
認

か
ら
機
構

等
に

お
け

る

基
準

適
合
性

審
査
ま

で
の
間
、
O
B
D
検
査

の
合
否

に
影
響
を

及
ぼ

す
整

備

 
 

 
 
自

動
車
特

定
整
備
事

業
者

は
、

次
の
各

号
に
掲
げ

る
事

項
を

遵
守
し

、
他

の
自

動
車
特

定
整
備

事
業
者
が

保
有

す
る

検
査
用

ス
キ
ャ
ン

ツ
ー

ル
を

借
用

し
て

O
B
D
確

認
を
実

施
す
る
こ

と
が

で
き

る
。
こ

の
場
合
に

お
い

て
、

車
両

を
他

の
認
証

工
場
に

持
ち
込
ん

で
検

査
用

ス
キ
ャ

ン
ツ
ー
ル

を
借

用
し

た
と

き
は

、
５

．（
４

）
②

の
規
定

の
適

用
に

関
し
、

当
該

OB
D
確

認
は
、

認
証
を

受
け

た
事
業

場
の
敷

地
内
に
お

い
て

実
施

さ
れ
た

も
の
と
み

な
す

。
 

 
 

 
①
～

②
 
（

略
）
 

 ５
．
O
B
D
検

査
シ
ス

テ
ム
の
利

用
に

関
す

る
遵
守

事
項
 

自
動

車
特
定

整
備
事

業
者
等
は

、
O
B
D
検

査
シ
ス

テ
ム
を
適

切
に

利
用

す
る
た

め
、

次
の
各

号
に
掲

げ
る
事
項

を
遵

守
し

な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
 

（
１

）
～
（

３
）
（
略

）
 

（
４

）
認
証

工
場
及

び
指
定
工

場
は

、
OB
D
検
査

又
は

OB
D
確

認
の
対

象
車
両

、

実
施

場
所
及

び
実
施

後
の
車
両

の
取

り
扱

い
に
関

す
る
次
に

掲
げ

る
事

項
を

遵
守

す
る
こ

と
。
 

 

①
 

自
ら
の

事
業
場

に
お
い
て

点
検

整
備

を
行
う

又
は
行
っ

た
車

両
以

外
の

車
両

に
対
し

て
O
BD

検
査
又
は

O
B
D
確
認

を
実
施

し
な
い
こ

と
。
 

②
 

O
B
D
確

認
は
認

証
を
受
け

た
事

業
場
の

敷
地

内
に
お
い

て
、
O
BD

検
査
は

指
定

を
受
け

た
事
業

場
の
敷
地

内
に

お
い

て
そ
れ

ぞ
れ
実
施

す
る

こ
と

。
 

 ③
 

O
B
D
検

査
又
は

O
B
D
確
認

の
実

施
後

、
機
構

又
は
軽
自

動
車

検
査

協
会

（
以

下
「
機

構
等
」

と
い
う
。
）

に
お

い
て

基
準
適

合
性
審

査
を

受
け

る
場

合
、

最
後
に

実
施
し

た
O
BD

検
査

又
は

O
B
D
確
認

か
ら
機
構

等
に

お
け

る

基
準

適
合
性

審
査
ま

で
の
間
、
O
B
D
検
査

の
合
否

に
影
響
を

及
ぼ

す
整

備
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又
は

改
造
等

（
定
期

点
検
又
は

特
定

整
備

に
該
当

す
る
か
否

か
に

か
か

わ

ら
ず

、
車
両

の
状
態

を
変
更
す

る
整

備
又

は
改
造

等
全
般
を

い
う

。
以

下

同
じ

。
）

を
行

わ
な
い

こ
と
。

ま
た

、
そ

の
よ
う

な
整
備
又

は
改

造
等

を
依

頼
し

な
い
こ

と
。
 

④
 

O
B
D
検

査
又
は

O
B
D
確
認

を
実

施
す

る
車
両

と
し
て

O
B
D
検
査

用
サ
ー

バ
ー

に
型
式

、
車
台

番
号
等
を

記
録

し
た

車
両
と

異
な
る
車

両
の

O
BD

検

査
又

は
O
BD

確
認
結

果
を

OB
D
検

査
用
サ

ー
バ
ー

に
記
録

し
な

い
こ

と

（
替

え
玉
の

禁
止

）。
 

 
 
 

（
５

）
（

略
）
 

 ６
．
O
B
D
検

査
に

お
け

る
検

査
の

合
理

化
及

び
補

助
者

が
行

え
る

作
業

範
囲
 

（
１

）
（

略
）
 

（
２

）
検

査
対

象
車

両
へ

の
V
C
I
の
取

り
付

け
、

取
り

外
し
及

び
特

定
D
T
C

照
会

ア
プ

リ
へ

の
車

両
情

報
の

入
力

は
、
補

助
者

が
行

っ
て

差
し

支

え
な

い
。
た

だ
し

、
検

査
対

象
車

両
と

の
同

一
性

の
確

認
、
特

定
D
T
C

照
会

ア
プ

リ
へ

の
車

両
情

報
の

入
力

の
真

正
性

に
つ

い
て

は
、
自

動

車
検

査
員

が
責

任
を

も
っ

て
確

認
す

る
こ

と
。

 

 ７
．
（

略
）
 

 附
則

（
令
和

６
年
３

月
2
8
日

付
け

国
自

整
第

2
7
8
号
）
 

こ
の

通
達
は

、
令
和

６
年

10
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

 附
則

（
令
和

７
年
７

月
1
7
日

付
け

国
自

整
第

9
8
号

）
 

こ
の

通
達
は

、
令
和

７
年

7
月

1
7
日

か
ら

施
行
す

る
。
 

又
は

改
造
等

（
定
期

点
検
又
は

特
定

整
備

に
該
当

す
る
か
否

か
に

か
か

わ

ら
ず

、
車
両

の
状
態

を
変
更
す

る
整

備
又

は
改
造

等
全
般
を

い
う

。
以

下

同
じ

。
）

を
行

わ
な
い

こ
と
。

ま
た

、
そ

の
よ
う

な
整
備
又

は
改

造
等

を
依

頼
し

な
い
こ

と
。
 

④
 

O
B
D
検

査
又
は

O
B
D
確
認

を
実

施
す

る
車
両

と
し
て

O
B
D
検
査

用
サ
ー

バ
ー

に
型
式

、
車
台

番
号
等
を

記
録

し
た

車
両
と

異
な
る
車

両
の

O
BD

検

査
又

は
O
BD

確
認
結

果
を

OB
D
検

査
用
サ

ー
バ
ー

に
記
録

し
な

い
こ

と

（
替

え
玉
の

禁
止

）。
 

（
５

）
（

略
）
 

 ６
．
O
B
D
検

査
に

お
け

る
検

査
の

合
理

化
及

び
補

助
者

が
行

え
る

作
業

範
囲
 

（
１

）
（

略
）
 

（
２

）
検

査
対

象
車

両
へ

の
V
C
I
の
取

り
付

け
及

び
特

定
D
T
C
照

会
ア

プ
リ

へ
の

車
両

情
報

の
入

力
は

、
補

助
者

が
行

っ
て

差
し

支
え

な
い

。
た

だ
し

、
検

査
対

象
車

両
と

の
同

一
性

の
確

認
、
特

定
D
T
C
照

会
ア

プ

リ
へ

の
車

両
情

報
の

入
力

の
真

正
性

に
つ

い
て

は
、
自

動
車

検
査

員

が
責

任
を

も
っ

て
確

認
す

る
こ

と
。
 

 ７
．
（

略
）
 

 附
則

（
令
和

６
年
３

月
2
8
日

付
け

国
自

整
第

2
7
8
号
）
 

こ
の

通
達
は

、
令
和

６
年

10
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

 （
新

設
）
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事 務 連 絡  

令和７年７月１７日  

 

 

 

（一社）日本自動車整備振興会連合会 殿 

日本自動車車体整備協同組合連合会 殿 

（一社）日本自動車工業会 殿 

日本自動車輸入組合 殿 

 

 

国土交通省物流・自動車局     

自動車整備課 整備事業班長  

 

 

 

指定工場におけるＯＢＤ検査の判定フローについて（周知依頼） 

 

 

 

標記について、令和６年 10 月より自動車の検査に導入された電子装置の検査（Ｏ

ＢＤ検査）については、その適確な運用のため、指定工場において検査を実施する場

合にあっては、適切なフローに則った取扱いを行うことが重要です。 

ついては、指定工場におけるＯＢＤ検査の判定フローを別添のとおり整理しました

ので、傘下会員に対し周知をお願いします。なお、当該フローは、国土交通省ホーム

ページ（※）へも掲載する予定です。 

 

 

※OBD 検査を実施するにあたって（整備事業者向け） 

 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_OBD_company.html 

 

 

単名各通 

－　158　－



指定工場におけるＯＢＤ検査の判定フロー

ＯＢＤ検査の実施

ＯＢＤ検査完了

不適合内容の確認
自工場で整備可能か

合格

指定整備において
外部委託できる作業か（※１、※２）

整備実施

はい いいえ

出来映え確認後、再度ＯＢＤ検査実施

※１ 指定整備において、外部委託できる作業は以下の通り
・機械加工 ・鍛冶 ・メッキ ・溶接 ・タイヤの修理 ・車枠及び車体の修理
・電気装置の修理 ・計器の修理 ・自動変速装置その他特殊な部品の修理
・電子制御装置整備の構内外注又は一部外注

※２ 「スピードメータ検査実施後にABSのテルテールが点灯、その後テルテールは消灯しても特定DTCが残る現象」に
ついて、当該特定DTCを消去する作業は、「自動変速装置その他特殊な部品の修理」に該当し、外部委託が可能

不合格

不合格

合格

外部委託作業の
実施

はい いいえ

外部委託作業の
実施

別添

外部委託作業後の状態に
問題が無いか

問題無し

問題有り

指定工場でのフロー

外部委託先でのフロー

問題無し

改めて、受入れ点検
から開始

外部委託作業後の状態に
問題が無いか

問題有り
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